
平成３０年第４回さつま町議会定例会会期日程 

月   日 曜 日               程 備       考 

１２． ５ 水 

本会議（招集日） 

・開会 

・会議録署名議員の指名 

・会期の決定 

・諸般の報告 

・行政報告 

・決算特別委員会報告，採決 

・議案上程 

・陳情 

 

    ６ 木 休 会  

    ７ 金 
本会議（２日目） 

・一般質問（６人） 
 

    ８ 土 休 会  

    ９ 日 休 会  

   １０ 月 

本会議（３日目） 

・総括質疑 

常任委員会 

 

   １１ 火 常任委員会  

   １２ 水 休 会  

   １３ 木 休 会  

   １４ 金 休 会  

   １５ 土 休 会  

   １６ 日 休 会  

   １７ 月 休 会  

   １８ 火 休 会  

   １９ 水 休 会  

   ２０ 木 休 会  

   ２１ 金 常任委員会、議会運営委員会、議会全員協議会  

   ２２ 土 休 会  

   ２３ 日 休 会  

   ２４ 月 休 会  

   ２５ 火 休 会  



月   日 曜 日               程 備       考 

   ２６ 水 

本会議（最終日） 

・常任委員長報告、採決 

・議案審議 

・陳情審査報告、採決 

・所管事務調査報告 

・議員派遣の件 

・継続調査 

・閉会 

 

 



（1） 

平成３０年第４回さつま町議会定例会審議結果 

開会 平成３０年１２月 ５日  

閉会 平成３０年１２月２６日  

議 案 

番 号 
件           名 上程日 議決日 議決結果 

付  託

委 員 会

議案

５８ 

平成２９年度さつま町歳入歳出決算の認定に

ついて 
30.9.28 30.12.5 認  定 決算特別

５９ 
平成２９年度さつま町上水道事業会計決算の

認定について 
〃 〃 認  定 決算特別

６０ 
平成２９年度さつま町上水道事業会計未処分

利益剰余金の処分について 
〃 〃 原案可決 決算特別

６２ 
さつま町うましき里きららの楽校条例の制定

について 
30.12.5 30.12.26 原案可決 文教経済

６３ 
さつま町社会体育施設条例の一部改正につい

て 
〃 〃 原案可決 文教経済

６４ さつま町営住宅等条例の一部改正について 〃 〃 原案可決 文教経済

６５ 
さつま町うましき里きららの楽校の指定管理
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平成３０年第４回さつま町議会定例会会議録 

                            （第１日） 

○開会期日    平成３０年１２月５日  午前９時３０分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○会議の場所   さつま町議会議事堂 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（１６名） 

   １番  上 囿 一 行 議員      ２番  上久保 澄 雄 議員 

   ３番  三 浦 広 幸 議員      ４番  柏 木 幸 平 議員 

   ５番  米 丸 文 武 議員      ６番  田 野 光 彦 議員 

   ７番  舟 倉 武 則 議員      ８番  岩 元 涼 一 議員 

   ９番  朝 倉 満 男 議員     １０番  岸 良 光 廣 議員 

  １１番  新 改 幸 一 議員     １２番  宮之脇 尚 美 議員 

  １３番  川 口 憲 男 議員     １４番  森 山   大 議員 

  １５番  新 改 秀 作 議員     １６番  平八重 光 輝 議員 

 欠席議員（なし） 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○出席した議会職員は次のとおり 

 事 務 局 長  福 田 澄 孝 君   局長補佐兼議事係長  萩木場 一 水 君 

 議 事 係 主 査  竹 下 和 男 君 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○地方自治法第１２１条の規定による出席者は次のとおり 

 町     長  日 髙 政 勝 君   副  町  長  上 野 俊 市 君 

 教  育  長  原 園 修 二 君   総 務 課 長  﨑 野 裕 二 君 

 企画財政課長  押 川 吉 伸 君   財産管理課長  原 田 剛 志 君 

 税 務 課 長  下 田 良 二 君   保健福祉課長  櫻   伸 一 君 

 高齢者支援課長  岩 元 義 治 君   子ども支援課長  鍛治屋 勇 二 君 

 商工観光ＰＲ課長  羽 有 郁 夫 君   建 設 課 長  小永田   浩 君 

 水 道 課 長  三 角 芳 文 君   監査委員事務局長  櫛 山 扶美子 君 

 教育総務課長  角   茂 樹 君   社会教育課長  三 腰 善 行 君 

 薩 摩 支 所 長  佐 藤 秀 樹 君 
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○本日の会議に付した事件 

第 １ 会議録署名議員の指名 
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第１４ 議案第６８号 平成３０年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

第１５ 陳情について 
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△開  会  午前９時３０分 

○議長（平八重光輝議員）   

 おはようございます。ただいまから平成３０年第４回さつま町議会定例を開会します。 

 農業委員会会長及び代表監査委員から、本定例会に欠席する旨届け出がありましたのでお知ら

せします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△開  議   

○議長（平八重光輝議員）   

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付してある議事日程のとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第１「会議録署名議員の指名」   

○議長（平八重光輝議員）   

 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、１番、上囿一行議員及び１５番、新

改秀作議員を指名します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第２「会期の決定」   

○議長（平八重光輝議員）   

 日程第２「会期の決定」の件を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から１２月２６日までの２２日間にしたいと思います。

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 異議なしと認めます。よって、会期は本日から１２月２６日までの２２日間に決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第３「諸般の報告」   

○議長（平八重光輝議員）   

 日程第３「諸般の報告」を行います。 

 一般的なことについては印刷してお配りしてありますので、口頭報告は省略しますが、次の件

については補足して説明します。 

 ９月２８日、第３回議会定例会本会議において設置された８人の委員で構成する決算特別委員

会については、同日正副委員長の互選が行われ、委員長に米丸文武議員、副委員長に新改幸一議

員が選任されたことを報告します。 

 次に、１１月２１日に、地方創生の実現を目指してをメーンテーマに、第６２回町村議会議長

全国大会が東京都のＮＨＫホールにおいて開催されました。 

 大会宣言として、「我が国の景気はこれまで緩やかな回復基調が続いているものの、少子高齢

化や過疎化、本格的な人口減少社会が到来し、多くの町村においては厳しい経済、雇用情勢に悩

まされ、地域の活力は衰退している。加えて東日本大震災、熊本地震及び豪雨災害による影響は、

被災地のみならず、我が国社会全体に及んでおり、本格的な復旧・復興に向けて解決すべき課題

が山積している。今こそ国と地方が一体となって、本格的な復旧・復興への取り組みを加速させ

るとともに、人口減少の克服と地方創生を実現するためには、町村の自治能力を高め、都市と農
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村・漁村が共生し得る社会を強力に進めていくことが重要である。現在、町村では、地方版総合

戦略に基づいて、本格的な事業展開に取り組んでいるところであり、地方創生をさらに進化させ

るためにも、この流れを加速させなければならない。今回の町村議会議長全国大会の開催を機に、

地方創生の実現を目指し、一致結束して果敢に行動していく」ことの宣言がなされました。 

 また、５件の特別決議を行い、２５件の全体要望及び９件の地区要望を採択し、関係省庁等へ

の提出が全会一致で承認されました。 

 大会終了後、本県の町村議会議長会では、役員及び代表者が３班に分かれ、鹿児島県選出の衆

参両国会議員に対し、全国大会で決議・採択された項目に基づく要望活動を行いました。 

 次に、監査委員から例月出納検査及び平成３０年度備品監査の結果報告並びに教育委員会から

平成２９年度教育委員会の権限に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価報告書の提出があ

りましたので、印刷してお配りしてあります。御了承願います。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第４「行政報告」   

○議長（平八重光輝議員）   

 日程第４「行政報告」を行います。 

 町長の報告を許します。 

〔町長 日髙 政勝君登壇〕 

○町長（日髙 政勝君）   

 おはようございます。 

 町長報告につきましては、印刷してお配りしておるところでございますが、この中で、１０月

２６日の北薩横断道路整備促進地方大会に関する事項と、１１月２５日の農林水産祭むらづくり

部門受賞等の報告会について、補足して御報告を申し上げます。 

 まず、１０月２６日に行われました北薩横断道路整備促進地方大会についてであります。 

 私が会長を仰せつかっておりますが、北薩空港幹線道路整備促進期成会の主催で、沿線の４市

２町はもとより、県内各地より約１,５００名の御参加をいただきまして、盛会裏に開催をされ

たところであります。 

 大会の中では、地元国会議員等に対しまして、それぞれ地域住民のアピールや地元中学生によ

る未来へのメッセージが発表されまして、早期全線開通に向け、沿線住民の団結が深まったもの

と考えております。 

 この地方大会の開催を受けまして、その熱意をもって、引き続き国・県への要望活動を実施し

たところであります。１１月１３日には、鹿児島県の岩切副知事に対し、期成会会員一同により

まして、要望活動を行いました。さらに１１月の２７日には、期成会会員並びに各種団体の代表

者とともに地方省庁への要望活動を実施いたしました。 

 北薩横断道路の整備についての要望の内容についてでありますが、１つ目は、鹿児島空港から

北薩空港道路間及び広瀬道路から泊野道路間並びに紫尾道路から南九州西回り自動車道の阿久根

北インターチェンジ間の早期完成を図ること。 

 ２つ目は、道路関係予算の所要額の確保並びに平成３１年度予算規模の拡大、経済対策として

の本年度補正予算での早期完成について要望をいたしております。 

 また、３つ目におきましては、本道路を重要物流道路としまして指定をいただいて、早期整備

を図っていただきたい。このようなことを、要望を国土交通省の道路局長、道路局の次長、ほか

関係課長、財務省の主計局主計官と直接面談もいたしまして、要望をいたしてまいりました。 
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 また、鹿児島県選出の国会議員に対しましても、それぞれ要望活動を行ったところであります。 

 なお、来年３月２４日、さつま泊野インターからきららインター間の４.２キロメートルが開

通する旨、先般の県議会で知事のほうから発表が出されたところでございます。 

 泊野インターから高尾野インター間の所要時間というのは、国道５０４号のルートでいきます

と、３１分ということでございますが、これが１３分に短縮をされるということになるようでご

ざいます。 

 その３月２４日の１週間前におきましては、プレイベントの計画も催される計画となっており

ます。あわせまして、翌２８日には、水と緑の郷づくり推進協議会、奥薩摩の協議会であります

が、それによりまして、伊佐市と一緒になって、大鶴湖の周辺整備につきまして、国土交通省の

水管理・国土保全局長、ほか関係課長並びに観光庁の観光地域振興部長のほかに関係課長にも要

望をいたしたところであります。 

 次に１１月２５日の農林水産祭むらづくり部門受賞等の報告会についてであります。 

 このたび中津川区公民館が、国の平成３０年度の第５７回農林水産祭むらづくり部門におきま

して、３賞のうちの３席に当たる日本農林漁業振興会会長賞を受賞されました。 

 また、平成３０年度の豊かなむらづくり全国表彰事業におきまして、九州ブロックにおきまし

ては、１席の農林水産大臣賞を獲得されたところであります。 

 さらに、中津川地区の金吾様踊り活性化実行委員会が、南日本新聞社主催の第６９回南日本文

化賞を受賞されましたことから、この栄えある３つの受賞をお祝いしまして、鹿児島県の三反園

知事を初め、南日本新聞社の黒田文化生活部長も駆けつけていただきまして、地元中津川区民を

初めとしまして、多くの関係者の方々が御参加のもとに、受賞報告会と並びにこの祝賀会が開催

されたところであります。 

 中津川区におきましては、４００年前から伝わる金吾様踊りを核としまして、５５年ぶりの地

割舞あるいはこの６１年ぶりの稚児舞、こういった復活をいたしまして、伝統文化の伝承ととも

に、活動資金づくりや地域活性化を目指す若者のＵターンなど、その功績が認められまして、今

回の受賞となったものでございまして、衷心よりお祝いを申し上げたところであります。 

 今後も住民の絆を強くしまして、伝統文化を、伝統芸能を大切に守り続けながら、地域活性化

のモデル地区として、さらに活躍されますことを御期待いたすものでございます。 

 以上で町長報告を終わります。 

〔町長 日髙 政勝君降壇〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 これで行政報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第５「議案第５８号 平成２９年度さつま町歳入歳

出決算の認定について」、日程第６「議案第５９号 平

成２９年度さつま町上水道事業会計決算の認定につい

て」、日程第７「議案第６０号 平成２９年度さつま町

上水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」   

○議長（平八重光輝議員）   

 次に、日程第５「議案第５８号 平成２９年度さつま町歳入歳出決算の認定について」から日

程第７「議案第６０号 平成２９年度さつま町上水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

て」まで、以上の議案３件を一括して議題とします。 

 なお、決算特別委員会審査の中で、決算書にあわせて提出のありました証書類に誤りがあり、
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執行部から訂正の申し出を受けて審査が行われております。お手元に配付された正誤表により、

訂正されたものとして取り扱うことを御了承願います。 

 それでは、決算特別委員長の審査報告を求めます。 

〔米丸 文武議員登壇〕 

○決算特別委員長（米丸 文武議員）   

 決算特別委員会に付託されました「議案第５８号 平成２９年度さつま町歳入歳出決算の認定

について」、「議案第５９号 平成２９年度さつま町上水道事業会計決算の認定について」、

「議案第６０号 平成２９年度さつま町上水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」審査

の過程と結果につきまして御報告申し上げます。 

 当委員会は、去る９月２８日の第３回定例会最終日において、委員８人で設置され、委員長に、

私、米丸文武が、副委員長に新改幸一委員が選任されました。審査は１０月２日から５日までの

４日間の日程で行い、執行部から各種資料の提出を求め、計数等の精査は、既に監査委員が例月

出納検査や決算審査等を初め、専門的立場で照査されていることから、必要最小限にとどめ、予

算の適正な執行、事業による行政効果や経済効果、また今後の行財政執行上改善すべき点等に主

眼を置き、慎重に審査を行ったところです。 

 その結果、当委員会に審査を付託されました議案３件のうち、議案第５８号及び議案第５９号

については認定すべきもの、議案第６０号については原案のとおり可決すべきものと決定した次

第であります。 

 それでは、審査の過程における主な論議について、その概要を申し上げます。 

 まず、「議案第５８号 平成２９年度さつま町歳入歳出決算の認定について」であります。 

 初めに、消防本部の関係では、消防団員の充足率と住宅用火災警報器の維持管理状況について

ただしましたところ、消防団員数は現在定数に対し、３０人程度不足していることから、団幹部

会等や消防後援会にもお願いをして、団員の加入促進に努めているが、団員の確保が思うように

進んでいない状況であるとのことであります。 

 また、住宅用火災警報器は、設置義務の経過措置後、間もなく１０年を迎えようとしているこ

とから、電池切れや警報器本体の耐用年数の関係で、正常に作動しない場合も予想される。 

 このようなことから、地元の消防団で維持管理状況の確認や機器の斡旋等を行っている地域も

あるが、市街地部においては、世帯数も多いことから、その確認等が難しい状況にある。 

 まずは独居老人、高齢者世帯を中心に、地域の消防団や公民会長など、信頼の置ける方へ、維

持管理状況の確認等に関する協力依頼を検討していきたいとのことであります。 

 また、救急隊の出動について、出動した段階で２５例の心肺停止の状況が報告されている。そ

の中で、到着前に蘇生措置がなされていたのは４０％程度であることから、応急手当の普及啓発

の重要性を鑑み、普通救命講習及び一般救急講習の年間受講者の計画目標が確実に達成されるよ

う要請しました。 

 次に、教育総務課の関係では、教職員住宅のうち一般貸し付け用２８戸のうち５戸が空き家と

なっているが、建物の状況についてただしましたところ、鶴田地区３戸、薩摩地区２戸があるが、

建築年数が３０年以上経過しており、修繕等が必要である。 

 現在、２戸は修繕して入居しているが、３戸の空き家のうち１戸は取り壊しを検討している。

残りの２戸は希望者がいれば修理して利用したいとのことであります。 

 また、中学校の通学バス運行について問題は出ていないかただしましたところ、導入後２年が

経過しているが、毎年１回、事業者、学校、教育委員会で会議を開いており、順調に運行されて

いる。運転士が子供たちの名前や顔を覚えて、誰が来ていないかなど児童の確認をしている。乗
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り降りの際は子供たちを誘導するなど、スムーズな対応をしてもらっているとのことであります。 

 次に、学校教育課の関係では、特別支援教育支援員派遣事業について、要支援者１７７人に対

して１８人の支援員で、適正な対応ができているのかをただしましたところ、学校としてはもう

少し欲しいと考えているが、来年度、中学校の再編があるので、中学校分を活用できるのではな

いかとのことであります。 

 また、不登校児童生徒が増加傾向にあり、関係機関で連携した取り組みを指摘されているが、

近年の推移と主な理由についてただしましたところ、平成２７年度は２９人、２８年度、２９年

度は３２人であり、理由としては、いじめに関する交友関係、人間関係、学力に関する課題、学

習が楽しくないなどが挙げられており、さらには発達障害などの要因があるが、現在はいじめに

よる不登校の情報はないとのことであります。 

 次に、社会教育課の関係では、青少年育成推進事業で、指導者の確保が難しいとあるが、具体

的な理由をただしましたところ、青少年教育や交流事業に関して、子供の引率の際、子供たちの

危険度の認識とか、子供たちの活動状況を把握する力が必要である。毎年、役員がかわるので、

研修など継続的に研さんを積んでいる人が年々少なく、見識の深い指導者が少なくなっていると

のことであります。 

 また、中種子町や青森県鶴田町との交流事業は続けていくのかただしましたところ、両町とも

姉妹盟約を結んでいるので、今後も継続していくとのことであります。 

 次に、学校給食センターの関係では、残食の状況とその原因や異物混入についてただしました

ところ、残食については、栄養士が給食を回収してきたときに目視で確認しており、多いときは

休んだ児童生徒の多い日とか、嫌いな食材があったときに残食となるケースはあったが、現在

３センターとも多くの残食は出ていない。 

 また、異物混入については、野菜の切り崩しや根っこが混入していたことはあったが、特に問

題となるような異物の混入は出ていないとのことであります。 

 次に、総務課の関係では、時間外勤務手当が、昨年度と比較して４００万円ほど上がっている

が、その理由をただしましたところ、時間数が多い係として、主には秘書広報係の広報誌の取材

や、税務課町民税係及び消防署などであるが、全体的には災害時の待機職員が多くなっていると

のことであります。 

 また、自主防災組織の組織率１００％を平成３２年度目標として推進しているが、現在の達成

率をただしましたところ、現在の組織率は９６.７％であり、１０戸に満たない公民会等もあり、

組織化されていない。今後は、隣接公民会と手を組んで連携するなど、工夫した取り組みなどを

目指していきたいとのことであります。 

 防災情報の発信が機械音で行われており、肉声でないと危機感が伝わらない。高齢者から聞こ

えにくいとの声もあり、防災無線の緊急時の放送のあり方を検討するよう要請いたしました。 

 次に、財産管理課の関係では、里道・水路について、共有的物件の維持管理が、公民会も高齢

化と人口減少が進み、非常に難しくなっている。現物助成だけでなく、補助のあり方をただしま

したところ、町内でも相当な件数と延長になっており、全てを町で管理するのは、財政的にも相

当な負担になる。現在は受益者である地元で維持管理をしてもらっているが、地元も高齢化や人

口減少で維持管理が難しいので、今後検討したいとのことであります。 

 次に、税務課の関係では、不納欠損額が平成２９年度は１,１００万円に増加していることに

ついてただしましたところ、さまざまな要因で執行停止を行ってから、３年後に不納欠損として

いるものと、５年間接触をとれない状況で時効となっているものがある。平成２９年度は、３年

前に執行停止を行った分を２９年度に不納欠損として処理したものであるとのことであります。 
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 次に、高齢者支援課の関係では、地域見守りネットワーク事業の民間事業者の協力についてた

だしましたところ、年１回、関係事業者の会議を行い、活動の推進と報告をもらっているが、配

達や健診などの事業活動中の異変の発見は、平成２８年度は１１件、２９年度は７件で、特に社

会福祉協議会の福祉給食において直接個人にわたすので、そのとき異変に気づくのがほとんどで

あるとのことであります。 

 次に、保健福祉課の関係では、健康づくり推進員育成事業の中で、活動報告書の提出率が

２４.３％とあるが、推進員で積極的に取り組まれている人と、そうでない人があるようで、推

進員の活動状況についてただしましたところ、推進員は特定健診やがん検診の勧奨、結果報告会

への出席呼びかけ、サロン活動、健康ポイント事業の紹介及び地域内での健康講座などの実施を

していただいているが、報告書の提出が若干悪い状況である。 

 地域内では、役員のなり手がない状況でもあり、地域支え合い推進員に在宅福祉アドバイザー

を統合した。健康づくり推進員については、引き続き頑張って活動していただくようお願いした

いとのことであります。 

 次に、町民環境課の関係では、平成２９年度の外国人登録者数は２４７人であるが、窓口で対

応するときの通訳など、言葉に関する問題と日本人との結婚の状況についてただしましたところ、

登録については言葉の関係もあり、会社の人が一緒に来て、手続をしてもらっている。片言の日

本語ができる方を介して事務処理をしている。 

 結婚については、国際化が進んでおり、日本人と結婚される外国人女性も年々増える傾向にあ

るとのことであります。 

 また、住宅新築資金の未償還が、平成２９年度末で３９件、約９,９００万円あるが、償還状

況についてただしましたところ、平成２９年度の償還実績は７件で、３８万１,７１４円となっ

ている。滞納者や連帯保証人も亡くなられている状況もあり、相続人の調査もしているとのこと

であります。 

 次に、農業委員会事務局の関係では、農地の所有者の死亡による相続についてただしましたと

ころ、所有者が死亡した場合は農業委員会に届けるようになっているが、全てが届けれられてい

ない。届けがあった場合には、農家台帳を確認して、名義変更をするよう指導しているとのこと

であります。 

 農地の場合は、利用権設定等を行うと、所有者が死亡されてもそのままとなり、後々トラブル

が発生するおそれがあるため、徹底した調査あるいは届け出をさせるよう要請しました。 

 次に、農政課の関係では、子牛競り市購買者対策事業で、事業成果では、宿泊者は増加してい

るとなっているが、監査意見書では、宿泊者は横ばい傾向にあるとなっており、補助対象要件の

見直しを検討するよう指摘されている。 

 詳細はどうなっているのかただしましたところ、３カ年の宿泊者数については、平成２７年度

が１４１名、２８年度が８５名、２９年度が８９名である。過去３カ年の公売平均価格は、平成

２７年度は県外公売者が７万円高く、２８年度は１,４００円、２９年度は１万５,０００円安く

なっており、県外から来て高く買ってもらう魅力が少し減ったのではないかと受けとめている。

県内購買者と地元の購買者も、いろいろな助成事業を使って高値で取引され、県外購買者との差

がなくなったとのことであります。 

 次に、担い手育成支援室の関係では、青年フレッシュファーマー育成事業や新規就農者の支援

は、今後、農業・農地を守るために重要なことである。一方、６０代、７０代の小規模農家も大

きな役割を果たしている。 

 これから５年先、１０年先の地域を守るため、１年に二、三回は地域農業を考える会をつくっ
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てほしいとの提案がある。地域で温度差はあるが、柊野地区がみんなで話し合って、事業採択ま

で三、四年かかった実績もあるので、国・県の補助事業が活用できるように指導して、地域農業

の活性化が図られるよう要望しました。 

 次に、耕地林業課の関係では、平成２９年７月に設置された地域林政アドバイザーの活動実態

についてただしましたところ、職員や事業体の指導はもとより、伐採届けにかかる現地確認及び

指導助言、町有林の施業計画や主伐計画等の調査、森林整備センターとの連絡・調整などを行っ

ているとのことであります。 

 次に、商工観光ＰＲ課の関係では、新規参入者支援事業を活用して起業された方で、廃業され

た方の状況についてただしましたところ、これまで５名が廃業されている。事業を活用しやすい

ように余り制限をかけていなかったが、このような状況が続けば、今後制限をかけていく必要が

あるとのことであります。 

 次に、建設課の関係では、道路愛護作業で、地域は努力をしているが、燃料支給や外部委託し

た場合の補助金のあり方についてただしましたところ、公民会長研修会などで燃料補助や外部委

託の説明をしているが、外部委託の利用が少ない。燃料支給は平成３０年度から、混合ガソリン

を２０リットルから３０リットルに、軽油は３０リットル支給しているとの説明であります。 

 次に、企画財政課の関係では、財政運営については、健全で黒字ということであるが、合併当

初２３０億円あった起債を１０億円ずつ減らし、年間の起債は１５億円を上限としていた。９年

ぐらいは順調にマイナスになっていたが、ここ四、五年、１４０億円の起債が残っている。

１５億円の起債上限と、１０億円を減らす決めごとはいつから崩れたのかただしましたところ、

合併当初は公債費比率が高く、公債費負担適正化計画を作成して、１８％以内の目標を掲げなが

ら、１５億円という起債上限枠を設けて取り組みを進めてきた。 

 １８％以内はクリアされたが、今後、各種事業の推移等を見ながら、適債性、有利な起債とい

ったようなものを中心にしながら、予算編成の段階で調整していきたいとのことであります。 

 次に、国民健康保険事業特別会計の関係では、高額療養費が前年度に比較して増加しているこ

とについてただしましたところ、筋骨格系の手術など高度な医療が増加している。ほかに高血圧

性疾患や心疾患などの循環器の疾患、新生物、腎不全による人工透析も増えている状況であると

のことであります。 

 また、国保税の徴収は、税務課とも関連するが、国保税の徴収率は８１.８９％と低い。一般

会計から３,０００万円を繰り入れしている状況でもある。町民負担の公平性の観点から、国保

税の滞納者に対して、税務課とも協力して収納に取り組まれるよう要請しました。 

 次に、介護保険事業特別会計の関係では、家族介護、老老介護の状況についてただしましたと

ころ、高齢者実態調査における生活状況では、ひとり暮らしが１,６７７人、夫婦暮らしが

２,９９４人で、このうち準寝たきりが４６人、寝たきりが１５人で、自宅での介護になってい

ると思われる。高齢化が進み、ひとり暮らしや老老世帯が増えていく中で、認知症を含めて家族

で介護されている方の負担が大きくなってきているとのことであります。 

 また、地域包括支援センターや在宅介護支援センターなどの６カ所で認知症カフェを実施して

おり、予想以上に多くの参加がある。在宅介護については、在宅医療と介護連携ができることが

重要な要素でもあり、医師会にも委託しながら推進しているとのことであります。 

 次に、農業集落排水事業特別会計の関係では、使用料徴収について、空き家となっているとこ

ろの実態調査はされているのか。住民基本台帳と照らし合わせて実態を調査し、利用者の異動に

ついても公民会長に問い合わせするなどして、実態に合った使用料徴収を行うよう要請しました。 

 次は、「議案第５９号 平成２９年度さつま町上水道事業会計決算の認定について」及び「議
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案第６０号 平成２９年度さつま町上水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」でありま

す。 

 水道事業では、水道料金の不納欠損の件数、金額及び原因についてただしましたところ、平成

２９年度は６３件、金額で１０万６,０７０円、２８年度は９１件、１６万８００円であった。

金額、件数ともに下がっているが、傾向としては若い人がアパートからいつの間にか転居し、居

場所が判らないケースが多い。 

 対策としては、検針員と連携して、検針時に家財道具やカーテンがなくなるなど、おかしいと

思ったときに連絡してもらい、３カ月滞納となった場合は、給水停止通知を出して、滞納となら

ないように努めている。他府県などに転出して連絡がとれない場合に、やむなく不納欠損処分と

しているとのことであります。 

 また、不納欠損の債権放棄の根拠のあり方をただしましたところ、さつま町水道事業給水条例

第３５条の２に基づき、私債権は２年のため、発生から５年経過したものはこれを放棄すること

ができるとなっており、請求書を何回送っても電話での連絡もとれないときにやむを得ず処分し

ているとのことであります。 

 最後に、次の２点については、特に町長の出席を求め、見解をただしたところであります。 

 まず、平成２９年度の一般会計における収入未済額は約３億１,１００万円となっているが、

他の自治体では債権管理条例等を制定して債権の整理を図っていることから、債権管理について、

本町としては今後どのように取り組んでいくのかただしましたところ、税の徴収には公平性の観

点から最大限の努力をし、債権については手続を踏まえて滞納処分に努めているところである。

債権管理条例の制定について検討するよう指示を出しているが、さらに内容の検討を行い、時機

を見て議会に提案していきたいとのことであります。 

 次に、少子高齢化により、公民会等では日常生活道路の維持管理に非常に困っている状況だが、

町の道路整備なくしては、生活道路の維持管理はできない状況にあることから、今後の道路整備

員の体制についてただしましたところ、道路整備員は２班１０名体制により維持管理に努めてい

るが、現在２名退職し、８名で行っている。公民会等の要望に応えるためにも、何とか１０名体

制が確保できるように努力していきたいとのことであります。 

 以上、決算審査の概要を申し上げましたが、報告の中で直接触れなかった事項につきましても

慎重に審査した次第であります。 

 なお、監査及び決算特別委員会において指摘された事項については、改善策を実施し、効率的

な行財政運営に努められるとともに、後年度の予算編成や行政執行に生かされるよう要望し報告

を終わります。 

〔米丸 文武議員降壇〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 これから、ただいまの報告について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから順に討論、採決を行います。 

 まず、「議案第５８号 平成２９年度さつま町歳入歳出決算の認定について」討論を行います。

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（平八重光輝議員）   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから本件を採決します。 

 この採決は起立によって行います。本件に対する委員長の報告は認定とするものであります。

委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 お座りください。起立全員です。よって、「議案第５８号 平成２９年度さつま町歳入歳出決

算の認定について」は、認定することに決定いたしました。 

 次に、「議案第５９号 平成２９年度さつま町上水道事業会計決算の認定について」討論を行

います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから本件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。本件に対する委員長の報告は認定とするものであります。

委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 お座りください。起立全員です。よって、「議案第５９号 平成２９年度さつま町上水道事業

会計決算の認定について」は認定することに決定しました。 

 次に、「議案第６０号 平成２９年度さつま町上水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

て」討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 お諮りします。本案に対する委員長の報告は原案可決です。委員長報告のとおり決定すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 異議なしと認めます。よって「議案第６０号 平成２９年度さつま町上水道事業会計未処分利

益剰余金の処分について」は、委員長報告のとおり原案可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第８「議案第６２号 さつま町うましき里きららの

楽校条例の制定について」、日程第９「議案第６３号 

さつま町社会体育施設条例の一部改正について」、日程

第１０「議案第６４号 さつま町営住宅等条例の一部改

正について」、日程第１１「議案第６５号 さつま町う

ましき里きららの楽校の指定管理者の指定について」、

日程第１２「議案第６６号 平成３０年度さつま町一般

会計補正予算（第３号）」、日程第１３「議案第６７号 
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平成３０年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第１号）」、日程第１４「議案第６８号 平成

３０年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第

２号）」   

○議長（平八重光輝議員）   

 次は、日程第８「議案第６２号 さつま町うましき里きららの楽校条例の制定について」から、

日程第１４「議案第６８号 平成３０年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）」

までの議案７件を一括して議題とします。 

 各議案について提案理由の説明を求めます。 

〔町長 日髙 政勝君登壇〕 

○町長（日髙 政勝君）   

 それでは、議案第６２号から議案第６８号までを一括して提案の理由を申し上げます。 

 まず、「議案第６２号 さつま町うましき里きららの楽校条例の制定について」であります。

これはさつま町うましき里きららの楽校の新設に伴い、本条例を制定しようとするものでありま

す。 

 次に、「議案第６３号 さつま町社会体育施設条例の一部改正について」であります。これは

さつま町白男川地区体育館の管理主体の変更に伴い、本条例の一部を改正しようとするものであ

ります。 

 次に、「議案第６４号 さつま町営住宅等条例の一部改正について」であります。これは、お

しどり団地の整備に伴い、本条例の一部を改正しようとするものであります。 

 次に、「議案第６５号 さつま町うましき里きららの楽校の指定管理者の指定について」であ

ります。これは、地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づき、さつま町うましき里きらら

の楽校について、さつま町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第７条第１項の規

定により、当該施設の管理を行わせる指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

 次に、「議案第６６号 平成３０年度さつま町一般会計補正予算（第３号）」についてであり

ます。これは、学校管理費に要する経費及び物産観光費、農地農業用施設災害復旧費、諸費並び

にその他所要の経費を補正しようとするもので、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３億

４,９２７万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１４２億

８,８８４万４,０００円とするものであります。 

 次に、「議案第６７号 平成３０年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号）」についてであります。これは、一般被保険者療養給付費に要する経費及び償還金、一般

被保険者高額療養費並びにその他所要の経費を補正しようとするもので、歳入歳出予算の総額に、

歳入歳出それぞれ１億５,６９８万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それ

ぞれ３１億３,６７０万２,０００円とするものであります。 

 最後に、「議案第６８号 平成３０年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）」

についてであります。これは、介護予防生活支援サービス事業費及び一般介護予防事業費並びに

その他所要の経費を補正しようとするもので、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ

２３４万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ３４億９,０１１万

４,０００円とするものであります。 

 内容につきましては、それぞれ所管の課長に説明させますので、よろしく御審議くださるよう

お願いいたします。 
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〔町長 日髙 政勝君降壇〕 

○商工観光ＰＲ課長（羽有 郁夫君）   

 それでは、「議案第６２号 さつま町うましき里きららの楽校条例の制定について」説明させ

ていただきます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○社会教育課長（三腰 善行君）   

 それでは、「議案第６３号 さつま町社会体育施設条例の一部改正について」御説明を申し上

げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○建設課長（小永田 浩君）   

 「議案第６４号 さつま町営住宅等条例の一部改正について」御説明をいたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○商工観光ＰＲ課長（羽有 郁夫君）   

 それでは、続きまして「議案第６５号 さつま町うましき里きららの楽校の指定管理者の指定

について」説明させていただきます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○企画財政課長（押川 吉伸君）   

 「議案第６６号 平成３０年度さつま町一般会計補正予算（第３号）」について説明をさせて

いただきます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○保健福祉課長（櫻  伸一君）   

 それでは、「議案第６７号 平成３０年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号）」について説明を申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○高齢者支援課長（岩元 義治君）   

 それでは、「議案第６８号 平成３０年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第

２号）」につきまして、内容の説明を申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 ただいま議題となっています各議案に対する総括質疑は、１２月１０日の本会議で行いますの

で、当日まで審議を中止しておきます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第１５「陳情について」   

○議長（平八重光輝議員）   

 次は、日程第１５「陳情について」であります。 

 １１月２９日までに受理した陳情については、お手元にお配りした文書表のとおりであります。

文教経済常任委員会に審査を付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△散  会   

○議長（平八重光輝議員）   

 以上で、本日の日程は全部終了しました。１２月７日は午前９時３０分から本会議を開き、一

般質問を行います。 
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 本日はこれで散会します。 

散会時刻 午前１０時４２分   
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平 成 ３０ 年 第 ４ 回 定 例 会 一 般 質 問 

平成３０年１２月７日（第２日） 

順 番 
（議席番号）

質 問 者
質  問  事  項  ・  要  旨 

１ （14） 

森 山   大

 

１ 発達障害児と特別支援教育について 

 (1) 発達障害児の現状と課題をどのように捉えているのか伺う。 

 (2) 発達障害児への支援について、今後どのように取り組んでい

こうと考えているのか伺う。 

 (3) 特別支援教育についての基本的な考えを伺う。 

２ （10） 

岸 良  光 廣

１ 行政改革について 

 (1) 白男川小学校跡地利用で、民業圧迫（地元業者）はしないと

説明をされているが、本当に民業圧迫はしないのか伺う。 

 (2) 第３次さつま町行政改革推進計画の説明があったが、なぜ人

口の推移の説明が無いのか伺う。 

３ （13） 

川 口  憲 男

 

１ 農業政策について 

  さつま町の基幹産業である農業については、各種施策が行われ、

その振興が図られているが、次の点について町長の見解を伺う。 

 (1) 地場産品を活かした農業の推進策は万全か。 

 (2) 中山間部の農業振興策をいかに考えているか。 

 (3) 「農の里親制度」の成果と今後の取り組みは。 
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順 番 
（議席番号）

質 問 者
質  問  事  項  ・  要  旨 

４ （５） 

米 丸  文 武

１ 観音滝公園の管理運営について 

  先般の全員協議会で、観音滝公園滝の宿の温泉施設ポンプが、平

成２４年７月以来２度目の故障が発生したため、町長は多額の修繕

費がかかるとして、平成３１年３月末をもって温泉施設の運営を中

止したいと表明された。 

  次の点について町長の見解を伺う。 

 (1) 旧薩摩町時代に観光交流、地域経済発展、住民の憩いの場、

宿泊、キャンプ場、ガラス工芸館など総合的施設として建設さ

れたものであるが、その中心的温泉施設の廃止は、後の施設の

利用に大きく影響すると思われるがどのように考えているか。 

 (2) さつま町の中心部及び周辺部の均衡ある発展を目指すべきだ

が、一歩後退することに繋がらないか。 

 (3) 地域住民に説明し、住民の意見を聞く考えはないか。 

 (4) 指定管理者との契約変更に関して、指定管理料、補償などに

ついてどのように考えているか。 

５ （９） 

朝 倉  満 男

１ 豊かな心と健やかな体を育む教育の推進について 

 (1) 心の教育の充実にどのように取り組んでいるか。 

 (2) いじめ防止のため、児童生徒への対応をどのように行ってい

るか。 

６ （３） 

三 浦  広 幸

 

１ 災害時等の応援・支援体制について 

 (1) 災害に関連する応援体制については、大規模災害時応援協定

を２２件締結しているが、主な概要と今後の拡充予定について

伺う。 

 (2) 日常的な高齢者見守りサービス、道路危険箇所情報提供など

民間企業、ＮＰＯ等との応援支援協定及び登録は何件あり、そ

の効果について伺う。 

２ 条件不利地域の情報通信基盤の整備計画について 

  ２０２０年から第５世代移動通信システム５Ｇのサービス開始が

予定されている。情報通信環境が整っていないとＩoＴサービスが

利用できず、地域の課題解決や活性化が図れない。今後の整備計画

について伺う。 
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平成３０年第４回さつま町議会定例会会議録 

                            （第２日） 

○開議期日    平成３０年１２月７日  午前９時３０分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○会議の場所   さつま町議会議事堂 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（１６名） 

   １番  上 囿 一 行 議員      ２番  上久保 澄 雄 議員 

   ３番  三 浦 広 幸 議員      ４番  柏 木 幸 平 議員 

   ５番  米 丸 文 武 議員      ６番  田 野 光 彦 議員 

   ７番  舟 倉 武 則 議員      ８番  岩 元 涼 一 議員 

   ９番  朝 倉 満 男 議員     １０番  岸 良 光 廣 議員 

  １１番  新 改 幸 一 議員     １２番  宮之脇 尚 美 議員 

  １３番  川 口 憲 男 議員     １４番  森 山   大 議員 

  １５番  新 改 秀 作 議員     １６番  平八重 光 輝 議員 

 欠席議員（なし） 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○出席した議会職員は次のとおり 

 事 務 局 長  福 田 澄 孝 君   局長補佐兼議事係長  萩木場 一 水 君 

 議 事 係 主 査  竹 下 和 男 君 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○地方自治法第１２１条の規定による出席者は次のとおり 

 町     長  日 髙 政 勝 君   副  町  長  上 野 俊 市 君 

 教  育  長  原 園 修 二 君   総 務 課 長  﨑 野 裕 二 君 

 企画財政課長  押 川 吉 伸 君   財産管理課長  原 田 剛 志 君 

 高齢者支援課長  岩 元 義 治 君   子ども支援課長  鍛治屋 勇 二 君 

 農 政 課 長  四 位 良 和 君   担い手育成支援室長  寺 脇 伸 治 君 

 商工観光ＰＲ課長  羽 有 郁 夫 君   建 設 課 長  小永田   浩 君 

 教育総務課長  角   茂 樹 君   学校教育課長  塩 入 孝 博 君 

 薩 摩 支 所 長  佐 藤 秀 樹 君 
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○本日の会議に付した事件 

第 １ 一般質問 
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△開  議  午前９時３０分   

○議長（平八重光輝議員）   

 おはようございます。ただいまから平成３０年第４回さつま町議会定例会第２日の会議を開き

ます。 

 本日の日程は、お手元に配付してある議事日程のとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第１「一般質問」   

○議長（平八重光輝議員）   

 日程第１、一般質問を行います。一般質問は一問一答式となっております。質問時間は答弁を

含めて６０分とし、質問回数の制限はありません。 

 質問通告に従って発言を許可します。 

 まず、１４番、森山大議員の発言を許します。 

〔森山  大議員登壇〕 

○森山  大議員   

 おはようございます。私は、２年前の１２月議会において、この発達障害児と特別支援教育に

ついての一般質問をいたしました。そのとき、町長や担当課長ともやりとりをし、答弁をいただ

きましたけれども、この問題は、取り組んですぐ答えが出るとか、すぐ改善されるというような

問題ではなく、非常に厳しい、また時間を要する専門的な知見も要する、非常に重要な問題でも

ありますので、再度、２年後のきょう、またこの２年間の町長が取り組みをされたもの、その成

果についてお尋ねをしますし、いろんなことも耳聞きしておりますので、そういうのを踏まえて

３点ほど質問をさせていただきます。 

 １点目の発達障害児の現状と課題をどのように捉えているのか。発達障害というのはどんなも

のでしょうか。皆さんが想像するような、いわゆる病気、疾患とちょっと異なったことで、個性

や特徴に近い部分が多く、生まれつき自分の行動をコントロールする力が弱く、注意力が持続で

きない、落ち着きがなくしゃべり過ぎで、思い立ったら、あと先を考えずに行動するという多動

的衝動性が特徴です。 

 一方で、ＡＤＨＤのお子さんは、とても好奇心が旺盛で、頭の回転が速いお子さんも多く、大

人になって成功している方も少なからずいらっしゃいます。 

 また、学習症ＬＤの人は、ほかの能力が秀でていることもあります。例えば、映画監督のスピ

ルバーグさんも自ら学習症であるということを公表されております。文字を読むことは時間がか

かっても、そのかわり発想力や創造力が豊かであるといったこともあるわけです。 

 このような生まれながらの脳の器質的な認知機能の発達障害と言われる子供が増えてきている

というふうに言われています。このような子供たちに対し、進められている親子教室、遊びの広

場の参加者のグループが３つに分けられてあって、下のほうの乳幼児が増えてきている状況にあ

るとのことです。 

 また、クオラバンビーノへの利用者数にしても、クオラバンビーノの施設に入れる子供はいい

ですが、施設に入れない子供もいるというふうに聞いております。 

 このようなことから、検診を担当する保健師を初め、臨床心理士や保育士などが一緒に対応さ

れます。保育園や幼稚園、学校の先生方の間では、発達障害に対する対策が問題となっていると

いうふうに聞いております。 

 そこで、町長にお尋ねします。子育ての中で大きな問題となっている発達障害児への現状と課

題はどのようになっているのか、お尋ねをします。 
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 ２点目の発達障害児への支援について、今後どのように取り組んでいこうと考えているのか伺

う。発達障害児を抱える保護者は、非常に切なる思い、大変な心配をされていると思いますので、

ぜひ保護者の皆さんに寄り添って、保護者の気持ちになって、この発達障害児に対する支援に取

り組んでいただくように要望いたします。 

 また、町長は妊娠前、妊娠期、出産、産後、育児の総合相談支援をワンストップで行う拠点を

示されました。発達障害児への支援について、今後どのように取り組んでいこうと考えているの

か、お尋ねします。 

 ３点目の特別支援教育についての基本的な考えを伺う。特別支援教育を受けている学校数とか、

支援対象の児童数とかがどのような状況にあるのか。そして、教育長は、この特別支援教育につ

いてどのような認識を持っておられるのか。まず、基本的な考えをお尋ねします。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

〔森山  大議員降壇〕 

〔町長 日髙 政勝君登壇〕 

○町長（日髙 政勝君）   

 おはようございます。森山大議員から発達障害児と特別支援教育についての御質問をいただき

ましたので、私のほうからは発達障害児の現状と課題についてをお答えさせていただきます。特

別支援教育につきましては、教育長から後ほどお答えがあるかと思います。 

 まず、発達障害児の現状と課題をどのように捉えているかでございます。本町におきましては、

乳幼児の健診を通じまして、発達が気になる子供さんと保護者を年齢別に毎月１回、親子教室へ

参加を促しているところでございます。 

 この親子教室の直近３カ年の実利用人員を申し上げますと、平成２７年度が６７名、平成

２８年度も同数の６７名、平成２９年度が７１名と、毎年、約７０名程度の未就学児童が利用を

されております。そして、さらに発達が気になる場合においては、臨床心理士によります発達相

談を受けていただきながら、発達支援センタークオラバンビーノ等への療育支援につなげている

ところでございます。 

 町内の発達支援施設でありますクオラバンビーノの利用につきましては、開設をされましてか

ら８年目を迎えているところでありますが、平成２９年度ごろから４０名程度を推移するように

なってきております。さらに、発達が気になる場合においては、専門医を受診されておられます

けれども、知的障害を伴う場合と伴わない場合もございますので、診断ができている子供さんが

数名いらっしゃるところでございます。知的障害により療育手帳をお持ちのお子さんは養護学校

にも進まれております。 

 発達障害は複雑で、グレーゾーンも多く、軽度と重度の見きわめというのも難しいところでご

ざいまして、また一方では、この突出した能力をお持ちの方も多いと伺っております。近年は公

表されている方も増えてきているところでございます。南日本新聞記事の「かお」の欄にもたび

たび掲載をされておりますが、大変デリケートな世界であると思っております。 

 課題としましては、まず、親子教室の参加を促すことに時間を要していることであります。や

はり我が子は普通の子だと思うのが親御さんたちの気持ちだと思うところであります。 

 そして、次の段階としまして、クオラバンビーノ等の発達支援施設の利用を促しても、なかな

かそこまで理解をされないということで、ここに時間も要しております。近年はバンビーノ開設

のころと違いまして、理解も深まってきたとは思っておりますが、利用される幼児の保護者につ

きましては、若い世代の方が多いですので、丁寧に、慎重に、時間をかけて説明をしているとこ

ろであります。 
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 また、クオラバンビーノは、保育園との並行通園が全体の約７割でありますので、各保育園か

らの距離が遠く、送迎の関係とか、あるいは半日でありますので、終日利用がないとか、終日利

用で通っていただければというようなことも今後の大きな課題と思っているところでございます。 

 ２点目の発達障害児への支援について、今後、どのように取り組んでいこうと考えているかに

ついてであります。昨年の９月、民生部門の組織再編によりまして、子ども支援課を設置いたし

ました。子供に係ることについては、町民に判りやすくということで、このような課に改めたわ

けでありますが、本年４月には、国が進めております子育て世代包括支援センターに、この機能

を位置づけいたしました。これによりまして、発達障害児の支援のみならず、妊娠期から出産、

子育て期の全般の総合相談とか支援をワンストップで行えるように、拠点を明確にいたしたとこ

ろであります。 

 人間の発達は脳の発達から始まり、生後１年で２倍になり、５歳で大人の９０％に達すると言

われます。子供の脳を守る取り組みは大変重要であると考えておりまして、昨年度から地区の単

位、そして本年度は保育園単位で、保護者に対しまして子供の脳と心の発達について心療内科医

で本町の子ども・子育て応援大使の増田先生に御講演もいただいているところであります。 

 こういった本町の取り組みを、本年８月には鹿児島市の中央公民館で開催されました子供の脳

を守るというタイトルの市民公開講座でも発表をさせていただいております。この市民公開講座

におきましては、鹿児島の医療社会倫理研究会が主催をされたものでありますが、前鹿児島県立

の短期大学の学長とか、南風病院の顧問であります先生方、それから鹿児島大学の名誉教授、志

學館の大学教授、元南日本新聞社の取締役、ほかに医学博士や臨床心理士等の多くの専門家が構

成員とされておりまして、増田先生は、その組織の代表世話人となられております。 

 これらの専門家との連携を密にしたいと考えておりまして、本年１１月には、子育て支援関係

者の資質向上のための研修会を開催いたしました。志學館大学の大学院、心理臨床学の研究科の

教授であります臨床心理士であります山喜高秀先生に「子供の発達の見方と支援」という題で御

講演もいただいたところであります。 

 今後におきましては、支援関係者の人材確保も必要でございます。このことが非常に重要かと

思っておりますけれども、保育士等の子育て人材バンク制度推進をいたしますとともに、保育、

教育現場等で感じられております課題、質問に対しまして、専門家とディスカッションする方法

なども考えているところであります。 

 また、クオラバンビーノにつきましては、対象児の児童数の増加ということもございますし、

また保護者のほうからも、午前、午後にわたる終日利用をしていただきたいとか、あるいは、放

課後のデイサービス、こういったことの要望も出されておりますので、これらに対応するため、

児童発達支援センターとしての機能へ移行しまして、その整備計画の要望書を本年７月に県のほ

うにも提出をされております。町といたしましても、さまざまな専門家との連携を深めながら、

これらの支援体制をさらに強化してまいりたいと考えているところであります。 

〔町長 日髙 政勝君降壇〕 

〔教育長 原園 修二君登壇〕 

○教育長（原園 修二君）   

 次に、さつま町の特別支援教育についての基本的な考え方についてお答えをいたしたいと思い

ます。 

 現在、１３小中学校、町内にありますが、永野小学校を除いた１２の学校におきまして特別支

援学級を２５学級、８８人の児童生徒が在籍をしております。５年前の平成２５年は、特別支援

学級が１０学級、児童生徒数は２３人でございましたので、この５年間で学級数は１０学級から
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２５学級へ２.５倍、児童生徒数は２３人から８８人、約４倍になったということであります。 

 このような大幅な増加の要因ということにつきましては、特別支援教育という呼び方が法的に

位置づけられて１０年が経過するわけでありますが、これは学校教育法の一部改正というものが

ありまして、それによって特別支援教育という名称に変わりまして、その対象範囲が、話題にな

っております発達障害、そういった広範囲になってきたことが上げられると思います。 

 それに伴いまして、各学校において、特別支援教育への理解、啓発を一生懸命推進してまいり

ましたが、その中で保護者の特別支援教育への理解がだんだんと進んできたということや、対象

児童生徒が１人であっても特別支援学級が開設されるようになった。それ以前は、特別支援学級

対象の児童生徒が１人の場合は、学級を開設してくださいということを申し込んでも、なかなか

認められないという状況がありましたが、ここ数年の傾向として、対象の児童生徒が１人であっ

ても、特別支援学級が開設されるようになってきたということなどが上げられる。そのことが、

この大幅な数字の増加の要因になっているというふうに思います。 

 また、通常学級に在籍をしておりまして、発達障害の可能性のある児童生徒は、文部科学省の

調査では６.５％程度と言われておりますが、さつま町では７.２％に当たる１１４名の児童生徒

を教育的支援が必要であるというふうに考えておりまして、現在、全ての小中学校において

１８名の特別支援教育支援員を配備して、学習や学校生活の支援を行っております。 

 特別支援教育についての認識についてのお尋ねがありましたけども、この１０年間の間にさま

ざまな整備がなされてきておりまして、支援体制も整ってきておりますが、まだ緒についたばか

りというふうに言えなくもなく、課題も多く、特別支援教育は本町教育行政の大きな柱の一つで

あるというふうに捉えております。今後も、児童生徒一人一人の発達段階や個に応じた支援がま

すます必要になってくると考えておりまして、そのためにも、各学校の現状を把握しながら、関

係機関や保護者と連携をしながら、特別支援教育の充実を図っていく必要があると考えておりま

す。 

〔教育長 原園 修二君降壇〕 

○森山  大議員   

 聞いていますと、町長の答弁でもクオラバンビーノについての連携など、いろんな問題、課題

というのは答弁がありましたけれども、発達障害児という中で、療育の支援というクオラバン

ビーノが果たしている役割は非常に大きいということは理解をいたします。 

 クオラバンビーノ以前に、例えば、発達障害児支援法の第５条を見ると、町では各種の子供を

対象とした健康診査をされていますが、発達障害児についての早期発見について十分留意しなけ

ればならないという法律で、市町村の責務として規定されております。そういう意味で、ＡＤＨ

Ｄ、学習症（ＬＤ）、自閉症スペクトラム（ＡＳＤ）のいわゆる要フォローと言われるような発

達障害児の子供たちの人数や割合というのはどれくらいなのか、お尋ねします。 

○子ども支援課長（鍛治屋勇二君）   

 今、ありましたように、私どもの乳児健診で１歳半、３歳児を健診しまして、医師と保健師が

診断をして、先ほど町長の答弁があったとおり、親子教室、そして専門の発達相談、それから専

門医のほうに診断を促しているところでございますが、把握しているところでは、特別扶養手当

の対象になっている方がございます。それが現在８名ほどいらっしゃいますが、皆さん、その内

容として出ているのは自閉症でございまして、それ以外については、私どものほうでもまだ十分

把握できていないところでございます。 

○森山  大議員   

 今、町長の答弁では、親子教室の実利用人数は毎年７０人ぐらいの子供がいるということでし
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た。そして、さらに発達が気になる場合は、その対応にクオラバンビーノを中心に療育されてい

ると。その中で、クオラバンビーノの施設に入れる子供はいいのですが、施設に入れない子供た

ちもいるというふうに聞いております。 

 クオラバンビーノにつきましては、平成２３年度に開設されて、８年目を迎えています。私が

一般質問した当時は、登録者数が３５名で、１日七、八名を推移していたと思います。また、施

設の認知度も現在、高まってきているというふうに思うところです。 

 そういった中で、クオラバンビーノの場所も手狭ではないかと思っているところです。今後、

クオラバンビーノの財政支援もですが、発達障害児について対象者や利用者がいるという状況の

中で、やはり町が主導していかなければならない部分があるのではないかと思いますが、それに

対して町長は児童発達支援センターを含めた複合福祉施設型を近い将来つくる用意がないのか、

お尋ねします。 

○町長（日髙 政勝君）   

 今のお尋ねのとおり、非常に対象児童数も増えております。クオラバンビーノのほうも一生懸

命取り組みをしておりますけれども、なかなか収容人員に限りがあるというようなことでありま

すし、保護者の皆さんからも、先ほども申し上げましたとおり、受け入れをもっとたくさんして

ほしいということやら、今、半日の時間でありますので、できたら、午前、午後、終日利用、そ

ういうこと、あるいは、山崎の場所ですので、町内の保育園からそちらのほうに連れていかなけ

ればならない。そういう保護者にとっては、いろんな御苦労もされておるようでありますので、

できたら、このクオラバンビーノの管理者でありますクオラグループのほうも、新しく、もっと

便利な、皆さんが寄りやすいまちの付近にいい土地があったらというふうなことで、いろいろ議

会にも報告しましたとおり、そういう方向で今、協議もさせていただいております。新しい発達

支援センター、デイサービスまでできるような形の、あるいは、そのほかのサービスもできるよ

うな形で整備をしていきたいという思いがありまして、先ほど申し上げましたとおり、国の事業

を取り入れて建設をしたいという意向もありますので、町としましては、厚労省も各市町村に

１カ所はという指導もありますので、そういう方向で取り組みを今、進めているところでありま

す。 

○森山  大議員   

 ぜひ町長、そういうことで、私のほうとしても期待をいたします。 

 それから、避難所について、ちょっとお尋ねをいたします。いざ災害が起きてからでは間に合

わない。避難所に自分たちの居場所があるのか。そういう不安があると保護者は訴える。 

 発達障害は大きな音を怖がるなどの感覚過敏やコミュニケーションが苦手といった特性があり、

見えない障害とも言われている。多くの住民が身を寄せる避難所では、環境の急激な変化に対応

できず、パニックになったり、列に長く並ぶことが難しかったりするため、ほかの避難者とトラ

ブルになるケースもある。 

 熊本地震で、熊本県内の特別支援学校の保護者を対象にしたＰＴＡのアンケートでは、避難者

９９７家族のうち、車中泊を選んだ家族が６５％に上がったということで、車中泊しか選べなか

った苦境が浮かび上がった。こうした声に自治体も動き出して、介護が必要な高齢者や障害者ら

を対象にする福祉避難所が満杯で、発達障害児が入れないなどの課題に対応し、熊本市は本年度

内に６校を福祉子ども避難所に指定され、また、福岡市は３月、特別支援学校をこども福祉避難

所とする防災マニュアルを公表されたと、南日本新聞に書いてありました。災害時に一般の避難

所での生活が難しい発達障害児への支援として、町長はどのように対処、対応されるのか、お尋

ねします。 
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○子ども支援課長（鍛治屋勇二君）   

 ただいま議員のほうからありましたように、おとといの新聞に発達障害者の避難に配慮をとい

うのが出ておりました。さつま町も福祉避難所の指定をしておりますので、そこの人員等につき

まして、十分な発達障害者あるいは発達障害児の避難までの協議がまだ十分に今までしてきてお

りませんので、関係課とも今後十分検討させていただきたいというふうに考えているところです。 

○森山  大議員   

 ぜひ検討をしていただいて、いい方向に行くように要望をいたしておきます。 

 それから、教育長の答弁の中からも、学校現場は非常に大きな課題に一生懸命取り組んでいる

ということは理解をいたします。そうしたときに、支援学校の先生や支援員の方、いろんな人た

ちが一生懸命取り組んで、家族とも避難の連携はとれていると思いますが、私が関係者の話を聞

くと、学校現場では保護者の理解、協力を得るのに苦労されているというふうに聞いているので

すが、これの理解、協力をしてもらうためには、どのようにすべきだと教育長は考えるのか、お

尋ねします。 

○教育長（原園 修二君）   

 学校が保護者の理解や協力に苦労しているということでの御質問ですが、学校側が入級を進め

ても、なかなかそれに応じないとか、説得に苦労していると、そういうようなことなどがありま

す。 

 今、各学校におきましては、特別支援教育推進の係というものを設けておりまして、これは特

別支援教育コーディネーターという呼び方をしておりますが、それを各学校、職員の係の中に位

置づけておりまして、このコーディネーターが学校内における校内支援体制の整備とか強化、そ

れから保護者からの相談を受けたり、関係機関との連絡調整を行ったりしている、そういう仕事

をしております。 

 特別支援学級への入級については、保護者に了承してもらうということが必要になってきます

ので、特別支援教育入級が適当であるという判断が出た場合に、管理職や担任、それから特別支

援教育コーディネーターが保護者に対して就学の判断を丁寧に説明して、そして入級を促すよう

にしているところであります。 

 ただ、御指摘のとおり、保護者や地域の特別支援教育についての理解というのは進んでおりま

すが、まだ自分の、我が子のことということになってまいりますので、まだ、なかなか十分と言

えない面もあります。なかなかスムーズにいかないということが多々あります。県の教育委員会

でもこういったことを非常に大きなこととして捉えておりまして、本年度４月に県教委作成の

リーフレット、保護者対象にした特別支援教育についての手引きのようなもの、そういったリー

フレットを作成して啓発を努めているところでありまして、町の教育委員会といたしましても、

そういった県教委作成のリーフレットを活用したり、それから、さまざまなデータ等が、今、検

索して見ることができますので、そういったもの等を活用しながら、粘り強く、特別支援教育の

理解と啓発を推進していくということが必要であるというふうに考えております。 

○森山  大議員   

 発達面の気になる子供が保育園や幼稚園から学校に上がってくるときに、その気になる子供に

対する報告というのはあるのか。あるとすれば、どのような報告になるのか、お尋ねします。 

○教育長（原園 修二君）   

 幼稚園、保育園、学校との接続の問題でありますが、保育園や幼稚園から新たに小学校の特別

支援学級で就学をしたり、通常学級で特別支援教育支援員の教育的支援を受ける場合には、県の

教育委員会が、もう１０年ほど前になりますか、移行支援シートというものを作成いたしました。
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それを使用していただくようにお願いをしておりまして、保育園や幼稚園が、それは保護者の承

諾のもとに小学校に引き継ぐようにしています。 

 その移行支援シートといいますのは、その子供にどういうふうな支援をしたか、例えば、療養

機関であるとか、お医者さんであるとか、それから、いろんなところが支援をしているわけです

が、それはどういう支援をしたかということの、一つの記録をしたようなものです。それを幼稚

園や保育園時代のものをつくっていただいて、どういう支援がなされたか、どういうふうに子供

が反応したかというようなことを記録したものを、それを移行支援シートと言っておりまして、

それを小学校のほうへ上げていく、引き継いでいくと、そういうような形をとっておりまして、

これは引き継いでいただくようにということをお願いしているところです。 

 本年度は、特別支援学級に就学した新１年生３名がおりますが、全員が、この移行支援シート

によって引き継ぎを行っております。また、通常の学級で支援を必要とする児童生徒についても、

１３件の例が、引き継ぎがなされたということで聞いております。 

 保護者の承諾が得られず、移行支援シートが作成できない場合もあります。移行支援シートは

作成をしまして、これを小学校のほうに引き継ぎますということについての承諾の印鑑がいるわ

けですが、それが承諾されない場合もあるわけですが、そういった場合は、年度末に幼稚園、保

育園、それから入る小学校と、それから、そこに通ってくる幼稚園、保育園と連絡会を行ってお

りますので、その中で資料のペーパーとして出てこないものについては、しっかりした相談がな

されるように、そして引き継ぐように、連絡会の中で情報交換を行うようにしているところであ

ります。 

 これまで在籍した保育園や幼稚園で行っていた支援を引き続き就学先の小学校でも実施するこ

とによって、引き継いでいって、子供が安心して学校生活を送れるようにするということが目的

でありまして、小学校から中学校へ、中学校から高校へというふうに引き継いでいくことが理想

であります。そこら辺までは、まだ十分いっていないような状況もありますが、特に中学校から

高校というところなどは、まだなかなかうまくいっていないですが、このように移行支援シート

を活用して、切れ目のない支援というものが行われるように指導しております。 

○森山  大議員   

 文字を学び始める小学校ぐらいから、徐々にはっきりとしてきます。学年が進むにつれて、読

み書きがほかのお子さんよりも苦手だということがだんだん明らかになってきます。親御さん、

あるいは学校の先生がおかしいなと感じることが多くなってきます。また、コミュニケーション

の問題が困難である。あるいはこだわりや言葉のおくれも多々あると、いろんな症状が出てきま

す。こうした場合、教育長は教育現場の責任者として、専門家等などと連携しながら、どのよう

なことをするべきだと思いますか。お尋ねします。 

○教育長（原園 修二君）   

 議員が例として挙げられましたのは、ディスレクシア、文字がうまく読めないという、そうい

う学習障害、それから自閉症スペクトラム、それからアスペルガー症候群、そういったことの障

害についてを指しておられると思いますが、これらについては、御指摘のとおりでありまして、

表れ方が異なってくるというふうに言われております。そしてまた、発見とか判断が非常に難し

くて、これらの支援のあり方等については、その障害の特徴を理解した上で、専門家の方の指導

や御協力をいただかなければならない点が多いというふうに考えております。 

 支援を必要とする子供であると判断した場合、現在は、その子供がこれまでどのような教育的

支援を受けてきたかについて、先ほど申し上げました、支援シートでありますが、教育や医療機

関、それから福祉の機関、学校、児童クラブ、巡回相談、いろんな支援内容を記録して、その支
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援シートをもとにして、学校が中心になって、今度は学校では、その学校のその年度に、この児

童にどういうふうな教育を行えばいいか、どういうところに配慮すればいいかというのを、個別

の支援計画というものを作成するようになっております。支援計画が上がってきたものをもとに

して、学校の授業や学校生活の中で生かされる個別の支援計画というものを、また学校で作成を

して、それに基づいて共通理解をしながら指導するというふうな進め方をしているところであり

ます。 

 これは、主に受け持つのが、先ほど申し上げました特別支援コーディネーターでありますが、

校内では特別支援教育推進委員会というものを設置しておりまして、個別の指導計画を見ながら、

その進捗状況や改善点などを、また話し合いをするようにしております。 

 支援を必要とする児童生徒に対しては、出水養護学校の先生に巡回相談をしていただいており

まして、専門的な立場からの指導助言を受けたりもしております。 

 今後も、このような連携した取り組みをさらに充実させながら、よりきめの細かい、児童生徒

一人一人に応じた教科指導や支援を行ってまいりたいというふうに考えております。 

○森山  大議員   

 学校教育の関係で、特別教育支援員を必要とされる児童生徒の学校に１２校、１８人の支援員

の派遣し、支援を行ったということですが、この支援員は町単独の支援員で、教員の免許を所持

している方をお願いしていると思いますが、年々対象者が増えてくる中で、そういう免許を持っ

ている方が町内におられるのか。 

 また、特別支援教育は極めて細かな対応がより求められますため、学習のサポートだけではな

く、発達障害児に対する知識等も含めて、より専門的な支援員になられる方々の研修会等は行わ

れているのか、お尋ねします。 

○教育長（原園 修二君）   

 特別支援教育の支援員についてのことでありますが、町単独の事業で予算化をしておりまして、

先ほども述べましたが、現在１８人の支援員を全ての小中学校に配置をしております。内訳を申

しますと、１８名ですが、３名配置している学校、盈進小など１校には３名を配置しております

し、２名配置しているところが鶴田小、柏原小、宮之城中学校の３校、それから残りの９校は

１人を配置ということになっております。 

 その特別支援教育の支援員の資格要件というのは、先ほども御指摘がありましたように、教員

免許、それから幼稚園教諭免許、保育士または看護師、このいずれかの資格を持っているという

方をお願いしているということになります。支援員は、そうした専門的な知識を生かしながら、

単に授業の進行を妨げるということではなくて、授業に参加をさせて、一人一人の子供の学習の

充実を図ると、そういう観点から、一人一人の特性に応じた支援を行うようにしております。 

 ５年前の平成２５年度の支援員が１１名でありました。現在は７名増加をしておりますので、

支援員の確保ということには大変苦労しているのは実情であります。 

 今後も、ハローワーク等の協力もお願いをしながら、町内を中心に広く採用を呼びかけてまい

りたいというふうに思っています。 

 また、支援員の研修の機会というのは、これは非常に重要なことでありまして、現在、支援員

対象の研修会を町教委主催で年２回実施をしております。１回目は４月当初でありまして、発達

障害の特性を持つ児童生徒の理解促進についての研修会、それから、２回目は町内の小学校を会

場として、実際に授業を通したりしながら、出水養護学校の特別支援コーディネーターの先生を

講師として招いて、授業の中での様子を見ながら、どういうふうな支援が必要なのかということ

についての研修を図っているところであります。 
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 さらに、支援員の経験が３年以上の支援員につきましては、県教委が主催している特別支援教

育の支援員の研修会がございますので、それに参加をさせたりして、資質向上につなげていると

ころです。まだまだ勉強していかないといけない部分が多いというふうに感じているところであ

ります。 

○森山  大議員   

 大阪教育大学の特任教授、金森裕治さんは、障害を持つ子供をサポートするデジタル教材の研

究をしています。マルチメディア提携教科書で、読むことに困難を抱える子供のために開発され

たもので、学校の教科書と同じ内容が収録されています。 

 この教材を使用している人は、全国で８,０００人以上います。文部科学省でも促進を図って

いて、現在、学校や教育委員会と連携して、全国規模で展開できるように検討が進められている

ようです。文字が見やすくなると、書く力がついてくる。すると、それが自信になって、ほかの

こともいい影響がどんどん広まっていく、すばらしい試みだと思います。 

 新しいテクノロジーを使って、いい方面に開発していってほしいものだと思いますし、それに

しても重要なのは、個別にきちんと対応していく。一人一人の障害の経緯、障害の種類は違うわ

けで、そこを学校教育の現場できちんとしていくことが何よりも重要であると考えていますと専

門家は言っていますが、そこでＡＤＨＤやＬＤ、あるいはＡＳＤのお子さんのサポートはどのよ

うにするべきだというふうに教育長は考えているのか、お尋ねをいたします。 

○教育長（原園 修二君）   

 ＡＤＨＤ、ＬＤ、ＡＳＤなど、いわゆる発達障害のある児童生徒のサポートということについ

てでございますが、学校の中で、これらについての研究が、まだ余り進んでいないというのが実

際のところであります。 

 先ほど述べましたけれども、発達障害のある児童生徒は、全体の６.５％というふうに文科省

の発表では出ておりますが、ここで出てまいりました注意欠陥多動性、アスペルガー症候群、そ

れから自閉症スペクトラム、こういった用語というものは、ここ１０年ぐらいでしょうか、学校

現場等でも使われるようになったことでありまして、用語一つとりましても、まだ１０年ぐらい

の歴史ですので、理論とか実践の蓄積というのが、非常に少ないというのが実情だと思います。

ですから、そのサポートや対応については、学校現場においては、その児童生徒一人一人、その

たびそのたびごとに苦慮しているというのが一つの実情でもあります。 

 ただ、よく言われることでもありますけれども、早期発見、早期療育、早期からの教育支援が

重要でありまして、発達障害でありましても、一人一人の子供の保育園や幼稚園のときからの特

性の状況とか状態、具体的な支援内容、先ほど述べました移行支援シート、そういったものを活

用しながら、情報を小学校段階へ引き継ぎ、そしてまた個別の支援プログラムをつくって、切れ

目のない支援を心がけるということが大切であるというふうに考えております。 

 そして、小学校段階から、特別支援教育コーディネーターの先生を中心としながら、専門性の

高い校内支援体制というものを構築して、保護者とも密接に連絡をとりながら、合理的配慮とい

う言葉が、さっき障害者差別解消法のあたりから義務づけられてきておりますが、その子供一人

一人に合った支援のあり方というものを研究し、そして実践していくということでありまして、

例えば、合理的配慮については、先ほど御指摘がありましたけれども、視覚障害がある生徒とか

につきましては、文字を大きく印刷をした拡大教科書というもの、そういったものを活用できま

すし、聴覚に障害がある場合は、特別なイヤホンをつけてマイクを使うということなどもありま

す。 

 ただ、発達障害の場合でありますと、例えば、学習障害で文字がうまく読めない、書けないと
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いうことに関しましては、先ほどありましたマルチメディアデジタル教科書とか、いわゆる教科

書の本文が画面に出て、そして音声でそれを読み上げてくれますので、読み上げてくれるところ

が、ここを読んでいるというふうに色がちょっとずつ変わっていきます。そういったものなども

合理的な配慮としては非常に有効であるというふうに考えております。かなり有効な手段である

というふうに考えております。 

 ただ、そうした機器を使うだけではなくて、例えば、この児童生徒については、特性によって

大きな声を出してはいけないとか、大きな音を立てないようにするとか、それから話しかけると

きに、「何々してはいけません」とか「何々するな」という禁止の言い方、命令の言い方はでき

るだけやらないとか、そういったようなことを打ち合わせて、みんなが対応していくというのも、

これも合理的な配慮だろうというふうに考えております。 

 ただ、発達障害は個人差も非常に大きいわけで、また、子供の成長に合わせて、表れ方も少し

ずつ変化する場合もあって、合理的配慮、どういう配慮がいいかということも、発達の段階に応

じて少しずつ変わってくる場合があるというふうに考えております。教育委員会といたしまして

も、議員御指摘のとおりでありまして、発達障害のある子供の障害の経緯、種類、これは一人一

人異なっておりますので、個別にきちんと対応していくことが何より重要と、そういう認識のも

とで、専門の先生や関係機関、そういったところ等の助言もいただきながら、一人一人に寄り添

ったサポートといいますか、そういったものができるように、学校と一体となって主導してまい

りというふうに考えております。 

○森山  大議員   

 ぜひ教育長、そういう気持ちで対応していただければというふうに要請をしておきます。 

 いろんな発達障害児のお子さんは、親だけでなく、周りがみんなサポートをしていくことが大

事だということです。家庭だけではなくて、学校あるいは医療機関が協力していくという、そう

いう姿勢が重要だと思います。 

 町長、教育長も、この発達障害児や特別支援教育にしっかりと取り組む決意をしていただきま

すように要請します。 

 最後に、町長の答弁を期待して、私の質問を終わります。 

○町長（日髙 政勝君）   

 発達障害児の関係につきましては、先ほどからいろいろとお答えをしていますとおり、対象の

児童がかなり増えつつあるという傾向にあります。それは、看護師が乳幼児健診等で発見をする

わけでありますけれども、やはり看護師自体も、ものの観察の仕方というか、非常に最近スキル

が上がっているんです。そういう経験を積んでおりますので、発見率も高いというふうに考えて

おるところでありますが、そういうことで、対象の方については、議員おっしゃるとおり、非常

に保護者の皆さん方も大変な御苦労をされております。私も何回かそういう皆さん方と直接お会

いしながらお話を聞くたびに、大変だなというのを実感いたしておりますし、何とか行政のほう

でも、これまでそういった施設もなかったんですけれども、クオラバンビーノをああいう形で開

設をしていただいて、今、順調にされておりますけれども、要は、収容の人員が少ないとか、終

日利用がないとか、その他のサービスもということでありますし、遠隔の場所でありますので、

もっと身近なところで送迎もうまくいくようにとか、そういういろんな課題もありますので、そ

れらを解決ができるように、今、計画をされている民の方とも十分連携をとりながら、これから

そういう方々が安心してお子さんを育てられるような環境を整備していきたいと思っているとこ

ろであります。 

○議長（平八重光輝議員）   
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 以上で、森山大議員の質問を終わります。 

 次は、１０番、岸良光廣議員の発言を許します。 

〔岸良 光廣議員登壇〕 

○岸良 光廣議員   

 おはようございます。白男川小学校廃校跡地の利用で、当初から町長が民業圧迫をしない、特

に宿泊施設等の利用については民業圧迫をしないというふうに我々にも説明してこられました。

これは、今後、宿泊施設等が実際、開業すると同時に、本当に民業圧迫をしないように考えてお

られるのかをまず伺います。 

 ２番目に、第３次さつま町行政改革推進計画の説明書の中に、３１年度までですけども、役場

職員の人数等あるんですが、それに対して、さつま町の人口の推移等が全く入っていません。特

に、ここ最近は人口減少が激しいです。合併当初から比べても、合併当初には２万７,０００人、

２万８,０００人あったんですが、もう２万１,０００人まで減ってきている。特に、今後、それ

がますます人口減少が進んでいく。それに従って、こういうビジョンをつくるときには、やはり

人口と役場職員の数、そういうのも入れなければならないと思いますので、今後、そのような人

口推移等の計画も、それと役場職員とのそういうところも入れていく考えがあるのかを伺います。 

 以上、１回目の質問を終わります。 

〔岸良 光廣議員降壇〕 

〔町長 日髙 政勝君登壇〕 

○町長（日髙 政勝君）   

 岸良光廣議員から行政改革について２項目についての御質問をいただきましたので、それぞれ

お答えをさせていただきます。 

 まず、白男川小学校跡地利用につきましては、来年の４月の供用開始を目指して、現在、工事

を進めているところであります。議員御指摘の民業圧迫の考え方については、この施設の２つの

性格を持っておりますけれども、主に簡易宿泊の部分についてであるかと思っております。 

 宿泊者の主な対象者として考えておりますのは、一つは、このさつま町で合宿を行っている

チームで、町外に宿泊をしているチームであります。現在でも、ここ数年の動向を見ますと、お

隣の薩摩川内市に宿泊をしている人数というのが、いろんなスポーツ種目のトータル的に申しま

すと、１,２００人から１,３００人ぐらい町外に宿泊をということでありますので、この方を、

やはりせっかくのさつま町でプレーをされておりますので、さつま町内で泊まっていただくとい

うことが大事かと思っております。そのことがやはり経済の振興につながると思っておりますの

で、そういうことを考えております。 

 そのほかの北薩広域公園とか、あるいは公園のグラウンドとか、あるいはかぐや姫の芝グラウ

ンドがありますが、そういったところでのスポーツの皆さん方、あるいは宮之城総合体育館とか、

総合グラウンド、ここでの合宿もありますので、そういった参加者のチームについて、県外はも

ちろん、県内の遠方からおいでの皆さん方のチームをお呼びできたらと思っております。 

 そのほかの長期休暇中における大学のサークルの誘致、けさの新聞にも、ある町の学校跡地を

活用したサマースクールというのがありましたけれども、こういう形の誘致ができないかという

ことがございます。そのほかの学校跡地の特徴を生かした施設の先進地視察を受け入れるとか、

企業の研修とか、進学塾等の冬季のスクールとか、教育旅行、そういった方々の誘致を考えてお

ります。 

 そのほかの運営主体の皆さん方がそれぞれ企画をして実施をするイベントの参加者ということ

でございます。また、学校への思いが強い同窓生とか、そういう方々を対象にいたしております。
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（発言する者あり）そういうことを対象に今、受けているものですから。（発言する者あり）そ

ういうことで民業にないような形で、こういう方々を対象に受けるという、そういう答弁を今、

しているんですよ。 

○議長（平八重光輝議員）   

 岸良議員にお知らせします。議長の許可を得てから発言をしてください。今、答弁中ですから、

答弁が終了後。 

○町長（日髙 政勝君）   

 そういうことで、こういう方を対象にして受け入れをしていくと、そういう考え方であります

ので。ここは答弁していないとわからんとやないですか。（発言する者あり）だから、民業圧迫

をしないような形で、こういう方を対象にして考えておりますと、そこを言っているわけです。 

 とにかく、ここは学校跡地を使っていますので、そういうことを中心にした形の受け入れを考

えているわけであります。 

 それから、２番目の行革の関係の人口減の推移の説明が、ということでありますが、行政改革

の調査特別委員会については、第３次の行革の計画に上げております４つの柱の関係と１１の推

進項目、３５事業、これらの実績を中心に、今後の課題等について報告をしているわけでござい

ます。 

 行革という視点を捉えて説明しておりますが、人口推移については、この場に特段触れなかっ

たということでありますけれども、御指摘のとおり、非常に行政運営については、基本となる重

要な数値でありますから、次回の行財政改革対策調査特別委員会では、直近の人口動態を含めま

して、整理をしながら説明、報告をさせていただきたいと考えているところであります。 

〔町長 日髙 政勝君降壇〕 

○岸良 光廣議員   

 私は、何回も何回も町長から民業圧迫はしないという説明を受けておったんです。それについ

て、本当にそういうことはないんですねという確認ですので、それをしないならしないで、それ

で回答としては十分なんです。 

 それともう１点、確認ですけど、この白男川小学校の跡地利用で、うましき里きらら、これを

町長は当初から地元から強い要望があったんだというふうに議会にも説明されてきました。ここ

でもう１回確認なんですけど、このきららの里は、白男川地区からの強い要望で、こういう計画

をされたのか。あるいは、町が白男川区のほうに、こういうのをしてくれんかという要望でなっ

たのか、そのどっちなのか、そこをお答えください。 

○町長（日髙 政勝君）   

 この学校跡地の利用計画については、当然、役場の中にも課長を中心に、跡地利用の検討委員

会もつくって、いろいろ検討しております。そしてまた、地元は地元で、廃校になったところに

ついては、地元にも検討委員会をつくって、地元なりの考え方をお出しいただきたいと。そこで、

お互いにそういうことを考えて、より効果の上がるものをということで、どこの学校もそういう

ふうな形で進めているところであります。 

○岸良 光廣議員   

 それでは、これは地元の要望と行政側からの地元に対する跡地利用の計画、どちらが一番強か

ったんでしょうか。行政側なのか、地元なのか、そこだけちょっとお答えください。 

○町長（日髙 政勝君）   

 行政側も私が説明をするときに言いましたけど、とにかく今、人口がどんどん減っている。こ

ういう時代背景の中で、やはり町の活性化を図るためには、交流人口を増やさないかんと。いつ
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も言いますとおり、交流人口２００万人を標榜しています。そういう中で、スポーツ合宿という

のは、そういう意味では非常に大きなウエートを占める。そういう中で、先ほど説明しましたと

おり、せっかくさつま町に来ていただく町内、町外、県外を含めてたくさんいらっしゃるんです

けど、宿泊の場合は１,１００人、１,２００人ないぐらいは、お隣の薩摩川内市にお泊まりとい

うことでありますから、そういう方々を地元の町内で受け入れて、地域の活性化を図っていく。

そういう狙いで、政策的にもそういうことが必要だということの思いもありますし、地元でもそ

ういういろんな思いで話し合いをされて、すばらしい基本構想も立てられて、そういう形で提案

もいただいたということであります。 

○岸良 光廣議員   

 このうましき里きららで、総合でいくと１億７,１００万円以上費用がかかります。そのなか

で、一部、４,０００万円ちょっと国の補助があるんですが、あとは全て町の税金です。その中

で、現在、これは担当課からもらったんですけど、執行額の１億５,２６６万７,２００円が今、

支払いをされております。残りが約１,８００万円。トータルで１億７,１００万円の費用がかか

る。 

 このうちの大半がさつま町の税金で賄われるということで工事がなるわけですが、その中で、

このきららの里を宿泊施設も含めて、担当課のほうから試算表が出てきています。これは指定管

理をするための試算表だと思うんですが、今、町長の言われましたさつま町外に宿泊している。

要するに、今、さつま町内の業者、旅館、そういうところに宿泊している人は違うんですよと、

それ以外の、今、さつま町に宿泊していない方々を誘致するんだという町長の説明でしたので、

その点で、ちょっとお伺いしますけど、この今、試算表が、町長の説明であれば、当然、民業を

圧迫しないということですから、去年までさつま町の旅館等に宿泊しておったチームは対象外と

いう説明でありますので、ということは新規で宿泊を誘致するということになってきます。その

中で、まず試算表が出てきているんですが、その試算表の根拠を教えてください。 

○商工観光ＰＲ課長（羽有 郁夫君）   

 試算表につきましては、条例で定めました宿泊代並びに食事代、施設使用料等、あと諸収入と

して自主事業等で厨房等を活用される部分の光熱水費の相当分ということで、収入として約

７６０万円。賃金等については、利用計画に基づいてやっているところでございますが、宿泊者

数の根拠につきましては、先ほど言われました現行のコンベンションの関係で、町外宿泊をされ

ているという部分で、およそ４００泊、北薩広域公園、宮之城総合体育館、総合グラウンド、こ

の部分については、申請書等を全部当たりまして、県外並びに大隅から来られるであろうチーム、

これは今現在、さつま町には宿泊されておりませんので、そこの部分を新たに開拓していきたい

ということで約２６０泊、大学のサークルにつきましては、ここの建設に携わられました講師が

福山市立大学に今はいらっしゃるんですが、この方がＤＩＹ等で今も来られることもあります。

第一工業大学が最初、一緒にワークショップ等もやっておりますので、そこら辺も考えまして、

大学サークルと文化系等も含めまして１６０泊になります。あと、イベント、また企業の研修、

進学塾等のサマースクール、スプリングスクールというようなものを３４５泊と見まして、トー

タルの１,１６５泊ということで考えております。稼働日数については、１０８日、宿泊日数を

６６日で算定をしているところでございます。 

○岸良 光廣議員   

 私が聞いた根拠というのが、この数字はどうやって出した数字ですかという根拠。例えば、高

校生以下、年間６６０名です。それと、大学生、これが１６０名。それと、一般の宿泊利用者、

これ３４５名出しているんです。その高校生の６６０名、大学生の１６０名、あるいは一般利用
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者の３４５名、これの数字は何かもとになる資料があるんですか。要するに、試算表を出す場合

には、例えば新しい事業を始める、新しい会社を始める、試算表というのは、こういうことであ

れば、これぐらいの売り上げが見込めるよね、それで試算をするわけです。これは宿泊の全部で

約１,１６５名、これを、例えば、本当に宿泊してもらえる営業をしていますかということです。

営業も何もせずに、これだけは宿泊してもらいたいという思いからの数字なんですか。それとも、

最低限これだけは宿泊してもらえる、そういう根拠があるのであれば、そこを教えてくださいと

いうことです。 

○商工観光ＰＲ課長（羽有 郁夫君）   

 現実的な数字でいいますと、コンベンションの部分の町外の部分の、この４００泊につきまし

ては、確実な数字になるかと思います。あと、北薩広域公園、宮之城総合体育館、総合グラウン

ドにつきましては、それぞれ県外という部分を拾い上げた数字でございますので、今現在は、本

当、議員言われるとおり、営業でやっていく部分になるかと考えております。あと、ほかの部分

についても、営業で頑張っていかないといけないと。ここの部分については、地元の方々につい

ても、この数字をお示ししておりますので、地元のほうでも、これ以上にイベント等もやってい

ただいて、人数は確保していきたいと考えているところでございます。 

○岸良 光廣議員   

 地元の方にも何人か話を聞いて、そげな人数が泊まりに来るはずがないよと。地元の方もそう

言われているんです。その中で、非常に私はこの試算表を見て、余りにも何のことやろうかなと、

意味がわからんのですけど。例えば、高校生以下は１泊３,５００円で６６０名、年間２３１万

円の売り上げを計画されている。大学生は、１６０名なんですけど、この１６０名が、いろんな

宿泊をするタイプが分かれて、理解に苦しむのが、１６０名に対して１泊４,０００円のところ

が６０％だと。４,３００円が１６０名の１割だと。また４,５００円の洋室タイプのところが

１６０名の１０％。Ｂタイプ５,０００円が計算の中で１割。よくこんな計算ができるなと。普

通、私なんかが考えても、一般の利用客についても、３４５名に対してタイプで２５％、２０％、

２５％、２５％として、金額がざっと出ているんですけど、ようこんな計算までできるなと、私、

ものすごく不思議なんですけど。 

 なぜこういうことを言うかというと、これ、どんだけ計算をしても、きららの里が受けたら、

１年目から赤字になります。なぜか。今、営業していません。今、営業を誰もやっていない。こ

れ４月から始めるというんだけど、この事務局を見ても、事務局の担当者が１名で、あと営業を

する人、誰もいない。誰が営業するのかなと。行政が手伝って、行政のほうで、商工観光ＰＲ課

で営業するのか。地元の方も、これを見ていれば、事務員が１人、責任者がおります。その後は

事務員補助という方がおるんですけど、この試算にもいろいろ私、どんだけ課長の説明どおりに

理解しようと思っても理解できないところがものすごく多くて、例えば、宿泊を１年３６５日あ

るんです。そのうち１０８日間を営業したいと。月に分けたら月９日です。９日しか営業しない

んです。その月９日、年間１０８日なんですけど、今度はそれに対して、夜勤勤務、宿泊がある

場合、年６６日勤務。１０８日営業、月９日間の営業の中で宿泊をとろうとしているのに、宿泊

者があった場合の夜間勤務者の宿泊が６６日しか設定していない。要するに、１０８日から

６６日を引いた日の宿泊は考えていないという数字です。 

 ということは、何が言えるかというと、合宿等はいつがあるのか。毎月ありません。５月の連

休、８月の夏休み、冬休みに若干あるか、ないか、秋口。今、地元で受けているところが、一番

長いところでも１週間です。短いところは１泊か２泊です。１泊か２泊、もしくは長くても１週

間、５月と８月と冬休み等に若干あるのかなと思うんですけど、それが今の合宿等の現状なんで
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す。現状なんですけど、それを年間のうち月９日間しか営業をせずに、今、この売り上げを目指

そうと。これできららの里に指定管理を出そうと。赤字になるのはわかっています。 

 私が一番驚いたのは、４時間勤務というのがあります。その中で、事務補助員１名、これ、勤

務が月９日です。私が言ったように、１０８日を１２で割れば９日なんです。ところが、合宿に

来るのは、５月と８月と冬休みぐらいですよと。それ以外の合宿はないですよと何回も言ってい

るんだけど、すばらしいかな、毎月９日間は宿泊営業を目指すというようなことを計算されてい

る。これがまずびっくりする。本当に、そういう宿泊の営業のことをわかっているのかなと。た

だ、これは指定管理へ出すために、数字合わせでつくったんだろうなと思われます。一番びっく

りするところは、４時間勤務者のところがあるんですが、夜間管理人というのがあります。括弧

書きで、宿泊以外の施設の利用がある場合、夜間管理人を年１００日、宿泊以外、宿泊をしない

のに、夜間管理人がなぜいるのかなと。これに１００日間勤務することを計算されている。これ、

誰が見ても、理解できませんよ。 

 一番の問題は、今度は電気代です。電気代に基本料金が月２４万１,０５６円、これ１２カ月

しますと、２８９万２,６７２円が基本料金です。それと使用料金とがあります。キロ何十円。

これが本当かどうか、私、キロ数を見ていなくて判りませんけど、びっくりするのが、使用料金

が安い月で６万７,３３１円、高い月で１７万９,１９２円。これを年額計算しますと、安いほう

で見れば、使用料金が８０万７,０００円、多いほうで見れば２５０万円。こんなでたらめな数

字を並べて、堂々と、ようこんな試算表を出すなと。 

 これであれば、町長、一つだけ言います。年間１,０００万円で指定管理に出した場合に、ど

うやれば黒字が出るか。宿泊をとらないこと。宿泊者をとらずに１,０００万円指定管理料を出

せば、宿泊だけを除けば、あとの、例えば地域の方々の宿泊以外の計画されているところ、そこ

だけであれば黒字が出ます。だけど、宿泊をすれば、もろ１年目から赤字です。これは、先ほど

の全員協議会で町長が、赤字に対して赤字補てんは一切しないというふうにお答えになりました

が、これからいくと、来年４月からスタートしても、今、宿泊のそういう予約をとる営業も何も

いないんですけど、今、言うた５月の連休と８月と冬休みぐらいが合宿等になっているんですが、

それから考えたときに、町長、今のこの計画が妥当だとお考えなのか、いや、ちょっととお考え

なのか。そこをお答えください。 

○町長（日髙 政勝君）   

 今、いろいろ申し上げられましたけど、合宿も決まった５月、８月じゃなくて、実績からいき

ますと、ない月が４月の年度初め、あとは２月とか、あとはほとんど合宿されているんですよね。

そういう実績が出ていますので、限られた月ばかりじゃないということです。それで、合宿の方

もトータル的には年に６,０００人、７,０００人、８,０００人といらっしゃるわけであります

ので、そういうことも見込んでやっているわけであります。 

 また、余り人件費を最初からかけても、確かにおっしゃるとおり、非常に経営が大変だという

ことでありますので、必要最小限な形で地元とも協議をしながら、こういう数字を、今、計画を

しているわけであります。 

 とにかく、地元の皆さん方も一生懸命考えて、受けてやりましょうということになっているわ

けですから、最初から、そういう否定的な、そういうことをやってもらって、心配されることも

ありがたいんですけれども、とにかく行政の受ける白男川区の皆さん方も、一生懸命考えてやり

ましょうという一つの意気込みで、この初めてのケースでありますけれども、そういう形でやっ

ていらっしゃいますので、そこは十分御理解をいただきたい。 

○議長（平八重光輝議員）   
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 ここでしばらく休憩します。再開はおおむね午前１０時５５分とします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１０時４４分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午前１０時５５分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（平八重光輝議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○岸良 光廣議員   

 私が、なぜここまでこれにこだわるかと言いますと、例えば、これで白男川小学校のきららの

里これがスタートしてうまくいってくれればいいんですよ。だけどこれが、１年目から絶対これ

赤字になるなと、目に見えています。その赤字になった部分が、町長が全員協議会で宿泊の部分

の営利的なところの赤字になったところは、赤字負担をしないと明言されています。ということ

は、もし赤字になれば、白男川の地元の方々が負担せんないかん。そういう構図になってくるか

ら、私は心配しているんです。 

 その中で１つだけ、これは意図的にされたのかどうか判りませんけど、電気代のところで若干

の余裕は出るのかなと、基本料金の年間２８９万円は、ここに入っています。そのほかに使用料

金で、さっき言いましたように、８０万円から２００万円台までものすごい幅がつくってありま

す。ということは、宿泊者が少なくて、使用料金がエアコンを使うとか、そういうのが少なけれ

ば少ないだけ、電気代が浮いてきます。その分は赤字補てんになるのかな。そういうふうに恐ら

く考えてつくったのかなと思わざるを得んような、多分、この試算表を、まず議員の方々も見て

おられると思うんですけど、びっくりされたと思います、すごいなこれ。月７日間で、町長が毎

月あるんだと、説明されました。 

 確かに、これ見れば、ほかのところなんでしょう。４月、５月、６月、８月ありますけど、宿

泊日数、４月が１日、あるいは２泊、これ見てください。１泊、ここに書いてあるの。これどこ

のやつか判りません。これ、さつま町じゃないですよね、多分。これから見たときに、毎月９日

間の宿泊をとれる、私は商工観光ＰＲ課長が言うように、その根拠が全くわからないんです。よ

うこんな数字が出せる。これ、私は本当に、このまま見切り発車して、白男川地区の方々に金銭

負担を強いるのかということが一番怖いんです。そこを町長、もう一回聞きますけど、町長は全

員協議会の中で、この宿泊に関するところでは赤字になっても、赤字負担はしないというふうに

明言されました。そのお考えは今も変わりませんか、お答えください。 

○町長（日髙 政勝君）   

 私が申し上げましたのは、初めての、これからの運用になるんですよね、４月から。それで、

今、このいろいろ試算をしてあります、電気料とかいろいろ。それで、実際、この電気なんかも

水道にしても、稼働してみて、どのくらいのやっぱり電気料になるのか、水道料になるのか。や

っぱり１年を通してみないと、結局は出てこんわけですよね。こういうスポーツ合宿等ができる

だけたくさん受け入れて、うまく回るようにということでは考えて、努力もしていただくことに

なりますけれども、そういうある程度の収益があるものは、できるだけそういう収支バランスは

とれる形のほうがいいだろうというふうには考えております。 

 ただ、稼働してみないと電気料というのはどのくらいか、いわゆるこの辺については、やはり

義務負担というのが、当然、町からも考えていかなければならないわけでありますので、そして

また、一方ではこの地域の拠点活動というのをやっていく、高齢者サロンであったり、あるいは
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この地域の活性化のために、いろんなこのイベントをやっていくということがあります。そうい

う面については、当然としてそんなに収入はないわけでありますので、そういうことについては、

やはり町から考えていかないかんだろうというふうに考えておりますので、トータル的に考えた

ときに、収支バランスがとれないこともないように、初年度はなかなか判りませんので、１年を

通ってみた上で、そこでまた次の指定管理をするときに、２年後、３年後になりますけども、そ

のときには実績は出ていますので、それにおいて、赤字が出ないような形の指定管理料というの

を出していく、ここ一、二年はやってみないと判りませんので、そこは実績を見て対応しなけれ

ばならないと思っておりますので、その辺は御理解いただきたいと思います。 

○岸良 光廣議員   

 町長、電気代がやってみなければわからんちゅうのは、本当逃げです。ここの試算につくって

ます。これは電気代ちゅうのは、基本料金のほかに使用料金です。使用料金で私が言うと、月に

９万７,３３１円から１７万９,０００円まで。これ何を意味するかちゅうと、使用料はエアコン

一台一台の電気１時間の使用料、照明全部決まっています。これは町長が電気代をやってみなわ

からんちゅうのは、本当は逃げなんです。電気代が一番明確に出ます。基本料金プラス使用料金

ちゅうのは、全ての、例えば９日間なら９日間、全て運転をしたということで、１時間の使用電

力数を全部計算していけば、１カ月間、９日間のマックスの電気料金出てきます。それがわから

ない、あるいは出ないというのは、これ本当に逃げもいいとこです。これは、恐らくここでごま

かしてあるんだろうなというふうにしか考えられない。 

 ただ、ここで、私、このことだけではいけませんので、これは文教経済常任委員会の所管であ

りますから、そこでもきちっと協議されると思うんですけど、これは１年目から、４月からする

にしても、誰も営業をやっていませんから、４月スタートをしても、恐らく営業していないから、

宿泊者は恐らくいないでしょう。５月もしくは８月に若干の合宿があったとしても、恐らく１年

目から赤字を出すのかなと。赤字を出した分を、補てんちゅうのは非常にほかの指定管理等の問

題もありますから、ここだけ赤字が出た分を補てんするちゅうのは、これは難しい問題だと思い

ます。 

 そこで、せっかく白男川地区の方々が頑張ってやろうとするんであれば、やはり、赤字が出な

いような形で、いろんなことを組まないといけないですけど、これそういう試算も十分できてな

ければ、何にも、こうすればいいじゃないかというのが全く見えないです。だから、この事業す

るのはいいんですけど、責任はじゃあどこがとるのか、もしここが破たんしたら行政が責任とる

のか、白男川区が責任とるのか、という問題が、おそらくこのままでいけば１年後、もしくは

２年目、出てくると思います。これは、そういうところを踏まえて、文教経済常任委員会の方々

に十分審査をしていただいて、どうするか決めていただきゃならんと思うんですけど。特に、地

元の方々が金銭負担をするようなことがないように、その点は十分、文教経済のほうで審議して

いただきたいと。 

 私が思うに、今、町長が言われました宿泊費以外のところは、これ指定管理でいいと思うんで

す。モデルケースで。これ白男川だけで、ここで老人介護とか、介護のいろんなそういうものを

含めて、サロンを含めて、これは指定管理されるのはものすごくいいと思います。なぜいいかち

ゅうと、今後、山崎中学校とか廃校になります。これでそういうところも、ここを指定管理され

るわけですから、そのほかの地域も白男川地区だけ、それを指定管理するのはおかしいわけです

ので、ほかの廃校になったその地域からです。例えば、我々の学校も廃校になったとこも、白男

川みたいにそういう介護の関係とかサロンとか、それしたいんだというところがあれば、白男川

も指定管理するわけですから、ほかのところは認めませんよとできないわけです。そこはやって
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いただきたいというふうに考えます。 

 最後に、次の問題に入る前に、その辺のところを十分、文教経済常任委員会の所管のほうで審

議していただきたいというふうに要請をして、次の２番目に入ります。 

 ここで、まず、私は一番何が言いたいかと言いますと、今現状、約２万１,０００人ですけど、

これ毎月、ことしの初めも、昨年も人口減のことで一般質問しましたけど、今、年平均約

４８０名ぐらい自然減になっています。これは死亡される方、高校生が卒業して出ていく、そう

いうのと新生児が生まれる人数、これ引いたときに大体４８０名、１０年すると４,８００人、

へたすると５,０００人になるかもしれません。仮に５,０００人、１０年後、人口が減ったとす

るならば、１０年後は１万６,０００人です。１５年後はさつま町の人口が１万３,０００人くら

いになるおそれが十分、今あるというデータがあります。 

 この中で、じゃあ今、２万１,０００人の役場職員、これ１万８,０００人になったときどうす

るの、１万５,０００人になったとき役場職員の数どうするんだろう。これ当然、人口が減って

くれば、職員の数も削減していかないとあわないわけですけど、そういうことに対する、町の

１０年後２０年後に対する、町の職員数の数というものが、行革の中でもほとんど出てきていま

せん。これについて、まず町長にお伺いしますが、仮に今２万１,０００人が１０年後１万

８,０００人、１万６,０００人、そうなったときに、今、町長がさつま町トップですので、せめ

て１０年後くらいまでは予想しなきゃならんと思う。そのときの役場職員の適正な人員をどのく

らいと考えておられるのか、お答えいただきたいと思います。 

○町長（日髙 政勝君）   

 先ほどのところで、ちょっと誤解をされておるようですので、はっきり申し上げますけども、

先ほどから申し上げますとおり、全く新たな出発ですので、白男川の場合。それでやっぱり１年

間を通してみないと、どの程度の活動をして、どの程度の入りがあって、それでまた出すものは

幾らあると、その辺をつかまんことには、それで正式にこの指定管理はその２年後にまた再計算

もした上で委託をするということでありますので、この間は実績を見ながら対応をしていかざる

を得んわけですよね。そういうことは理解をしてください。赤字補てんとかなんとか、しないと

かなんとかちゅうことも、基本的にはこの実績が出た後はそうしますけど（発言する者あり）さ

っき言いよったことを今、答えているんです。そういうことで考えていますから、そこはもうは

っきりと申し上げておきたいと思います。 

 それから、人口減の関係でございますが、確かにそれも今、さつま町に限らず全国人口減少社

会に入っております。恐らく日本の人口も１億２,６００万人、７００万人が８,０００万人にな

るんじゃないかというまでも下がっていくのも予測されておりますし、さつま町もおっしゃると

おり２０４０年ですか、１万５,０００人、それから２０６０年１万１,０００人と、約半分にな

るというようなデータも出ておりますので、これを何とか人口減に歯どめをかけんにゃいかんだ

ろうということで、創生の戦略をつくっているわけです。 

 そういうことで、いろんな手立ても講じておりますが、職員数についても当然、人口が減って

いきますので、定員管理計画も見直しをしております。合併をしたときが約４２５人おりました

けども、１０年後は１００人落として３２５人まで減らしました。それからまた次の１０年間の

スパンの計画もつくっております。これからまた２０人は減らさんにゃいかんじゃろうというこ

とで、平成３７年ですか、その時点では３０５人までしようと、今の計画では。これもまだ、経

過でありますので、人口がどの程度進むか、減が、それに応じてまた見直しをする利点もあるか

と思っているところであります。 

○岸良 光廣議員   
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 この人口減は、町のこの行革の中の３１年度版の中にも入っていると思うんですが、５年後か

６年後には、もう既に１万８,０００人になるだろうという、正式な書類も出ているんです、さ

つま町の中に。その中で、特にこれはことしの８月１日です。さつま町の総人口が２万１,５３４人、

今これが下がっています。 

 その中で、６５歳以上の人口８,４６７人、６５歳。そうしたときに、１８歳以下、零歳児か

ら１８歳まで、高校生までですけど、この数を大体４,５００人くらいと想定した場合に、約残

りは半分くらいがもう６５歳以上なんです。特に、６５歳から６９歳が１,９９２人、７０歳か

ら７４歳１,４２８人、７５歳から７９歳１,３８８人、８０歳から８４歳１,５１７人で、

８５歳から８９歳が１,２４３人だと。９０歳から１００歳までが大体人数でいきますと

９００人くらいかなという形なんですけど、この中で、実際男女の平均寿命からするとものすご

い方が自然減されていく。 

 だから、今言ったように、町長が次の１０年後は２０人くらい減らすんだと今言われましたけ

ど、とてもじゃないですけど、１０年後に１万８,０００人、１５年後に１,３００人、

１,５００人、ここまで落ちたときに、２万１,０００人で３４０人くらいなんだけど、それが

４,０００人も５,０００人も減って、役場職員も２０人くらいしか減らさん。誰が聞いてもびっ

くりします。だからそこは、真剣にやっぱり考えないかん。 

 特に、前回の９月議会で私は町長にきつく言うたことがあるんですけど、臨時職員を包括で民

間に移すんだというのがありましたけど、恐らく今、３４０人の中で消防が４８人くらいだった

ですか。残った分の正職員と臨時が１６０人、今おるわけです。するとどこで調整するかちゅう

と、恐らく町長が臨時職員の縮小で臨時職も減らして、正職員は今言われたように、１０年後に

２０人しか減らさんちゅうことであれば、もう臨時職員を減らすしかないわけです。だからその

辺を、次の１０年間の行革の中ではやはり、人口とあった役場職員の数というのを、町民に示さ

ないかん。人口はどんどん減っていって、役場職員は１０年後２０人しか変わらんとか、これ町

民びっくりします。 

 だから、その辺を次の行革を推進するときに、例えば１０年後２０人じゃなくて、もっと減ら

さないかん状況がくると思うんです。そういうときに、町長は大ナタをふるう考えがあるのか、

あるいは今の考えの１０年後２０人くらいしか減らんという考えでおられるのか、もう一回お答

えください。 

○町長（日髙 政勝君）   

 過去もとにかく、やはりこの行政改革の主眼となるのは、やっぱり人件費の問題といわゆる借

金の公債費なんです。それを中心に今までも減らさんにゃいかんちゅうことで、財政の健全化を

図ってきた。職員も１００人減らしました。そしてまた、公債費もこの公債費比率の国が１８％

以上になっているのは１８％以下にしなさいと。合併当時２０％でした。それも今は５.３％ま

で借金を減らしてきました。これは非常に県内でも低い割合になっております。 

 ただ、これでやっぱりいかんという、これでよしということは考えておりませんので、さらに

また借金も減らさんにゃいかん。人口が当然減っていきます。返済の関係も大変になりますので、

その辺も視野に入れる。職員もこの定員管理計画をつくったのは１０年過ぎた平成２７年、その

段階でこの新たに向こう１０年間の計画の見直しをしたんです、３年くらい前ですか。その時点

ではまだ、人口の減というのが年に３００人くらいでしたので、大体２０人くらいがどうかなと

いうことで減にしてましたけど、おっしゃるとおり、この人口の減の幅というのが年々大きくな

りますので、その辺については、今後のやっぱりいろんな対策を講じて、人口ができるだけ減ら

ないような手立てを講じながら、一方ではどうしても減るという状況がくれば、その時点でいろ
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いろ見直しというのは、毎年できるわけですので。それをどの程度するかは、今後の数字を見て、

２０人がこれはちょっと多いなというのがあれば、おっしゃるとおり適当な数の減をまた検討せ

んにゃいかんと思っています。そこは今後の人口減の動向を見極めた上で、最終的にはこの平成

３７年には、ならどの程度が本当にこの人口減にふさわしい職員数かというのは、見出していく

考えは当然、持っておりますので、御理解いただきたいと思います。 

○岸良 光廣議員   

 特に、先ほど言いました６５歳以上が、恐らく１８歳以上、それから６５歳未満の方々のさつ

ま町の人口と、６５歳以上のこの８,４００人の数ちゅうのは大体同じくらいだろうなと。

１８歳以下を除けばです。そうしたときに、なんで私がこういう急がんないかんかっていいます

と、平成２９年３月、中学生の卒業生１９６人、３０年３月１８５人、３１年が１８４人なんで

すが、これが１５年後１５８人なんです。これ今、実際生まれた数から試算されていますんで。 

 それと、平成３６年、１８年後には、中学校を卒業する生徒が１２６人しかいない。もうそれ

だけしか生まれてない。まずいうならば、新生児、平成２５年には新生児が１年間に１５２人生

まれています。それが昨年平成２９年は新生児が１２２人、ことし、これは大体毎年１月から

１２月で出してもらっているんです。その中で、１月から１１月まで、先月まで新生児が

１０７人です。恐らく今月１０人も生まれないでしょうから、恐らく１１０人前後かなと。 

 １１０人くらいしか生まれていない中で、中学生の数がものすごい急激に減っている。これは

自然減と合わせれば、本当にことしの初め私が一般質問やったときも、約年間４８０人平均でし

た。ということは１０年間で４,８００人、高齢者が多いですから、へたすりゃ１年間でもし

５００人人口減がいたとするならば、もう１０年後には１万６,０００人になるんですよ。もう

そこまできてる。だから私は急いだほうがいいんじゃないですかという一般質問なんです。 

 その裏付けとして、今言いましたように、もう中学生がこれだけしか卒業しないということは、

当然、この中の高校生が卒業すればそれだけの人数が大半出ていくわけです。就職あるいは進学、

その例えば毎年２０人くらいでも地元へ残ってくれればいいですけど、毎年２０人というのは非

常に厳しいと思います。ということは、自然減と１８歳になった子供たちが進学、就職で出てい

く、それと自然減とあわせたときに、どんどん人口減が進んでいく。だから、ここ１０年間が町

長本当に山場だと思うんです。 

 それで、今のこれ見て、いろんな調査見てみますと、さつま町は１万３,０００人から１万

５,０００人になれば、人口減がある程度とまる。なぜか、高齢者の方々がもう自然減が、失礼

なんですけど、今出ているこういう数の方々の自然減が１０年後、１５年後なってきて、さつま

町の人口が１万３,０００人、もしくは１万５,０００人になると、さつま町の人口減というのは

ある程度ブレーキがかかっていく。そういうのだとわかっているわけです。だからそれを踏まえ

て、役場職員の数、正職員の数、非常勤職員の数、それを含めて次の１０年間にはそこも入れて、

きちっとやはり計画を組まなきゃならんと。これも待ったはできない状況だと思います。その辺

について、町長のお考えをもう一回だけお聞きします。 

○町長（日髙 政勝君）   

 非常に人口減のスピードが過去の１０年間、そしてまた現在の動きを見ますと、本当におっし

ゃるとおり、数が多くなってきているなというのが実感として受けとめております。 

 したがいまして、とにかくこの今、政策の大きな課題としては、いかにこの人口減に歯どめと

いうのは難しいんですけども、それを緩やかな形に持っていくかというのが、非常に喫緊の課題

だと受けとめて、さまざまなこの政策を今、講じているわけです、おっしゃるとおりです。 

 職員数の関係についても、先ほどからも申し上げておりますとおり、二、三年前に、３年くら
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い前につくった人口減の動向を見極めながら、それでいろんな対策を講じながらまた、人口減が

緩やかになるようにせんにゃいかんということで、その時点では３２５人を３０５人までという

計画でおりましたけども、そういう今後の著しい動向を見極めながら、もうちょっと見直しをす

る時点がきましたら、これはもうそういう方向にならざるを得ないと、おっしゃるとおりだと思

っております。 

 そうしないとまた、人件費高騰ということになりますし、そういうことがあるからこの前、提

案をしましたとおり、正規職員は減らす一方で、またそういう臨時職員は民間のほうに移行して

いく、包括委託をしたいというのが私どもの狙いだったんですけど、なかなかそこまで理解をい

ただかなかったというのは残念です。そういう考えのもとにやってきて、行革の一環としてそれ

もやってきたんですけども、説明不足の点があったということはお詫びを申し上げますけども、

そういうことで御理解をいただければありがたいと思っております。 

 確かに、そういう今後の人口減のスピードはさつま町に限ったことではないんですけど、やは

りこのさつま町がこれからも、やっぱり元気のある活性化した町のためには、人がいるっていう

ことが一番大事でありますので、おっしゃるとおり、なんらかの対策というのは、いろんなお知

恵をいただきながら頑張って行きたいと思っております。 

 職員については、当然のこととして、そういう行革をしっかりと対応していかなければならな

い、そういう認識は十分持っておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

○岸良 光廣議員   

 ９月議会で、臨時職員の件についても言われましたけど、当時最終のときにも町長は残念だと

いうことを言われましたけど、これは議会に対する軽蔑ですか。議会は議会でちゃんと、これは

今はだめですよ、おかしいですよということを議会は議決したわけです。それがおかしいと言わ

れれば、議会は存在しません。議会は執行部がやろうとしていることが正しいのか、あるいは今

はしなくていいんじゃないかと、それを正すのが議会の仕事です。それを議会から否決されたか

ら残念だと。前回も今回も言われましたけど、これは議会軽視です。こんな言葉を使っちゃいか

んですよ。議会は真剣に取り組んでいるんです。だから、もし議会で否決されたんであれば、そ

れをもう一回検討されるべきであって、そこで残念という言葉が、議会が真剣に取り組んだこと

に対して、議会が全く理解してくれんかったと。議会は一生懸命やっているんです。そこのとこ

ろは認識を改めていただきたいと思います。 

 それと最後に、本当にこの人口減といのは町長も認識されているように、以前の１０年間と今

後の１０年間はスピードも違います。だから、これは次の１０年間の行革をつくるときにも、な

ぜかと言いますと、町長言われました。財政です。財政は、人口が減れば減るだけ、国からの国

庫補助も少なくなってきます。ということは１０年後、おそらく今２万１,０００人ですけど、

２万５,０００人とかなってきたときに、国からの国庫補助もそれがカットされる。 

 そうなってくると、先ほどの話じゃないですけども、白男川の赤字補てんするのかしないのか、

そういう問題まで、本当に切実に出てくると思います。だから、そこを踏まえて、今後の行革の

取り組みについては、本当に人口はそこまで来てますよというのを理解した上で、正職員の数を

どの程度にするのか、非常勤職員をどうするのか、トータルの人件費はどこまで押さえるのか。

そういうところも含めて、行革で計画を練っていただきたいというふうに要望して、私の質問を

終わります。 

○議長（平八重光輝議員）   

 以上で、岸良光廣議員の質問を終わります。 

 次は、１３番、川口憲男議員の発言を許します。 
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〔川口 憲男議員登壇〕 

○川口 憲男議員   

 先に通告いたしました、農業政策について質問をいたしますが、今、人口減少の問題で議論が

集中しておりましたけれども、町長、私はこの人口減少の問題についてもちょっと触れたいと思

うんですが。 

 町長は先の総合振興計画の中に少子高齢化、過疎化が進むことが懸念される、集落機能の活力

低下など、地域コミュニティーをめぐるさまざまな問題を克服するため、人口減少問題を我が町

の最重要課題として位置づけ、産業経済分野では若者が住みやすい、住んでみたいと思える魅力

あるまちを掲げ、６項目にも提言がありました。 

 その中に、１番目に豊かな地域資源の活用、２番目に基幹産業としての農業振興が提起されて

いましたが、現実に農家戸数の減少、また後継者不足、山間地の耕作放棄地の増と、農業を取り

巻く環境は厳しい実情であることは十分承知のとおりだと思います。 

 これまでに、農の里親制度、営農指導員の設置、中山間管理機構等での農地集積や担い手確保

と集落営農づくりなど、さまざまな政策、対策でこうした課題の解決に取り組まれているが、町

内では先ほど申し上げました人口減少での集落活性化は非常に厳しい実態で、ＴＰＰ問題も農家

には稲作であったり、畜産、果樹と、これまでの地域農業で対応できるのか、生産課題は十分な

のか、さつま町は農業振興を基幹産業としておりますが、現在の農業政策では、今の経営者そし

て地域を担う若い農業者、また、さつま町の将来を担う次世代を夢見る子供たちに本当に若者が

住みやすい、住んでみたいと思える魅力ある町として、私たちはいかに知恵と汗を流すべきか。

農業振興は範囲も広いです。すぐに結果は出ませんが、私は町長に以前から訴えていました。何

事にも隗より始めよではないですかと。農政の厳しさは判りますが、これだけでは解決にはなり

ません。さつま町の基幹産業である農林業の振興について、これまでの成果とこれからの取り組

む課題について、具体的に答弁をいただきたいと思います。 

 １問目に、地場産品を生かした農林業の推進策は万全であるのか。２番目に、中山間部の農業

振興策をいかに考えているのか、３番目に農の里親制度の成果と今後の取り組みをいかにされる

ものか。 

 以上で、１回目の質問といたします。 

〔川口 憲男議員降壇〕 

〔町長 日髙 政勝君登壇〕 

○町長（日髙 政勝君）   

 川口憲男議員から農業政策についての御質問をいただきましたので、それぞれお答えをさせて

いただきます。 

 まず１点目の地場産品を生かした農業の推進策は万全かという御質問でございます。農業の推

進策については、さつま町の総合振興計画の農林業部門の具体的計画でありますさつま町農林業

いきいきプラン、平成２８年４月に策定をいたしましたので、これに基づいてさつま町の気候や

特性に合ったこの作物を重点品目として選定をしまして、推進を図っているところであります。 

 中でも、園芸作物などの重点品目につきましては、重点推進品目としまして、里芋、カボチャ、

温州みかん、ブドウ、なし、マンゴーの６品目、拡大推進品目としまして、トマト、イチゴ、ゴ

ボウ、ハウスキンカン、梅の５品目、振興品目としまして、ジャンボインゲン、白ネギの２品目

をそれぞれ選定いたしまして、推進を図っているところであります。 

 また、本町の特徴であります、中山間地域の水田の活用策として、今年度から水田活用の直接

支払い交付金等につきましても、水田への重点品目の誘導策としまして、ゴボウ、里芋、かぼち
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ゃも、３品目については１０アール当たり４万円を５万円に引き上げまして推進を図っていると

ころであります。 

 また、排水の悪い水田については、暗渠排水事業を実施いたしまして、水田の利活用に向けて

の基盤整備を合わせて進めているところであります。今後におきましても、農業を取り巻く環境

については、非常に厳しいものとなっておりますが、各種事業の活用によりまして、地場産品を

生かした農業の推進に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、２点目の中山間部のこの農業振興策をいかに考えているかということでございます。本

町は紫尾山などのこの山々に囲まれた中山間地域でございます。川内川の支流を水源としまして、

水田での水稲作を主体とした農業が古来より営まれております。 

 また、国におきましては、中山間地域の活性化を図るため、平成１２年度から中山間地域等直

接支払事業を実施いたしまして、５年を１期の対策として事業に取り組んでおります。本町は、

第４期対策の４年目としまして、町内１０６集落協定によりまして、１,３６７ヘクタールの事

業の実施が行われております。 

 本町の交付金額は１億３,５８８万円でございまして、この取り組みについては、鹿児島県内

の第１位の交付額でございます。各集落協定におかれましては、この交付金を活用しまして農地

の管理、耕作放棄地への未然防止、地域活性化などに努めていただいているところであります。 

 また、集落協定の中には多面的機能の支払交付金事業にも取り組まれているところもありまし

て、これらの交付金を活用して農道水路の維持管理、あるいは農業施設の軽微な補修などにも努

めておられまして、いわゆる施設の長寿命化に努めていただいております。 

 また、来年度からは柊野地区におきまして、県内では初めて、農地中間管理機構の関連農地整

備事業を導入いたしました。同じくこの水利施設等の保全高度化事業ということで、高収益作物

の導入型の２つの事業を実施していただいております。中山間部のモデル事業として、鹿児島県

もこの非常に注目をされているところであります。この事業については、圃場整備の事業実施を

されたあと、整備面積の１割以上に高収益の作物を作付するということで、圃場整備の負担金が

促進費として地元に還元をされる事業であります。 

 柊野地区におきましては、重点品目であります高収益作物としましては、里芋の作付けを計画

されております。事業の完了後は里芋の作付け面積が大幅に増えることが予想されますことから、

関係機関一体となりまして、種芋の確保とか、あるいは栽培技術の支援を進めていきたいと思っ

ているところであります。 

 その他の中山間部におきましては、比較的小規模な農地が多いわけでありますので、農地中間

管理事業の導入によります農地集積、あるいは圃場整備による条件整備、共同利用の機械の導入、

そういったことを含めた集落営農の推進など、今までどおり推進をしてまいりたいと考えており

ます。 

 次に、３点目の農の里親制度の成果と今後の取り組みについての御質問であります。 

 本町の新規就農者は、平成２５年度から２９年度までに２２名ということで、年平均にします

と４.４名ということになっております。平成３０年度におきましては、現在まで７名の新規就

農者がございました。本町の新規就農者につきましては、年間平均５万円程度ということであり

ますが、そのほとんどが親元の就農ということでの後継者等でございます。 

 栽培とか飼養技術を学ぶ研修先といたしましては、農業大学校とか、あるいはこの親元などで

の技術研修の場になっている状況であります。 

 また、Ｉターンとか孫ターンなどのこのように新たな農業を始めようとする方に対しましては、

町内の指導農業士などの先進的農家が里親になりまして、最長２年間農業技術、あるいはこの農
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業経営などを指導していただいております。 

 農業後継者を育てるための農の里親制度というのを、このようなことで平成２９年、昨年の

６月から創設をいたしたところであります。制度の推進につきましては、新規就農を目指す相談

者と里親の対象者となります指導農業士の方々に、それぞれ説明を行いまして、理解を得てきて

いるところであります。 

 平成２９年度の活用実績は途中からということでございまして、実績はないわけでありますけ

ど、本年２月にトマト栽培を目指す神奈川県からの新規就農者へ、農の里親制度の活用によりま

して、経営開始を説明して、御理解をいただいております。また、同時期に研修受け入れの里親

となっていただくトマト農家についても受け入れを承諾していただきました。 

 こういうことで、研修がスタートしております。 

 なお、この研修者につきましては、８月から中津川地区でトマト栽培に取り組んでいただいて

おりまして、さらにこの国への制度であります農業次世代人材投資事業の活用に向けた手続も進

めているところでございます。今後におきましても、本町におきましては、振興局とかＪＡ北さ

つま等との協力をしながら、指導農業士、あるいは先進的農業経営者の御理解をいただいて、新

規就農者の掘り起し、あるいは育成などについての、いわゆる担い手農家の支援を行ってまいり

たいと考えているところであります。 

〔町長 日髙 政勝君降壇〕 

○川口 憲男議員   

 町長から、種々答弁をいただきました。 

 農業政策については、平成２８年、２９年、そしてことしと、毎年追って私質問しているわけ

ですが、今の答弁を聞きますと、柊野の活性化についてはことし実績が見られているということ

で評価いたしたいと思うんですが、ほかの面については、答弁書を見てみますとほとんど変わり

ない、今までの事業を推進されているようなところに、見られます。 

 まず、１点目の地場産品を生かした農業推進策でありますけれども、まずこの項目的にも重点

品目、あるいは振興品目、この品目についても、平成２７年に計画されて、そのまま随時きてい

るんですが。町長、先ほどから人口減の問題が出てますように、後継者不足、担い手減少の厳し

い状況にあるんですけれども、農業が食の安定供給、あるいは多面的機能を維持し、地域の発展

の大きな役割をあわせ持って、町の地域活動の源となる農業の振興ということをうたってあるわ

けですけれども、この重点品目、あるいはこの推進品目、町長は自分のマニフェストのところで

は、焼酎とか農協が推進をしている薩摩のさつまブランドのところも推進していかれるというこ

とでしたんですが、こういう重点品目をいかに町内に広められているのか。 

 先ほど、トマトについては、中津川に新規就農者が１点見られるということをお聞きしました。

この方、非常に私も、この前行って見てきましたんですが、頑張っていらっしゃる状況が見えま

す。そのほかに、やっぱし、この地場産品を生かす政策というのか、それとふるさと納税のとこ

ろでも地場産品をぜひ、外にも出してくださいというのも、総務省からも出ておりましたけども、

こういう作物からくる地場産品の確立というのは、どのようにできているのか。トマト以外には

どういうのがあるのか、お示し願いと思います。 

○農政課長（四位 良和君）   

 先ほど御質問の中でありました、重点品目をどのように進めているかということでありますが、

これにつきましては、国が交付金としていただいております、水田活用の産地交付金等を有効活

用して、特に本年度からでしたが、水田における水稲からの転換といいますか、作物転換という

ことで、傾斜配分をしようということで、再生協議会の中では御理解いただいて、本年度取り組
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みを進めたところであります。先ほどありましたように一例を申し上げますと、水稲からの、先

ほど３品目ありましたが、里芋、ゴボウ、カボチャ等につきましては、１反当たりこれまで４万

円だったものを５万円にということで、取り組みを推進しやすくするというであります。 

 一方で、先ほど議員から御指摘のように、年々栽培者が高齢化、農家が高齢化してきてまいり

ますので、なるべく初期投資が少なくて、作物をつくりやすいものの推進ということで、そうい

ったところの強化配分をしたところであります。 

 ２点目につきましては、本年度から定年帰農者支援事業というものをスタートさせました。こ

れは、ＪＡと一緒になって取り組みを進めておりますが、これにつきましては新規就農と言いま

すと、若い方を考えがちでありますが、６０歳定年前後を過ぎてからでも農業はできるのではな

いかと。高齢者でも７５歳くらいまでは働いていらっしゃる方が十分いらっしゃいますので、そ

ういった方に着目をして、定年後１５年、あるいは２０年頑張っていただこうと。そうした場合

に、初期投資経費の少ない作物でつくりやすいものをということで、今回、この３点の重点品に

ついて、学習会を毎月１回進めてきたところであります。 

 結果として、農協の共販等の中に加入をされた方も数名いらっしゃるようでありまして、今後

もこういった取り組みはさらに進めていきたいと考えております。 

 ＪＡの少量多品目部会のほうを調べてみますと、平成１９年度にスタートした、この軟弱野菜

や根菜類の、いわゆる重点品目でない品目についても平成１９年度では１,４００万円くらいの

出荷であったものが、平成２９年度には１億円を超える売り上げになっていると。売れ先として

は、おいどん市場とかイオンとかＡコープとかそういったところに出荷しているようであります

ので、特に高齢者が取り組みやすい、こういったものも推進していく支援策をこれからも取り組

んでいこうと考えているところであります。 

○川口 憲男議員   

 今、重点品目についての内容的なところでありました。先ほど課長の説明にありましたけれど

も、定年退職者の就農の動きが非常にあるということなんですけれども、町が農業政策でしてい

る分についての、いろんな支援策というのは、新規就農者とか、あるいは後継者ですか、その方

が多いんですけれども、私もこの定年者の就農者ということは、非常に６０歳を過ぎてからでも

農業ができるんだと、これは私も賛同するし、私の周りにも多くの方がいらっしゃいます。 

 新たに畑とか農地を買って、それに取り組んでいる方もいらっしゃいます。紹介はしませんが、

そういう方もやっぱり農政課として、あるいは町として掘り起し、あるいはどういう方がしてい

らっしゃるかということは、もう十分されていると思いますけども、やっぱりそういうところも、

何ていいますか、農業の農業政策の拡大につながるんじゃないかと思っております。 

 それで町長、先ほどこの重点品目あるいは畑地、田んぼ等の併合性を言われて、里芋とか、い

ろんなのを推進をされているということを聞きましたんですが、具体的にそういう形がどういう

ふうに出てきたのか。あるいは、この重点品目の中で町の自慢としてどういうのができてきたの

か、あるいは６次産業にどういうふうにつながっていったのか、そういうところも当然、記録と

してちゅうことじゃないけど、年次的に残っていると思うんですが。 

 以前、質問した中では、そういうことが答弁の中には出てこんかったんですけども、再度お聞

きいたしますが、町長、こういう重点品目あるいは先ほど出てきました重点品目外でも相当売り

上げが上がってきているということで、町長が把握されている中で、こういう品目がどれだけ伸

びてきているのか。町内にもこういう生産者がたくさんいらっしゃるとういことで、あるいは先

ほどの人口減問題がありましたけれども、そういう高齢者の方々が農業に頑張っていらっしゃる

ことで、そういうこともつながっていくんじゃないかと思うんですけど、そこあたりのところの
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状況を把握されておりましたら、ちょっと説明いただきたいと思います。 

○町長（日髙 政勝君）   

 重点品目を定めながら、それでまた拡大品目とか振興品目とか、それで先ほど申し上げたよう

なその品目を重点的に振興しているわけでございます。そういうことで、里芋等については、こ

の面積の関係等についても伸びてきておるようであります。売り上げについても、若干のほう伸

びておるところであります。カボチャとかゴボウ、イチゴも伸びておりますが、トマトですね、

非常に１００％というところもありますし、やはり今、高齢化がおっしゃるとおり進んでおりま

して、新しいこの新規就農者ということも限られておる。後継者がいらっしゃるところはいいん

ですけども、このようなことで、やはり高齢化に伴ってリタイアをされるということがあります

ので、なかなか全体的にこれを伸ばしていくということは、非常に難しいことになっております。 

 それで、これらについては、やはり担い手の皆さん方が後をしっかり継いで、こういう重点作

物を作っていって、今まで減らないように維持をしていくことが、今は大変な努力になっている

かと思っておりますので、できるだけ減っていかない、先ほどありましたとおり、面積も確保で

きるような形でそういう形の推進もいたしているわけでございます。 

 特に、里芋等については、今回、新たに柊野も圃場整備後についてはやっていきたいというこ

とでもございますので、そしてまた加工の問題です、おっしゃるとおり。６次産業化も私も提唱

をいたしておりますので。もう今、最近、里芋については、ここ３年間、この鹿児島大学とか、

県の農業開発総合センターですね。あるいはまた、県の大隅加工技術センター、こういったとこ

ろとも連携をしながら、いろんな活用策を検討いたしております。 

 特に、この湛水栽培法の実証データも発表されておりますので、例えばこの夏場の３カ月間は

畝間に水をかけ流すことによって、収量が２割増加するとか、あるいはこの乾腐病菌も増殖を抑

制できるとか、そういうことも出ておりますので、さらにはまたえぐみとか少なくなるというよ

うなこともありますし、付加価値を高めながら、やっぱり親芋についてはペーストとか、パウ

ダーにして、学校給食とか、あるいは麺類の活用、あるいは最近はお菓子とかアイスクリームに、

最近また農協さんもこの新しい取り組みとして、ちくりん館でアイスクリームに加工して出した

いということもありますし、将来的にはこういう多面的な活用の方法もあるようでありますので、

里芋の生産をするということになりますと、こういう６次産業的なこともつなげていければあり

がたいと思っております。実際、そういう方向で現在も動いているところでございます。 

○川口 憲男議員   

 おっしゃるように、里芋については私も相当農場を見て回って、里芋が増えたなということを

感じておりますけれども、おっしゃるように、やはり親芋に対する考え方、あるいはそのペース

トとかの二次加工に持っていけるようなシステムがないと、どうしても製品じゃないですね、里

芋自体が市場に出したときにどういう評価を受けるかということは、やっぱりいい品物をより多

く出さなきゃ、生産地としての評価がされないところがあるんですけれども。 

 先般、串良のピーマンの出荷のところがあったんですけれども、あの選果場ですか、ちょっと

訪問させてもらいましたけれども、確かに町をあげてこのピーマンに取り組む、ピーマンやなか

ったですか、ホウレンソウですか。もう一種類、二種類の作物について、町をあげて取り組んで

いらっしゃるところがありましたけれども、うちのまちで今、こうして集荷場でまとめてなんか

するちゅうのが、なくなっているような気がいたします。 

 以前には、佐志選果場のところで、例えば今は梨の選果が一堂に進むよとか。あるいは、私、

桃を生産しよったんですけど、桃の時期になりますと佐志選果場で集約して、農協の共販で出し

てするちゅうことがありましたんですけど、今見てみますと、なかなかそういう作物ちゅうのが
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なくなっているような気がします。 

 先ほど、町長のお答えにありましたように、減らさず、どうして維持していくか、またそこあ

たりをどうして伸ばしていくかということは非常に大事な時期じゃないかと思います。重点品目

あるいはこの作物については柊野で里芋と併合した田んぼですか、圃場整備も始まるということ

を聞いておりますけども、どういうふうに動いていくのか、非常に経過とか結果を見守りたいと

いうのが実情なんですけど、ここに多めにいくんですけども、やっぱりこういうふうにして、柊

野が校区をあげて全体が取り組んだ成果だと思います。 

 しかし、今度は２問目にも私言うんですけれども、中山間地のところでも言うんですけど、こ

ういうところのところが、地区を上げてそういうところは集約できるかないかと言ったら、ある

程度、行政指導のあるいは農政課３課のほうから、もうちょっと力を注いでいただけなければ、

その地域がそこまでできないと私は考えるんですが、町長、どうなんでしょう、柊野の２番手、

３番手の活動が見られるのか。やっぱりそこあたりを伸ばしていかなきゃいけないというのは、

私は常々感じているんですが、町長はどういうふうにそういう取り組みを感じられますか。 

○町長（日髙 政勝君）   

 今、先ほど申し上げました柊野地区については、もう地域をあげて新しい事業を取り入れてや

っていこうということで、まとまっております。鹿児島県で初めての事業の導入もさせていただ

いたわけですけれども、もう今、圃場整備等についても国の政策として、農家負担なしで圃場整

備もできるということでありますけども、その代わり、農地は農地中間管理機構に、担い手に

８割は預けるんだという、そのような状況もありますけども、こういうことが里芋なんかを、高

収益作物をつくって回転していけば、それでまた加工とか、そういう面まで展開ができていけば、

非常に一つのモデル的な取り組みができるんじゃないかと思っております。 

 それでまた、この事業の導入については、町内でもぜひ取り組みたいなという申し出も幾つか

出ておりますけれども、ただ担い手に集積をするということもありますので、その辺の条件がク

リアできれば、推進ができるかと思ってはおりますが、今のところは、柊野地区のそういう、緒

についたところでありますので、そこが成功するように、関係機関一体となって取り組みを進め

ていきたいと思っておるところであります。 

○議長（平八重光輝議員）   

 ここでしばらく休憩します。再開はおおむね午後１時５分とします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１１時５１分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午後 １時０５分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（平八重光輝議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○川口 憲男議員   

 町長より地場産品に対する推進策をいろいろお答えいただきました。この項目、地場産品の件

について、再度お聞きいたしたいと思います。 

 振興策の中にも薩摩のさつまブランドの積極的にプロモーションを図ったり、推進をするとい

うことを書いていらっしゃいます。また、先ほども申し上げましたように、ＪＡ北さつまのほう

で取り扱っているさつまのブランドというので、町長もこのところを推進していかれ、私もこれ

をもって推進を図っていくということだったんですが、先ほども申し上げましたように、町では
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重点品目を決めていろんな推進をされているわけですから、さつま町にとっては、里芋なりカボ

チャなり、あるいはいろんなところのこの作物にいったときに、さつまはこれが特産品ですよと、

特産物だよということも推進することが必要だと、私は思います。 

 最後にもう一回お聞きしまして、この質問を終わりたいと思いますが、町長、この重点品目の

中からさらに充実させるような品目を推進していかれる考えがあるのか、お聞きいたします。 

○町長（日髙 政勝君）   

 過去もさつま町といえばこういうものだと、明確に打ち出せるもの、そういう特産品をという

ことで、いろいろと御意見もいただいてきておるわけですけれども、さつま町は非常にこのいろ

んな作物ができるというところがあって、一つに絞った形で重点的にというところまでいたって

おりません。何でもできるというのが、一つは特徴になっているんじゃないかと思っております。 

 そういう中で、やはり高収益作物として、あるいはこの高齢者の皆さん方も手がけられるとい

うようなこともありますし、先ほどもおっしゃいましたようなことで、重点品目をそれぞれ園芸

作物だったり、あるいはこの果樹の作物であったりということで定めているわけでございます。 

 この中で。やはり特質というところまではなかなか面的な関係のところがありますので難しい

んですけれども、今はもう特に里芋がいろいろ皆さん関心も高くなってやられているわけでござ

います。 

 どれという重点的なところも今のところ掲げてあるものを、もう特徴的がみだしないという面

もありましょうけれども、それぞれが皆さんもう一点に絞ってというところまでなかなか難しい

ところがありますので、先ほど申し上げましたような振興品目を中心にしながら、その中で皆さ

ん方が高収益につながっていくような取り組みを、これからも関係機関とやっぱり一緒になって

進めていく必要があろうかと思っているところであります。 

 非常にそういう立地条件がさつま町の場合、そういう面では何でもできるからいいんじゃない

ということになっているようでありますから、その中で、農家の皆さん方が本当に意欲を持って

収益も上がるというものを目指して頑張っていただければありがたいのかなというふうに考えて

いるところでございます。 

 非常にこう一点集中というのは、現在のところは難しいのかなという感じを持っております。 

○川口 憲男議員   

 一点に絞るということは難しいが、最終的に重点品目等を推進するという考え方にはかわりは

ないでしょうから、そこのところを十分担当課ともあれ動かしまして農業振興策につなげていた

だきたいと思います。 

 ２番目の、中山間地の農業振興策ですが、これは、中山間部の農業対策ということについては、

もう前にも随分申し上げまして、山間部の迫田、小規模の変形農地の集約が進まず耕作利用は困

難ということは、前にも答弁いただきました。 

 この中で、今の農地中間管理機構による農地集積、中心部については条件がいいものですから、

そこに集中して担い手も集まる、集まるちゅうことじゃないですけど、貸し借りも十分進んでい

くわけなんですが、中山間地においてはどうしても年齢的にも高齢化されて、また集約化も進ま

ないというところがあるんですが、その中で町長やっぱりこういう中山間地でも適地適作という

か、あるいは６次加工につながるような、そういう作物の推進とかいうことが必要性になってく

ると思うんですけれども、前にも答えられたと思いますけれども、再度お聞きいたしますが、こ

ういう中山間地の迫田といったらちょっとあれなんですけど、小規模の変形農地とかそういうと

ころに対する農業政策というのは以前とかわらないのか。やっぱりそこあたりにどういう思いを

お持ちなのか。再度お聞きいたしたいと思います。 
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○町長（日髙 政勝君）   

 非常にこの本町はどちらかといいますと、耕地は水田が主体でございます。畑地地帯とは違う

ということで、作物もある程度、限られてくるというようなことであるかと思っておりますし、

水田の場合は、やはりこの汎用化が効けるということが大事であります。 

 やはり、排水が悪いと、やっぱり水稲以外なかなか難しいというのがありますので、先ほどか

ら申し上げておりますとおり、水田活用の、利活用のためにはやはりこの水稲にかわるものをつ

くるとなると、やっぱり汎用化ができる、排水対策というのがいかに大事かということで、町単

でのこの補助割合を高くしながらやっておりますし、今回は、柊野地区の場合は排水対策までで

きるように、そういうところまで考えてありますけど、そういうことができるようであれば、一

番大事でございます。 

 中山間の場合、非常に山間迫田も多いし、有害鳥獣の対策も必要であるということで、田間田

とは違って難しい面もございますが、やはり、担い手の皆さん方がやっぱり活用していくとなり

ますと、排水の問題、そしてまた大区画の整備とかその辺のところも対応はこれから必要になっ

てくるかと思っておりますので、今回、柊野の場合もそういう担い手のほうに預ける、そしてま

た、圃場整備も負担なしでやれるということのそういった事業は活用できるようであれば必要な

ことでありますが、そこはまた地域の皆さん方の全体的なこの話し合い、やはり農地の貸し借り

というのが出てまいるわけですから、その辺はお互い十分な話し合いの場というのを設けていた

だいて、そしてまた、何をつくるかということについても、将来展望をいだきながら、関係機関

とも一緒になって話し合いをしていくことが大事かと思っているところであります。 

○川口 憲男議員   

 おっしゃるように、その中山間においては維持存続、今町長の申されるように、水田の圃場整

備と柊野に続くようなところを推進し、あるいは担い手、それから後継者が育つような仕組みづ

くりが大事だと思っております。 

 農業の、農家の維持確保のために、あるいはその地域の話し合いとか、そういうのを積極的に

進めていくということも以前にも述べていらっしゃいますけど、おられますから、より以上に努

めていただきたいと。そして、柊野に続くようなところが町内にもどんどん出てくるように希望

するところであります。 

 また、それには先ほど町長の答弁にありましたように、負担率の少ない、ましてや負担がまず

ないということはちょっと厳しいところもあるんですけれども、負担も少ないような国、県の事

業を取り入れられていただくように、これも要請をしておきます。 

 そしてまた、３番目とちょっと異なるんですけど、この農の里親制度、これ平成２９年の６月

にあれされまして１年ちょっと。話を聞いたところでは、ことしの取り組みというのは、まずな

いという言葉はおかしいんでしょうけれども、１組あって、それをされていると、されていない

ということでした。 

 非常に農の里親制度ということは、私も最初、質問をしたときに、非常にいい制度であり、ど

んどん地域にそれが浸透することを希望しておったんですけれども、平成３０年１２月を迎えた

時点でもそれがまたそういうあれは見えていないと。 

 今、例えば、５万円の１５０万円ですかね。青年就農資金にいたっては県の事業ですけれども、

ほとんど後継者、農業後継者の方々がされているということをお聞きしておりますけれども、や

っぱりうちのまちで、やっぱりこの農の里親制度をさらなる推進を図る必要があると思うんです

けど。 

 平成２９年から取り組まれて、ことしの、今の段階で何が足りなかったんだろうかという反省
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があったら、ちょっと申し述べていただきたいと思うんですが。今ここまできてどうですかね。 

○町長（日髙 政勝君）   

 先ほども申し上げましたとおり、この制度を新しくつくりましたのは平成２９年の６月、年度

途中ですから、２９年度の場合は、まだ周知をする期間でありますので実績は出ておりませんけ

れども、３０年度は先ほどありましたとおり、神奈川県からも１人入ってトマトをつくるという

実績が出ております。先ほど報告したとおりであります。 

 今後におきましても、こういう制度をうまく活用して、Ｉターンであろうと、Ｊターン、Ｕ

ターンでもいいでしょうけれども、そういう農業をしっかり頑張っていきたいという意欲を持っ

て取り組むような就農者が出てくればありがたいと思っております。そういう覚悟とともに、ま

た一方では、初めて取り組むとなるとそういう技術の問題、簡単には農業経営というのはいかん

わけでありますから、町内にもいろんな指導農業士とか、あるいは新進農家のところもいっぱい

ありますので、そういうところの御指導をいただいて、やっぱり地域といったら就農ができるよ

うな取り組みというのは、相互に連携をしながら進める必要がありますので、これも御協力をい

ただきながら、関係機関で推進をしていきたいというふうに考えております。 

○川口 憲男議員   

 そういったところで、町長、平成２９年度に取り組んで、今度１年目、１人はそういうふうに

して生まれてきたということなんですが、やっぱり指導農業士ですかね、指導農業士ということ

かな、こういう方の努力というか協力をいただきながら、これをまだまだ推進していくことが大

事だということをおっしゃいましたけど、まさに私もそういうところがあると思うんですけれど

も、私いただいた資料によりますと、この指導農業士をいただきましたが、１７名がいるという

ことで、これ北さつま農協の関連だろうと思うんですけれども、実際、さつま町の方々というの

は１２名ですかね、花卉、それから水稲、果樹、そのものを含められて、北さつま農協管内だろ

うと思うんですけれども、祁答院も入っていますから、その方を含めたら１７名の方がいらっし

ゃるということでしたので、非常に指導者としては優秀な方がいらっしゃるし、また営農指導員

ですかね、営農指導員もおりますし、そこあたりのところで、指導体制とかいうのは十分できて

いるんじゃないかと思っております。しかしながら、先ほどおっしゃいました、それを希望する

人たちがどうなのか。実際、農業をしたいとか何をしたいそういうのがあるのか、Ｕターン、Ｉ

ターン、それを含めてあるのか。そこあたりは今後、努力をしていかなければならない点になる

と思います。 

 先般の南日本の新聞の中に、社説にこういうのがありました。もうごらんになったと思います

から文面はちょっと省きますけども、農高離れに生徒の特色をみがきたいというのがありました。

全く私も感動というか、感銘を受けて、全くそうだなということを感じたんですけど、先ほど、

人口減の問題で高校生が卒業すると外に出ていくということがありましたが、町長この新聞をご

覧になられて、例えば、薩摩中央高校のほうに振興対策支援ということでいろんな補助をされて

おりますけど、やっぱり、地域の農業を支える支援があるんですかね。新規就農者、あるいはそ

ういう若い高校生、そういう方々にこういう新聞の情報を見られて町長はどういう感銘を受けら

れ、感銘じゃないですね、どういう感じを受けられたのか。私が思うのには、そうだな、やっぱ

り私はこれを町長、さつま町が発信になって県にもこれを、県知事にもこれを推進して、県が挙

げて鹿児島県に、農業高校の生徒が１人でも２人でも残るような施策を講じられるべきと思いま

す。 

 町長、この新聞の記事を見られて、薩摩中央高校の支援策にこういうところをもう少し取り入

れるような考え、それとまだこれは農の里親制度の、これにも十分マッチすると思うんですが、
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その考え方はお持ちでないか、お聞きいたします。 

○町長（日髙 政勝君）   

 薩摩中央高校は、平成２９年度のこの卒業者の就職をされた方が約６１名ぐらいですかね、そ

のぐらいですけど、そのうち県内に就職をされた方は４０名ぐらいですかね。その中でも地元に

残っている人が２０名いるということですから、就職の割合からすると３分の１はこの地元に残

っているということですから、何らか事業所に農業も当然あるかと思いますけれども、農業の場

合は、さらにスキルを上げるということで、農業高校なり、あるいはまたいろんな試験場とか、

というところもいらっしゃると思いますけれども、とにかく若い人たちが地元に残っていただく、

このことがやっぱり人口減に貢献をしていただくということでありますので、いろんな定住対策

については、これまでも本年度から地元に就職をしたら奨励金をやるとか、あるいは奨学金をし

て、奨学金をもらってよその学校に行っても帰ってきたら全額助成しますとか家賃の補助をしま

すとか、いろんなこともやっているわけであります。 

 そういう中で、農業の関係についても、やっぱり県立大学を卒業したら、ちゃんと後継者とし

て残っていただく、そういう方向もあるわけですので、そういうことについては、高校振興対策

のほうにも十分要綱としては提供いたしておりますし、活用いただいて、一人でも多く残ってい

ただくように努力はしていきたいと思っているところです。 

○川口 憲男議員   

 今答弁ありましたように、いろんなところでも施策とかあれを講じられているわけですけれど

も、こういうふうにして新聞も取り上げられるぐらい農業に対する後継者不足のためにあれされ

ています。まだ、薩摩中央高校も定員割れを防ぐために支援策ですか、高校支援策をされている

んですけど、やはり、先ほど申し上げたように、さつま町は農業を基幹とするまちですから、そ

ういうところの中で多くの方が地元に残っておったと、残ったということを聞きますけれど、や

っぱりそういう方、子供たちのためにぜひこういうのがあって農業に従事せんかとかいうことを

していただきたいとは、私はもう常々考えておりますけれども、町長、その中でもう少しこの農

の里親制度にもふれて、町独自に若者を支援するなどということをもうちょっとアピールするべ

きだと思います。 

 ただ、全然その農業政策がだめちゅうことではなくして、今の畜産のクラスター制度で若い畜

産農家の方がどんどん畜舎を県の補助をいただきまして改造されて取り組みをされております。

何カ所か農場も見にいくんですけど、その意気込みを嬉しく感じているんですけども、私の言葉

で言えば、きばれよとしかないんですけれども、やっぱりそういう気運がどんどん野菜づくり、

あるいは稲づくりのほうに、果樹づくりのほうに、農政のほうにもう少し生まれてこないものな

のか。 

 また町はそこあたりにもう少しＪＡと協力してでもいいですけれども、そこあたりを訴えてい

く必要はないのか。そういうことが人口減にも歯どめになると思っております。 

 町長は以前、人口減に対してはもうこれを人口増を図るというんではなしに、いかにこれを今

のままで維持していくかということを申されましたけれども、私も全くそうだと思うんですけど、

それでやっぱりこういう高校生に訴えかけていく、若者に訴えかけていく。当初で申し上げまし

たように、住みやすく、何ですかね、若者が定住したいまちの希望になるのか、持っていくよう

にするのか、若者が住みやすい、住んでみたいと思える魅力あるまちのまちづくりにいかに努力

されるかということがあるんですけど、町長、そこのところをもう一回そこの生徒増に、生徒増

じゃないですね、農高の生徒たちがいかに農業に目を向けるかということに対して、もう一回、

町長の意気込みというか、今後も振興策はとられていくと思うんですけども、そういうところを
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いかにまた推進していかれる考えなのかお聞きして、私の質問を終わりたいと思います。 

○町長（日髙 政勝君）   

 町政の中でもこの農業振興というのは本町にとっては基幹産業だという位置づけをしておりま

して、やはり、将来的にもそういう中で農業はますます充実、発展をしていきたいなと、いって

ほしいという非常に強い願望があるわけでありますので、町政としても大きな柱として重点的に

この取り組みをいたしているわけであります。 

 そのために、やはり、今の農業従事者の高齢化というのは６９％、７０％になっているわけで

ありますから、いかにこれからその農業を振興して維持をしていくかということについては、担

い手をいかに確保するかというのが喫緊の課題でありますので、後継者を中心に、後継者が残る

ということは、やはり自分の家の経営が本当にこの経営的にも本当に採算がとれて他産業に負け

ない、所得を上げる、そういうことをずっと見ておれば後継者は戻ってきたと思っています。 

 特にそういう経営をまずはやっぱりされて頑張っていただく。いろんな事業もありますし、そ

ういうものをしながら、自分の今、認定農家にしましても５年後の経営計画はこうするんだとか、

そしてまた新しい新規就農の皆さん方も５年後はこういう就農の計画をして望んで行きたいと、

そういう強い意欲を持って計画をされて取り組んでいただいているわけですから、そういう方々

がもっともっと増えて、この基幹産業をしっかりとまた維持存続をしていただきたい、そういう

強い思いがありますので、この担い手育成等については、さらにまた力を注いでいきたいと思っ

ておりますし、いろんな条件整備についても行政としてやれるところはやっていきたいと思って

おりますので、その辺はまた御理解をいただきたいと思っているところであります。 

 もちろん、この行政だけではとてもできるわけではありませんので、やはりいろんな関係機関、

本町は県の関係機関とか国もありますし、そういう皆さん方との連携をうまくとって、一つのベ

クトルを一緒にしながら取り組んでいくことが大事かと思っておりますので、その辺もまた今、

連絡協議会もつくっておりますので、そういう中でうまく連携をしながら、そういう担い手の育

成については努力をしていきたいと思っているところであります。 

○議長（平八重光輝議員）   

 以上で、川口憲男議員の質問を終わります。 

 次は、５番、米丸文武議員の発言を許します。 

〔米丸 文武議員登壇〕 

○米丸 文武議員   

 それでは、私は、観音滝公園の運営について町長にお伺いをいたします。 

 町長は、先般の全員協議会におきまして、観音滝公園滝の宿の温泉施設のポンプが、平成

２４年７月以来２度目の故障が発生したために、多額の修繕費がかかるために、平成３１年３月

末をもって温泉施設の運営を中止したいと発表されました。このことにつきまして、町長の見解

をお伺いいたしますけれども、４項目について通告いたしましたが、まず１項目について質問を

させていただきます。 

 観音滝公園は、旧薩摩町時代に、町内には住民が気軽に利用できる温泉施設や憩いの場がなく、

子供たちから大人まで利用できる施設として、また町外の人々のこの観光交流のため、鹿児島県

の伝統文化である薩摩切子の技術者を招き、ガラス工芸技術の体験ができるようなガラス工芸館

や交流センター、ビジネスのために来町された方々、冠婚葬祭、盆正月の帰省客の宿泊場所の確

保、地域経済発展のための農林漁業体験実習館、青少年育成や親子、家族が楽しく利用できるキ

ャンプ場やログハウス、観音滝や清流を生かした流水プール、公式グラウンドゴルフ場など、町

の総合的活動交流拠点として歴代町長、議会、住民が熱い希望を持って建設された総合的拠点施
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設であります。 

 公園の利用者は、合併当初１０万人から１１万人の利用者がございましたが、当時より減少し

ているものの現在、平成２９年度に７万８５１人利用者がありました。そのうち温泉入浴者は

３万７,０８４人、１日平均１０５人の利用者、それから宿泊者については１,５８４人、１日平

均四、五人の利用がされております。 

 その中心的温泉施設の廃止は、地域住民の温泉利用ができなくなってしまい、高齢者の楽しみ

や健康増進にも影響するばかりでなく、公園施設全体の利用者減少を招き、今のさつま町が目指

す交流人口２００万人の目標についても、多大な影響を及ぼします。 

 また、公園全体の売り上げ５,３１５万９,０００円のうち、入浴料金収入は１,０７７万

１,０００円、宿泊収入９２３万７,０００円など、ほとんどが見込めなくなってしまいます。残

りの施設だけでは経済的影響、温泉施設以外の公園管理費は今後の町の財政負担につながること

が予想されるわけでございます。合併して周辺部となった地域住民のよりどころの縮小は大きな

反発が予想されます。 

 温泉ポンプ更新や温泉掘削経費１億５,９００万円は現在の町財政に大きく負担になるでしょ

うが、同施設の継続をするべきだと思います。町長の見解をお伺いいたします。 

 あとの３番目、４番目の事項につきましては、順次、答弁を聞いてから質問をさせていただき

ますので、この件を１回目の質問とさせていただきます。 

〔米丸 文武議員降壇〕 

〔町長 日髙 政勝君登壇〕 

○町長（日髙 政勝君）   

 米丸文武議員より、観音滝公園の管理運営について４項目の御質問をいただきました。その中

の前段の２項目についてをお答えをさせていただきます。 

 観音滝公園につきましては、旧薩摩町の時代に平成元年度から平成１２年度にかけまして水と

山城の里づくり事業といたしまして温泉施設を初めキャンプ場、体験実習館、交流センター等の

施設を年次的に整備されてきたと承知しております。 

 御質問にありますように、観音滝公園の利用につきましては、夏場を除けば通年利用できる温

泉施設を中心としたものになっております。 

 このような中で、今回の温泉ポンプの停止を受けまして更新についての検討協議を慎重に行っ

たところであります。温泉ポンプ更新ということもございますが、ポンプ更新にとどまらず、井

戸内の交換の劣化が相当進んでいることを懸念いたしております。交換の補強としてステンレス

管を中に挿入をいたしましても、全体の３分の１程度しか対応できないということで、更新して

も今後どの程度の稼働ができるのか、なかなか不明な点がございます。 

 なお、ステンレス管の挿入を含めますと、現在のポンプに更新をする場合、２,７００万円程

度、国産のポンプに交換する場合でも２,０００万円程度の経費が必要となりますし、更新した

にしてもまた同じようなことの繰り返しになり、財政負担というのは非常に増加の一途になるん

じゃないかと、更新をしましてもそのような事態が考えられますので、非常に苦渋の選択ではご

ざいますけれども、この際、更新を断念せざるを得ないというところでございます。 

 地元の皆さん方の御意見は確かに熱いものがあるかと思いますけれども、これまで開設をされ

ましてから相当年数がたっております。これまで、やはりそれなりの所期の目的というのはもう

果たされてきたというふうに考えております。 

 まだしばらくはいいんじゃないだろうかということで、温泉の関係はそのようなことで停止を

せざるを得ないと考えております。 
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 あとまた、いろんな施設がございますので、ここの施設の効用をどのようにはっきりしていく

かということは、今後の課題であるかと思っております。 

 今回の温泉ポンプ停止によりまして、御質問にありますとおり、周辺部の均衡ある発展を目指

すべきではないかということでございますが、今後につきましては町の基本的な考え方を、まず

はこの指定管理者のほうにお伝えをし、その対応の動向によっては、さまざまな選択、判断が必

要になると考えられるところでございます。 

 もちろん、この今後あとで質問されます地域住民の皆さん方にもお話をする機会も大事かと思

っております。 

〔町長 日髙 政勝君降壇〕 

○米丸 文武議員   

 今、町長のほうから、要するに私は質問で新たに温泉の掘削をして１億５,９００万円ぐらい

はかかるだろうと説明されております。それまで含んだ考え方をお聞きしたところでございます

けれども、それはさておきまして、今後のいろんな周辺の建築物ですとか、施設の修繕費、ここ

にも明細が出ておりますが、こういうものが今ここで一挙に今しないといけないというような建

物の状況でもないと思われますが、こういうこともかかるので、また温泉ポンプをすると、これ

だけ見ても金額的には７,３００万円ぐらいの経費がかかると、一挙にしたとしてもですね。そ

のようなことであろうと思います。 

 そこいらのところについては、今、維持費がかかるから当然新たに掘削するようなことは考え

ていないような答弁であったように受け取るわけでございますけれども、本当にそういう新たな

掘削というのは全然考えない。もちろんその施設自体を利用しないという考えはかわらないとい

うような表現であったようでございますが、そこいらを町長のほうでは所期の目的は果たしまし

たというふうに受けとめているということでございますが、今現在、形として利用されて住民の

方々も交流される観光の方々も見えているんですよ。それを来るなと、利用できなくなるという

ことを判断されているんですよ。そこについて、それでいいのかというのを私はお聞きしたい。

その点についていかがですか。 

○町長（日髙 政勝君）   

 温泉については、これまでのいきさつ等も述べてまた相当な経費をまた必要とすると。今後に

この、仮にこの温泉ポンプをかえたにしても、管そのもののやっぱりこの老朽化というのを考え

ますので、さらなる経費が必要であるということが予測をされます。ポンプだけかえても、また

繰り返しになるのかなと思っているところです。 

 今回の場合も平成２４年に更新をいたしまして１０年ぐらい持つのかなと思っておりましたけ

れども、その半分、５年ちょっとしか耐用がなかったということであります。年数が経てば経つ

ほどまた管自体も古くなっていきますし、非常に難しいなという感じを持っております。 

 そしてまた、新たにまた温泉を掘削するかとなりますと、それも多額の経費が予定をされてお

りますし、温泉だけまたしても、またいつかはずっとまた繰り返しになってくるんじゃないかと

思っております。そして、また一方では、施設の老朽化が、ほかの施設もどんどん老朽化をして

いきますし、ますます維持費というのは膨大なものになっていくだろうというふうに考えており

ます。 

 私は、それぞれ開設をされましてから、平成元年から１２年にかけてこの整備をされて、その

後においてはそれなりにやっぱり効果というのは発揮をしていただいているかと思っております。

そのことをお伝えしたわけで、それなりの所期の目的が、もうこれまでの間は十分働いてきたの

かなと、それでこれからはまた新たな温泉は、仮にストップをした場合、指定管理者と、これか
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ら話をせんにゃいかんですけど、やっぱり温泉がなければいかんですよね。なら、町としては

３月いっぱいで温泉のこういう経費についてはなかなか難しい面がありますよということを提示

して、あとは指定管理者のほうでどのように考えていらっしゃるか、そこを聞いた上で、どうし

ても温泉が必要であるというのは、自前で考えていかれるのか、あるいは町がそれだけの支援を

しないと、もう継続は難しいと言われるのか。その辺も今後の協議のところだと思っております。 

 温泉がなくても、例えば、ほかの施設を活用して入り込みを図っていくとか、いろんな利用の

仕方等は出て来るかと思っておりますので、その辺の考え方もお聞きしながら、必要な対応とい

うのは出てくるかなと思いますけども、ただ、基本的には、町としてはこれまでずっと流れを見

たとき、引き続きこの温泉活用をしていくとなると、新たな泉源を確保、投資をして、本当に温

泉がこれまでどおり確保できるのかという、新しく泉源を掘ったときですね、そこの、そしてま

た財政的な問題、そしてまた今後の利用形態、いろいろ総合的に考えたときに非常に難しいとこ

ろがあるなということにいたしているわけであります。 

 もちろん、この指定管理者とか、あるいは期限がきたあとまた再度、どういう対応をしていく

かというのは、十分また慎重に検討をしなければならないと思いますけれども、今の段階では、

非常に厳しいところを受けとめているところでございます。 

○米丸 文武議員   

 なかなか考え方を検討していこうというような気持ちをお聞きするべきことができないという

のは、実に残念でございますが、今町民が２番目の事項のことについて、このことについて質問

をさせていただきますけれども、町民が安心して生きがいと希望を持ち、そしてまた、豊かな暮

らしを、そのまちを維持発展させて、町民人口の増加や地域を支える若者が町内で暮らせるまち

が求められているわけでございます。 

 後継者確保についても町人口の増加についても、そういうようなことに今一生懸命に取り組ま

なければならないというような、そういう時期でもあるわけでございます。 

 そのためには、町の中心部、周辺部の均衡ある発展を目指すべきだと思います。生まれ育った

地域を守り、地域活性化に一生懸命に取り組んでいる人々もございます。今回のこの温泉施設の

利用中止は、周辺部の生活環境やいろんなものにマイナスとなってしまい、住民の今後の希望や

意欲を大きく失うというふうなことにつながってくると。一方、減退することにつながるという

ふうに思います。それでも町長は町の財政負担を理由にこの施設の廃止を進めようという考えな

のか、これをお伺いしたいということと。 

 今、今回の議題として上程されております。さつま町うましき里きららの学校は白男川小学校

跡を活用して地域住民のさまざまな活動を通じたコミュニティーの場、都市農村交流及びスポー

ツ合宿を推進しながら、地域の活性化に資するために１億７,１６３万１,０００円を投じて整備

され、来年度から１,００６万円の年間指定管理料を支払って、地域に運営を委託しようとされ

ております。 

 対象となる地域、施設の規模のその面からしますと、観音滝公園は、先ほど申しましたように、

旧薩摩町において平成元年から１２年間の月日をかけて１７億８３０万円以上のお金を投じまし

て、大きな期待を持って整備された薩摩地区の拠点となる施設であるわけでございます。 

 現在の指定管理料は１,２７２万４,０００円でございます。それで、維持管理をされている状

況でございますが、その施設の中心となるのが、温泉施設ということでございまして、財政負担

は大きいからこの利用を中止して、利用客の減少も仕方がない、判断されるこの取り扱いについ

ての違いというものは明らかに違うわけでございますが、この中心部、周辺部の均衡ある発展に

つながっていかないんじゃないかということでございますが、この点についてはどのような判断



- 54 - 

でこういう違いが判断されているのか。それについての御説明をお願いしたいと思います。 

○町長（日髙 政勝君）   

 観音滝のこの整備につきましては、旧町の時代にいわゆる拠点としてこの地域活性化の一環と

して整備をされてきたわけであります。施設だけで１７億円ぐらいですかね、そしてまた、現在

まで指定管理料も含めますと２０億円ぐらいの投資になってきております。 

 先ほどから言いますとおり、これまで非常に合併した後についてもさつま町の一つの観光地の

起点として効果というのは発揮をしてきたものと考えております。ただ、これからずっとまた施

設があるうちずっと整備をしてやっていくかということになりますと、やはり、町も全体的な財

政というのが当然ありますし、やはりおっしゃるとおり、合併をして均衡ある発展というのはも

う私のほうもそこはもう主眼におきながら、どこも均衡ある発展をしてほしいということで、い

ろんな施策もかわりなく同一的にやってきたつもりであり、今でもこういう維持管理等について

もしっかりやってきたんですが、また、新しく白男川を出しています。白男川とまたこの同一比

較をしてもらってまたいろいろあるかと思いますけれども、例えば、一つの区切りといいますか、

温泉についての区切りをなぜ言うかというと、一つはやっぱり先ほどありましたとおり、投資を

してまた同じ繰り返しが予測をされるということが心配なんですよね。 

 温泉を仮に、行政としてなんですけど、あとほんなら指定管理者のほうはまだちょっと何とか

うまくして活用したい、温泉もやる、せっかく宿泊施設もあるから何とかしたいということで、

新たな投資をされるのか、それを伺ってみないと、今の段階ではどうしようもないわけでありま

して、また２年半後については、また指定管理の期間が切れますので、新たな指定の公募をして、

その中に、例えば、もっと自前でも投資して整備をしていきたいとか、そういうことを考えられ

ないこともないわけではないわけでありますので、その辺は今後の流れをみないと、今の段階だ

けで論議をしても非常にこう難しいとは思いますが、町としては、確かに一つのこれまでのこと

やら、また将来的に向かって、温泉についてはちょっと苦渋の選択をせざるを得ないということ

にしているわけでございます。 

 議会の平成２４年度の更新の際も、十分御存じだと思いますけれども、議会の２名の議員から

相当な厳しい意見をいただきました。前例踏襲だけでそれでいいのかと御意見もいただいており

ます。そしてまた、財政も交付税がこれから１２億円も減っていく中で、それだけ一般会計をつ

ぎ込んでいいのかというか、議会のほうからも強い御指摘をいただいているんですよね。 

 我々執行部としましても、いろんな御意見もいただきながら、そしてまた地元の皆さん方の御

意見も聞いた上で、本当に町全体を考えたときに、公共施設の総合管理計画の個別を今も調査を

しておりますけれども、どう対応すべきか、非常に悩むところでございますが、やっぱりこうい

う苦渋の選択をせざるを得ないという面も御理解をいただきたいと思います。 

 ただ、町全体の振興のためには、均衡あるいろんな施策を講じながら、それだけはもう十分万

難を排して努力をしなければならないと思っているところでございます。 

○米丸 文武議員   

 きららの学校ですか、と比較はするなというような言い方をされましたけど、でも一般的に町

民から見れば、旧薩摩町という一つのまちが本当に期待を込めてつくって、それまで今まで運営

してきました。それでもものすごい投資をしておりますし、また利用もされました。建物とかそ

ういう施設もつくってから老朽化していくのは当然見えているわけでございまして、そういう維

持管理というものも、当然、町の運営に当たっては考えていかなければならないというのは当然

でございます。 

 また、白男川小学校のこの今回の活用につきましても、今改装をされておりますが、オープン
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したらまた維持費がかかってまいりますよね。そこの利用者とか地域のどれだけの期待感という

ものが、旧薩摩町の地域の部分と白男川地区の部分の比較にならないわけです。 

 その中でも財政的に厳しいと言われる中で、１億７,０００万円も投資をされて、そちらのほ

うはまた、しかも利益は難しいから、１,０００万円の１年間の運営管理費を見ていこうという

取り扱いと。本当にそこを比較した場合に、この不公平感というものを感じないのはおかしいで

すよ、住民としては。それを納得しなさいと。 

 これからまだ施設も老朽化して金がかかるという判断をされておりますけど、本当にこれにつ

いては、私はこの憤慨をするところでございます。 

 それともう一つ、先ほど、前の平成２４年のときに議会から２名の議員の方がこれに対してそ

れだけ財源を使ってするのかという質問があって、追及もされたようでございますが、しかし、

実質的には、議会全体としてはそれを認めて改修をされていっているわけでございます。そうい

う考えがあるということも事実ですけども、議会としてはそれを認めてそれでやってきているわ

けでございます。前回そうだったから今そうなのかということは、また今の議員の皆さんに議会

に諮って判断もするべきであろうと。それに従った執行をしていただくというのが、私は町長の

役割であろうというふうに思うんですよ。 

 そのような、いわば少数意見といえば語弊があるかも判りませんけれども、いろんな考え方を

持っている方々もあるわけでございますけれども、議会の場合はそれが最終的に認められるか認

められないかという結論に従っていくわけですから、それは町長も十分御理解だというふうに思

います。 

 そのようなことで、町長のほう言われますけれども、本当に残念で仕方がないなと。その違い

についての、比較するなというふうなことの表現でございますが、そこいらは住民としては本当

に比較するだろうと、それにどういうふうな説明をされるのかなというのをお聞きしたいんです

よね。 

 その点について町長はいかがお考えですかね。 

○町長（日髙 政勝君）   

 旧町の時代から、本当にこの旧薩摩町のこの核となるような施設づくりということでずっと進

められてきて、そのことは非常に私もずっと今までもいろんな論議がある中でも、それだけの役

割を果たしてきたんだということもお答えもずっとしてきているところでございます。今もして

いるとは思いますけど、ただ施設そのものがずっとこのまた新たな１,５００メートルの特徴の

あるこの深い温泉のあれでありますので、これをやっぱり維持するとなると、今後も相当な経費

が要って、繰り返しになって、これは大変だなというのがございます。 

 何か将来的に本当に大丈夫だと、展望が開けるようであれば、おっしゃるとおり、この地域の

活性化、あるいは温泉を中心とした施設でありますので、そうしたいわけでありますけども、非

常に現状を見たとき、将来を見たときの、非常に厳しい状況が伺えるので、非常に苦渋の中であ

りますけども、こういう判断をせざるを得ないということで御説明をいたしているところでござ

います。 

 それで、温泉がなくなったときに、確かに影響は大きいと思いますけれども、ほかの利用の仕

方とか、いろんな提案をしていただくことも大事かと思っているところでございます。 

 いろんなノウハウをお持ちの民間の方もいらっしゃると思いますので、指定管理者を含めて、

その辺のところを今後伺ってまいりたいと思うところでございます。 

○米丸 文武議員   

 先ほどデータを、今までの実績の中でデータも申し上げました、利用者７万人の半分が、この
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温泉を半分以上が温泉を利用されているんですよ。それがなくなるということは、要するに半分

のお客さんが利用されなくなる可能性というのは大きくあるんだということなんです。というこ

とは、公園の収入となっている部分についても大きく影響します。 

 だから、今から先の、なおさら残った施設の管理にしても一般財源から補てんをしながら管理

をしていく、ゆくゆくはそれだけお金がかかるんだったら公園をやめて閉鎖しようというような

考え方につながっていくような、そういうような気持ちがしてならないんです、今の町長のお考

えの進め方では。 

 それでは、とてもじゃないですけども、住民は認めていくわけにはいかないというふうに、私

は感じております。なかなかそこのところまでは答弁をされません。 

 それから、指定管理料の違いについても、利用者の数の違いについても、この指定管理料が、

今はそれだけのものをしながら１,２００万円ぐらいのその指定管理料で維持管理されます。一

方では、そうでもない利用者も少ない、そういうところで１,０００万円の指定管理料もやっぱ

り出していこうとされる。その違いについての説明というのはいただいていないんですが、そこ

についてはどのように判断をされているんでしょうか。 

○町長（日髙 政勝君）   

 白男川の場合、新しい、先ほど申しました、今まで町外に行っているスポーツの合宿の受け入

れとしていきたいということと、また北部地域の、そういった白男川を中心とした活動の拠点と

いうんですかね、いわゆる少子高齢化がどんどん進んでおりますので、そういう村づくりの活性

化のために小さな拠点というんですかね、そういうことを手がけていきたいということで、新た

な取り組みとしてやっていきたいという思いがございます。 

 町内のいろんな公共施設の中でも、やっぱり見直しをして、廃止をしたり民間譲渡をしたり、

一方ではそういうこともやってきているわけですね、行政改革をしっかりやりなさいと。いろい

ろ皆さんのほうからも御提言をいただいているもんですから、限られた財源の中でどうやってい

くかということでやっております。 

 一方ではそういうこともしながら、非常に町民の本当に皆さん方の安定した暮らしというんで

すかね、そういうまちに対する誇りというのをつくっていく必要もあるというようなことでござ

います。 

 非常にそれぞれ個別に確保されてもあれですけれども、とにかくまち全体のいろんなことを考

えながら、総合的にいろんなことを進めていく必要がございますので、個別にされても難しいと

ころがありますが、一方では公共施設については当然として年数を経ちますと、いろんなこの営

繕経費も出ますので、それについてはまた必要なところはしていく、また場合によっては、非常

に難しい判断をせざるを得ないという問題も出てくるわけでございます。 

 非常にその辺のところをまた見きわめるということも、一つは大変なことでありますけども、

そこはまた御理解をいただくところは御理解をいただかなければならないというふうに考えてお

ります。 

○米丸 文武議員   

 合併をしまして１３年なりますけれども、合併して中心部に町営住宅もどんどん建設し、周辺

部の住宅は老朽化とともに廃止をしている。いろんな学校も今度は子供たちのいろんな教育の関

係もありますけれども、統合して学校も閉鎖をしている。いろんなことが今、出てきているわけ

ですよね。そしてまた、ここへ持ってきて、本当に町内であれだけのいろんな施設の整った公園

というのはないんですよ、さつま町に。それを、そんな施設を簡単に、白男川の場合は地域の拠

点としてやりたい、一方では、それぐらいして整備されてきて整った、要するに環境の中の施設
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を、財政的に大変だということは理解しますが、そう町長の執行権者としての考え方でという発

言もありましたけれども、そう簡単に私はこれを廃止の方向へ進むような判断というのは、本当

に残念でないわけでございますが、これは町長に対して本当に、先ほども言いましたけれども、

まちの今後の発展、それから交流人口の２００万人を目指すと言いながらでも、この７万人の方

が利用される、その半数以上の利用の方が少なくなっていく可能性というのも多いわけでござい

ますので、そこいらのことについても、一方では白男川でそうしながら、一方では今まで来てい

ただいた人も利用しないような、そういうような形を選択されるというのはどうしても納得がい

かないというふうに、私は感じております。 

 次の質問をさせていただきます。温泉施設を含めまして、地域では日常的に住民が朝であった

り仕事上がりであったり、この温泉施設も利用させていただいておりまして、健康の増進につな

がり、またいろいろな年配の方々の楽しみもしていただいておりますし、また地域のいろんなグ

ループの方々も利用をされているというような状況でございますが、この温泉施設が利用できな

くなるわけですよね。そうすると、地域のコミュニティーというものも、またそういう施設を利

用しながら気分転換を図り、あすからまた頑張っていこうというような、そういうものも受けら

れなくなるということは、本当に地域住民にとっては不便と同時に行政サービスの低下につなが

るというふうに私は判断しますよ。ですから、私は住民の立場に立ってこれは考えていただくべ

きだろうというふうに思うんです。 

 先ほども申し上げましたけども、先般、町長は執行権者としてこの判断をしたという発言がご

ざいました。町の主役は住民ではないんですか。住民の皆さんが状況を説明して、皆さんの意見

をしっかりと聞き、聞いていくのも大切なことではないんですか。住民理解の上で判断されるべ

き事柄ではないかなと、私はそう思うんですが、町長のお考えをお伺いしたいと思うんです。 

○町長（日髙 政勝君）   

 行政の執行の責任者等も私にいろいろ与えておられますけれども、第一段階としては、私の考

え、どうするかということなんですよね。是か非か、それをまた議会にお諮りしたり、あるいは

住民の皆さん方にお諮りをして、最終的にいろいろこの、あとあとまた条例が、今の形でいけば

温泉の関係については、またお諮りして、最終的な判断というのはまた議会のほうにお願いをさ

れることになるかとは思いますけれども、今の段階、最初の段階の決断は、私が苦渋の選択をせ

ざるを得ませんでしたという、今その段階でありますので、ここについては、いろんな場面も出

てくるかと思っております。このケースに限らず、第一段階はこういうことを、前に進むか、な

らやめるかといういろんなケースもありますが、そこを今やっているところでございます。 

 今後、最終的にはまた温泉施設の活用について、条例にうたってあったかどうか、規則はどう

か判りませんが、そこについてはまたお諮りしながら、最終判断をまた仰ぐことになろうかと思

っておりますし、また指定管理者の関係とか、あるいはまた住民の皆さん方の御意見というのを

説明をしながら、またどういう対応をしていくかですけど、今の段階で、段階的には今、私の判

断としてはそういう方向でいきたいと、今申し上げているところであります。 

 住民の皆さん方にも当然この先ほどからも申し上げますとおり、非常に熱い思いでつくられた

施設でありますので、関係の皆さん方にはやっぱり説明が大事だろうということで、この前も御

指摘いただきましたので、早速求名、中津川、永野の館長の皆さん方にはこういう状況ですと、

こういう判断を今のところ私はしておりますけれども、今後またいろんな指定管理者の話とか、

あるいは議会のことやらいろいろお話をしてまいりたいと思っておりますことは申し上げており

ますが、今のところ、過去のいろんな状況から、そしてまた、今後の将来的なこのことを考えて、

今こういう方向に出しているということでお示しをしているところでございます。 
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○米丸 文武議員   

 公民館長等に連絡をして、また住民の皆さんのお考えも確認をしたいということでございます

ので、ぜひ早急にこれはそのように説明をしっかりとして、住民の皆さんの意見というものを確

認をして尊重をしていただきたいというふうに思います。 

 ４番目にお伺いしますけれども、現在の指定管理者についてでございますが、この温泉施設を

要するに利用しないとなると、契約条項に変更が生じることになるわけでございます。温泉施設

を利用することで施設全体の利用客減少につながり、当然売り上げ収入に大きく影響するわけで

ございますが、残り契約２年の補償をどのように町長としては考えるのか。契約解除となるよう

なことも想定されているのか。残りの多くの施設の今後の活用や維持管理で契約変更後は収入は

減少するので、指定管理料も相当増額となるのではないかとも思われるわけでございます。 

 そのような問題がたくさん出てくると思うんですが、これらの点については現段階での町長も

お考えをお伺いしたいというふうに思います。 

○町長（日髙 政勝君）   

 当然として指定管理者が今お受けになっているわけでありますので、こういう温泉のポンプが

停止をしたということについては、事務の、いわゆる指定管理者のところからも直接、社長のほ

うには連絡がいっているようでありますし、私どものほうからも社長のほうにはおつなぎをいた

しております。それでまた、私も直接お電話でこういう状態になりましたと、町としての考え方

はこうですということで、一応はお伝えをしてありますが、一応議会とかそういう皆様方との方

向も思いながら、また社長とは時期を見て、早い機会に今後のことも協議をさせていただきたい

ということで申し述べをしてございます。 

 具体的に今後の取り扱いについては、今のところはもう決まっておりません。こちらの考え方

を今伝えているだけでございまして、今後、機会を見て、ああいう機会に今後の取り扱いについ

ては協議をしていきたいと思うところでございます。 

○米丸 文武議員   

 一方では温泉施設は利用を中止したいといいながら、この指定管理については補償とかそうい

うような今後の契約条項が変更になってきた場合の、そういうことについては先方のほうとも話

をしないと考えていない。 

 しかし、これは当然指定管理者としては、あと２年間の収入というものに影響するわけですか

ら、その補償をするような考えまでしっかりと持った上で、その話は持っていかれないと、それ

がないと、要求されてから考えますということは、やはり利用はしなくなっていく上に維持管理

に対して、また補償に対して財政の出動というものを考えなきゃならないんじゃないですか。 

 そのようなことのマイナスの要素というのは、こうすることによってまだ出てくるということ

も相当考えられた上での結論でないと、私はおかしいのかなというふうに思うんですが。そのよ

うなことについては、今から話しをあってというような答弁のようでございますが、もう一度、

確認をさせてください。 

○町長（日髙 政勝君）   

 先ほど３項目についての考え方を伝えてありますけれども、今までの経営状況を見たとき、例

えば、指定管理期間のほうもあと２年半ですかね、残っておりますけれども、これを３月の

３１日までに温泉のほうは、町としては更新については非常に厳しいということも訴えしてござ

いますが、その後については、急にということになるとまた利用者の方の影響はありますし、そ

ういう働く方もいらっしゃいますので、そういう年度末をもってということで、向こうにもお伝

えしてありますが、そうなりますと、やはり温泉が出なくなると沸かし湯という対応も当然出て
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くるわけでありますので、その辺のところのことについては、新たにまた補正の財源ということ

も出てくるかと思いますので、その時点でまた議会のほうにはお願いしたいわけでありますけれ

ども、ただ、今までの経営状況を見たとき、将来、まだ全くこの指定期間は残っておりますけど

も、そこをどうされるか、あとの２年について引き受けてやられる意思があるのか。そこの補償

と言われたときの、まだ全くこう予定の期間だけであって、こういう温泉がなくなったときに、

継続してやられる意思があるのかという問題があります。 

 どうしても指定管理期間中はやっていきたいという思いなのかというのを確認する必要がある

かと思っております。その上で、まだ来年度以降についての支出は全くないわけでありますので、

それをなら補てんをするかという問題も出てくるわけです。その辺は今後の話し合いの状況だと

思っております。 

○米丸 文武議員   

 どうも私は本当にこの町長の今のお話をお伺いしておりまして、指定管理者は５年間という指

定管理の契約があったからそれなりの努力もされ、いろんなことも取り組んでこられました。こ

れが今回のこれがした場合にどういうふうに判断されるか判らないということは、あそこの公園

は誰がもし入るというようなことで、しられないときには、どういう形であとの施設の管理運営

は誰がされていくんですか。あそこで今働いている地元の方々の雇用というのはどういうふうに

なっていくんですか。 

 いろんなことを閉鎖したり減少することによって影響が出てくるんですよね。そこいらまでや

はり町長と一緒に私は考えた上での判断をするべきである。だから、今回の場合のこの閉鎖とい

うようなこと、施設の閉鎖ですね。一部分の温泉の閉鎖というのは、そういう大きな問題を抱え

た一つの施設であるということです。 

 ですから、いろんな財政的な負担もかかるだろうけれども、また掘削をするなり、するぐらい

の気持ちで更新を私はされて、お互いが、それは当然の掘削をして温泉が出るまでの間は燃料費

等もかかるでしょうけれども、いろんな観光客の減少にもつながらないようにできるだけ努力を

指定管理者ともしていただきながら、その後の、要するにいろんな客の導入も、指定管理者も一

番初めの契約の段階では、いろいろプレゼンテーションもされておりました。そのプレゼンテー

ションが実際にどこまで映ってきているのか、私はこの間、前のときの質問で聞きましたけれど

も、実績もちょっと表れていないようではございますけれども、もっとそこいらにも力を入れて、

収入を得ながら維持をしていくということは、私は実に必要だろうと思います。 

 今の指定管理の問題についても、当然、現在の管理者については５年間の契約でそれなりの設

備もされてきたでしょうし、ですから、そこいらのことの補償というようなものが出てきた場合

に、それぐらいの覚悟というのを本当にしていきますよというのを町長がおっしゃるんであれば

ですが、いろんなものがありますので、そこいらのところを本当に私は検討されていないような

感じでございます。 

 もう少し今度は相手方になったときにどうするのかなということも考えながら決断をしていた

だきたいというふうに思います。 

 時間があと少ししかございませんので、最後に私の本当にこの思いをもう一度申し上げますけ

れども、最後に温泉施設の利用する、使用を中止した場合の観光客や入浴できない宿泊施設は利

用者が激減して当然売り上げ収入も減少することは避けられないんですよね。あとの施設の維持

管理がまた大きな課題として残ってくるわけでございます。 

 財政負担になりますけれども、ＤＭＯのやさしいまち代表も観音滝公園に大きな魅力を感じて

いると。今後、曽木の滝の公園とも連携をしながら交流人口の増加を図りたいというような、こ
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のような言葉もありました。 

 今後の公園全体の生かし方を考えながら、新たに掘削をして、温泉施設の利用を図りながら収

入を確保して、地域住民の福利厚生、それからキャンプ場、ログハウス、グラウンドゴルフ、い

ろんな施設がございますが、この施設をやはり維持管理、修理もかかるでしょうが、収入を得な

がら、これをしていくべきではなかろうかと思いますし、またあそこの環境としましては、モミ

ジも本当にきれいでしたが、清らかな川や滝など自然環境を生かした多くの観光客などの交流人

口を確保することを目指しながら、私はあそこを存続していくということを、町長に本当に望み

たいというふうに思っておりますが、全くこれに対する町長の考えはないのかどうか。その点に

ついてお答えいただきまして、私の質問を終わりたいと思います。 

○町長（日髙 政勝君）   

 この観音滝については、本当に熱い思いでつくられたわけでありますし、そのことは十分理解

し、そしてまた、先ほどから申し上げておりますとおり、それなりの目的をやっぱり果たされて

きているというふうに考えております。ただ、今後、今までのような形でそのまま継続というこ

とになると、非常に課題が多いなというようなことを申し上げているわけでございまして、もう

あそこを全部廃止するとかそういうことは全く考えていないわけでありますので、まだ下のほう

の施設もありますし、そしてまた、川を生かした、あるいはキャンプを生かした利用の仕方等い

ろいろあるわけでありますので、今回は温泉の部門についてはそのような形でもっていきたいと

は思いますけれども、そこはまた指定管理者の考え方とか、あるいはまた住民の皆様方もとかい

ろいろあるようでございますが、そういうことの意見も含めながらということでありますけど、

今の段階では私はそういう判断をしているというようなことで説明をしているわけでございます

ので、今後の状況を踏まえながら対応していきたいと思っておりますので、またその段階ごとに

また御報告しながら、また議会のほうからもいろいろ貴重な御意見をいただければありがたいと

思っております。 

○議長（平八重光輝議員）   

 以上で、米丸文武議員の質問を終わります。 

 次は、９番、朝倉満男議員の発言を許します。 

〔朝倉 満男議員登壇〕 

○朝倉 満男議員   

 さきに通告いたしました心豊かな健やかな体を育む教育の推進について、教育長に質問いたし

ます。 

 ここで文献を読み上げます。 

 心の教育とはどういうことかといいますと、小さな子供はまたよく謝っているじゃないかと怒

る。相手はコミュニケーションができていない子供である。自分中心なのである。謝るというこ

とまでの時間の経過がない。おそらくこの子の親は何か子供が悪気すると謝りなさいと言ってい

るのである。こういう母親は上下関係をつくりたいのである。こういう母親は威張っているけれ

ども、周囲が気になるタイプである。つまり、心がふれ合う関係がつくれない。こういう母親も

上下関係をつくりたいが同時に平等が心のふれ合いと思っている。父親も子供もない。けじめは

ない。要するに心のふれ合いといいながらも周囲の人に無関心なだけである。謝るとはどういう

ことであろうか。相手の大切なものを壊してしまったとする。ああ申しわけないと思う。どうし

たらいいだろうと、新しいものを買おうかと考える。どのような方法で償えるかを考える。そこ

でとにかく謝っておこうということで、ごめんなさいとか申しわけないと謝る。自分のしてしま

ったことに対して相手のことを考えるから、悪いのと謝ればいいでしょうということで悪いのと
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は違う。謝ることを教えるのが心の教育ではなく謝るに至る心の過程を教えるのが真の教育であ

る。その真の過程に相手の現実が出てくる。そして、謝るとは相手の立場をほめるということで

ある。ごめんなさいと謝れたことで傷ついた心がいやされる。この時期に謝ったということだけ

教えるのは心の教育である。つまり、人間には心がある。人間はものではないと理解する側であ

る。ごめんなさいと謝っても相手の傷ついた感情が込められないなら謝ったことにはならない。

これを理解させるのが心の教育である。謝るべきだったから謝ったというのではなく、おそらく

相手の傷ついた心は癒されないだろう。謝るべきという模範意識から謝ったというのではなく、

謝る側にも心がない。その心を気づけたら１日２日おいてから謝ったほうがいいかなと考えるこ

とが自然である。そうした謝り方を教えるのが真の心である。なぜそうしたほうがいいのかとい

う理由を説明するのは真の心である。もともと子供は素直な心を持っている。その心で社会に接

することを教えるのである。素直な心があれば人を傷づけたときに心から謝る。素直さを教えな

いで謝りなさいとは心とは関係ないと記されております。 

 次に、いじめやすい子供の特徴として、気の弱い子、目立つ子、まじめ過ぎる子、みんなと同

じことができない子などが考えられます。親の育て方によっていじめやすい子供になることも、

いじめられている子が発する際に、いじめられている子供から脱するための対策の６つとして、

まず、体を鍛える、学校の先生に相談をする、クラスの中心人物に助けを求める、子供を転校さ

せる、その場で抵抗、反撃を見る、保護者が反攻の後押しをすることも必要、この６つの項目が

挙げられております。 

 痛ましい事件が相次ぐ昨今ですが、１番目に、当さつま町では、豊かな心を育むために心の教

育の充実にどのように取り組んでいるのかをお聞きします。また、２番目に、いじめ防止のため

児童生徒への対応をどのように行っているのか、教育長にお伺いいたします。 

 １回目の質問を終わります。 

〔朝倉 満男議員降壇〕 

〔教育長 原園 修二君登壇〕 

○教育長（原園 修二君）   

 朝倉満男議員から、豊かな心と健やかな体を育む教育の推進についての御質問をいただきまし

たので、お答えさせていただきます。 

 お話をお聞きしながら、心に届く道徳教育というようなことを言っていらっしゃったというふ

うに思っています。初めに、心の教育の推進につきましては、本町といたしましては４つの観点

からの取り組みを進めておりまして、１つ目は、道徳の授業の充実、２つ目に、体験活動の促進、

３つ目に、読書活動の充実、４点目に、人権教育の充実、この４点から取り組みを進めていると

ころであります。 

 １点目の道徳教育の充実につきましては、新しい学習指導要領により道徳が特別の教科、道徳

になったということを受けました。これまで道徳は国語、算数、数学などの教科とは別に領域と

いう扱いをしておりました。それが特別の教科、道徳というふうになったことを受けまして、道

徳的な課題につきまして、これまで以上に児童生徒が自分自身の問題として考え、議論しながら

道徳的な価値について理解を深めていく事業への転換を図りつつ、事業実践に努めてもらうよう

に学校を指導しているところであります。 

 ２点目の体験活動の促進についてですが、これは、道徳の授業で学んだことを実際の体験を通

してより一層理解を深めることをねらいとしております。各学校では、集団宿泊活動、自然体験

活動、それから清掃活動やボランティア活動、地域の伝統芸能など地域行事への参加、農業体験、

職業体験などさまざまな体験活動を取り入れております。 
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 こういう体験活動を通した中で、例えば、我慢することの大切さであるとか、協力することで

あるとか、友達に思いやりをかける、思いやりを持つということであるとか、生命を尊重すると、

あるいは公共の精神、こういったものなどの大切さというものを体験を通した中で実感として感

じ、これからの生活に生かしていこうとするものでありまして、体験活動を通した心の教育の充

実ということは、義務教育段階の児童生徒にとりましては、今後ますます重要になってくるだろ

うと考えております。 

 ３点目は、読書活動の充実です。物語を読んで登場人物の気持ちを理解することは他者への共

感的な理解につながります。また、偉人伝などを読んで憧れを持つことは目標に向かって努力す

るということにもつながることなどが期待されます。 

 読書は心の教育の充実にとっては極めて有効であるというふうに考えております。町の教育委

員会では、小学校、中学校、各学年ごとにさつま読書の勧めという推薦図書を選定しておりまし

て、推薦図書を読破した児童生徒には読破賞を授与したり積極的な読書活動を行っている児童生

徒にはさつまっ子読書奨励賞を贈呈するなどして読書に親しむ機会の充実に努めております。 

 ４点目の人権教育の充実ですが、これは、自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること、

これを目指しておりまして、このような人権意識が高まることはいじめの防止にもつながるもの

と考えています。そのために各学校では、自尊感情を育成するための活動、自尊感情といいまし

て、自分はだめだとか、自分は邪魔な人間だとかほかの人に邪魔な存在だということではなくて、

自分は必要とされている人間なんだと、自信を持って、自分も相手も大切にする、そういった自

尊感情、自己肯定感を育成するための活動、それから、コミュニケーションを円滑にするための

人間関係づくりを促す活動、こういったものを工夫したり、人権週間を設定して人権に関する作

文や人権標語、人権ポスターの作成に取り組んだり人権フェスティバルに参加したりして豊かな

人権感覚の育成に努めております。 

 このほかに教職員については、道徳課の授業に関する研修会を実施したり人権教育に関する教

育講演会を開催したりして心の教育の充実に取り組んでいるところであります。 

 次に、いじめ防止のための児童生徒への対応についてでありますが、本件では、いじめ防止の

ための基本的な考え方として、いじめはいつでもどこでも誰にでも起こり得る可能性があると考

え、各学校においては、学校いじめ防止基本方針というものを策定し、いじめを１件でも多く発

見し、それらを解消すると、そういう学校こそが家庭や地域から信頼される学校であるという認

識に立って学校教育活動を行うよう指導しております。 

 また、いじめ防止に向けて取り組んでいることとしては、１つ目は、いじめ問題を考える週間

を設定したり、毎月５日、ちょうどおとといのこととなりますが、５日の日をいじめ問題を考え

る日というふうに設定して、各学校において取り組んでいること、実施していることなどの取り

組みを進める。２つ目に、町内の全ての学校を対象にいじめ問題の実態調査を年に２回実施する

ことにして、いじめの早期発見や解消に向けて取り組んでいる。３つ目としましては、関係機関

との連携の推進を図っていること、これらの３つを重点においていじめ防止に向けて取り組んで

おります。 

 １点目のいじめ問題を考える週間につきましては、先ほども述べましたけれども、道徳の授業

について、学期初めに道徳や学級活動において、いじめ問題、命の大切さを取り上げるようにし

ております。毎月５日のいじめ問題を考える日については、教育相談を実施したり全校朝会にお

いて校長先生の話を行ったり、みんなで遊ぶ日というものを設定したりしております。いずれに

しましても、いずれの学校においても豊かな心の教育や自尊心の醸成を行うよう指導しておりま

す。 
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 ２点目のいじめ実態調査では、９月と１月に町内全小中学校でアンケートを実施して、そこで

児童生徒から出てきたことを確認し、積極的にいじめとして認知をし、１件でも多く解決するよ

うにしております。かつて、いじめが社会問題になる以前もいじめ問題調査というのがあったん

ですが、その当時は、学校からいじめの件数が多くあったということを挙げることが、その学校

の取り組みが悪い、その学校の評価を下げるような、そういう受けとめ方がありましたが、最近

では１件でも多く発見し、１件でも多く解決すると、こういう考え方が広く浸透してきておりま

す。 

 今年度９月に実施しましたいじめ実態調査では、いじめを認知した学校は３小学校４中学校で

ございます。また、認知件数は小学校２２件、中学校６１件となっており、挙がってきた事例に

ついては児童生徒に面談等を行い事実確認をした上でその解決を目指しております。いじめにつ

きましては、単に謝罪を持って安易に解消したり、すぐに解決した事案についても解消したとす

るのではなく、少なくとも３カ月間は経過観察を行っており、３カ月を目安にしていじめに係る

行為が確認できない場合をもって解消というふうにしております。 

 また、学校外においても、いじめ問題に係る情報収集を保護者や地域からも積極的に行い、例

えば、学校評議委員会でも評議委員に呼びかけ、学校では気づかない部分からの情報提供にも呼

びかけております。認知件数がゼロであると、報告があった学校においても本当にゼロなんです

かと、再度確認をするように指導をしております。 

 ３点目の関係機関等の連携につきましては、本町には教育相談員が１名、スクールソーシャル

ワーカー２名を設置しており、町の教育相談委員は主に４中学校に派遣して生徒の様子を観察し

たり、悩み事等に関して教育相談を行ったりしています。スクールソーシャルワーカーは不登校

やいじめ、非行、児童虐待など、生徒指導上の問題傾向等へ対応するため、児童生徒や保護者等

の面談を行ったりする中で、児童生徒がおかれたさまざまな環境へ働きかけを行っております。 

 どちらも学校との連携の中で、いじめのみならず、学校への不適応や悩みを抱えている児童生

徒の教育相談や保護者の家庭訪問等を実施して、その解決を図っております。 

 また、本町には適用指導教室がありまして、「さつまる～ム」と称しておりますが、通級して

いる児童生徒の学校復帰を目指して、これも指導をしているところであります。 

〔教育長 原園 修二日君降壇〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 ここでしばらく休憩します。再開はおおむね午後２時５０分といたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

休憩 午後２時３７分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午後２時４７分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（平八重光輝議員）   

 お知らせしました時刻より、少し早いですけど全員お揃いですので、休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

○朝倉 満男議員   

 今、文科省では、１日１年３５時間、道徳教育時間にするようなされていると思うのですが、

それで時間的に足りているのか、どうお考えなのかお聞かせください。 

○教育長（原園 修二君）   

 年間３５時間と言いますと、週１時間ずつを道徳の時間に充てているということになっており
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ます。これあくまでも教室の中での、失礼しました。年間３５時間は、週１時間ずつの道徳の授

業であります。 

 主に教室の中でテキストを使ったり、資料映像を使ったりして、そういった道徳の学習をする

時間でありますので、実際は、道徳教育というのは、全教育活動を通じて行うものというふうに

捉えております。 

 ですから、朝登校して挨拶をしたり、掃除の時間であったりと、また全ての時間が全て道徳教

育の範囲に入るというふうに考えておりまして、その中で週１時間の年間３５時間、特設して道

徳に焦点を当てて授業する、勉強するという時間でありますので、当然のことながら、その時間

だけで全てをカバーしているというふうには、考えていないところであります。 

○朝倉 満男議員   

 常日ごろから考えているんですけれども、幾ら頭がよくても道徳心に欠ける児童生徒であって

はならないと私は常日ごろから思っております。 

 読書をすることによって、情緒豊かな子どもを育てることになるかと思うのですけれども、先

ほど読書活動の充実と教育長がおっしゃっておりましたけれども、どうすれば子どもたちが本を

読むようになるのか、どうお考えなのかお聞かせください。 

○教育長（原園 修二君）   

 道徳教育の中においての読書活動が非常に有効であるというのは、やはり先ほど申し上げたと

おり、相手に人物の気持ちに寄り添っていくというようなことや、それから、とても自分はでき

ないけど、こういうふうになれたらいいなと思うような目標、憧れるようなそういった人物が登

場すれば、やはりそれに向かっていくと思うのです。 

 それから、読書をどういうふうにして啓発するかということなのですが、ここの場合は、どち

らかと言いますと、道徳教育と読書ということではなくて、読書全般についてということでお話

しますと、現在、これは読書指導とよく言って、本を読みなさいと言いますけど、これなかなか

実際は難しいことでありまして、推薦図書を設けて、これを読みなさいというような指導をして

も、なかなか今の実態として、子どもたちが読みたい本と、私たちが読ませたい本というのは、

多少ずれて行きます。その方向をどうやって埋めていくかということが必要だろうというふうに

考えています。 

 やはり、子どもの発達、年齢に即して、よく理解できる。そして、なおかつ自分と同年齢より、

少し上ぐらいの登場人物が出てくるものが憧れとか、私たちの子どもの時期から考えてみまして

も、近所にいる、あるいは地域にいるお兄さん、お姉さん、そういった人たちとか、あんなふう

になりたいなというものは憧れを持つものでしたが、そういったような人物が登場するというも

のについては、非常に子どもたちは積極的に読んでいくように、下の子どもでも構わないのです

が、童話とか、そういったものは、またそれなりのよさがありますが、この学校教育の中で取り

扱う児童、生徒に対しての読書活動どういうものが適当かということを考えると、やはり等身大

にやや近い、もう少しちょっと上ぐらいのそういった人物が登場するものが子どもたちには一番

理解が得られやすくて、そして読書に集中していけるのではないかと思います。そういった本を

やはり選んでいくことが必要だと思います。 

 学校図書館等も今、充実をしてきておりますが、なかなかかつてのように先生も読んだことが

あったものを子どもが読むとか、大人が読んだものを子どもが読む。両方とも読むということは、

今、なかなか成立しなくて、どんどん本が出てきますので、どちらかと言うと大人は内容をよく

知らないけれども、本はあるというふうな状況がありますので、どういうようなものが好まれて、

どういう本が出版されて、どういうものがどういう内容であるかということは、かなりこちらの
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ほうがよく理解しておかないと、読書指導というのは非常に難しいというふうに思います。 

 そういった難しさを踏まえながら、先ほど申し上げたように、等身大に近いものを選んで勧め

るように、そういったことに心がけているところでございます。 

○朝倉 満男議員   

 子どもの心は、ガラスのようなものだと思います。いじめによって、尊い子どもの命が絶たれ

る事件が続いております。重ねて申しますが、日ごろから学校と家庭でどのようなことをすれば、

いじめが少なくなるのか、先ほどお答えいただきましたけれど、重ねてお聞かせください。 

○教育長（原園 修二君）   

 いじめ防止のための対応ということについては、先ほど申し上げましたが、そういうことを着

実にこれに取り組んでいくということが、一番効果的であろうと思うのですが、基本的なところ

としまして、道徳の授業のお話を先ほどいたしましたけれども、道徳の授業とかそういったもの

がいじめ防止には、非常に大きな役割を果たしているというふうに考えております。 

 それから、道徳が特別な教科、領域から教科へ、言葉が悪いですが格上げになったような感じ

が若干するんですが、そのきっかけになったのは、平成２３年の大津中学校の中学２年生がいじ

められて自殺をしたと。昆虫を食べさせられたり、服を脱がされたりしていじめを受けて、自殺

をしたというのがあります。 

 あれを受けて、道徳を特別な教科道徳へというふうに上げてきたわけです。それまで、道徳教

育はやってきたわけですが、どうしても押しつけで、判り切ったことを教えているというような

批判などもありました。しかし、いじめにより自殺等があちこちで話題になったりしまして、学

校というところは、学校の教育というものは、いじめ問題とかそういったものにちゃんと向かい

合っていないのではないかなと、そういうような批判等もなされました。そのことによって、特

別な教科道徳という位置づけがなされてきたわけです。 

 ですから、私たち学校のほうでやるのは、「いじめは単によくないから、悪いことだからやめ

ろ」という、こういう指導も必要なんですけれども、やはりいじめを受けながらも、学校を休む

と、やっぱり親が心配するから、親に知られたくないからといって、我慢して行ったり、それか

ら行っていじめられても、何か冗談みたいに笑って受け流したり、非常につらい思いをしながら、

それでも笑ったりしながら、受け流したり、こういう気持ちなんだなというところまで、しっか

り下りていくような授業をしていかないと、本当の意味でいじめ問題というのは解決に行かない

のでは、表面的な解決にしか行かないのではないかということで、そういったところの授業を一

生懸命しようとしております。 

 そのことは、同じように家庭に対しても、やはりそのことを伝えていく必要があるなというふ

うに思っています。いじめ問題を考える週間とか、それから地域が育むかごしまの教育県民週間

ありましたけれども、行かれた方も多いわけですが、道徳の授業がかなりたくさん展開されたの

ではないかなと思います。いろいろなところで、保護者も一緒に道徳を考えて、いじめ問題など

も取り扱われたと思いますが、そういったことがなされるように、やはり学校と家庭が一緒にな

って子どもたちの倫理観とか、そういったものを育てていく。それはやはり連携が必要ですので、

学校と家庭がやはりばらばらで冒頭でお話になったような謝るという事例などが、全くかけ離れ

ている事例をお話になりましたけれども、ああいったことがないように溝を埋めていくという努

力がやはり必要だろうというふうに思っております。 

○朝倉 満男議員   

 今、お答えいただきましたけれども、学校と家庭で連携をとりまして、ぜひ、いじめが少しで

もなくなるように努めていただけるよう希望いたします。 
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 最後に、当さつま町の児童生徒が豊かな心と健やかな体を育む子どもになることを希望しまし

て、私の質問を終わります。 

○議長（平八重光輝議員）   

 以上で、朝倉満男議員の質問を終わります。 

 次は、３番、三浦広幸議員の発言を許します。 

〔三浦 広幸議員登壇〕 

○三浦 広幸議員   

 最後となりました。回答を期待しながら質問に入らさせていただきます。 

 間もなく、ことしも終わろうとしております。台風の直撃も流れ、特に大きな災害もなく、さ

つま町にとっては平穏無事な年となりそうであります。 

 また、中津川区では南日本文化賞農林水産のむらづくり全国３席、豊かなむらづくり九州ブロ

ック１席とトリプル受賞に輝き、他の模範となると同時にさつま町の名を広めてくれたことに敬

意を表します。 

 明けて３月２４日には、北薩横断道路の泊野きらら間４.２キロが開通と発表もなされており

ます。インフラ整備とあわせて、農村振興も着々と進められており、これらも執行部と議会が両

輪でしっかりと町民の声を受けとめ、頑張ってきた賜物であると考えているところであります。 

 それでは、通告に従い、外部からの応援支援体制と情報通信基盤整備についてお伺いいたしま

す。 

 本年みたいに大きな災害もないような年こそさらなる安心・安全社会構築のため、大災害等に

備えた周到な準備と訓練が必要であると日ごろから考えております。 

 そこでまず１点目でありますが、近年温暖化の影響で豪雨、大雨による大災害、地殻のひずみ

による大地震など人類社会の英知を超えた自然災害がたびたび発生しており、これをいかに最小

限に抑え、そしていかに早く復旧するかが大きな課題であります。本町では、大規模災害時応援

協定が２２件締結されていると聞いていますが、その主な概要と今後さらに拡充の予定について

お伺いいたします。 

 また、災害時だけでなく、住民の安心・安全な暮らしのため日ごろ外部からの支援体制として、

例えば高齢者見守りサービス事業や道路等の損傷報告などの支援協定もしくは登録がなされてい

ると思われますが、さつま町で何件あり、そしてその効果について伺います。 

 ２点目でございますが、条件不利地域の情報通信基盤整備であります。 

 ＮＴＴはＡＤＳＬサービスを光回線提供地区では、２０２３年１月末に終了と発表しておりま

す。ただ光回線未提供地区では、存続するとなっておりますが、ＡＤＳＬに関する部品製造も終

わる可能性があり、２０２３年１月の終了をもって未提供地域でのサービスも終わるとも予想さ

れております。 

 国としては、２０２０年オリンピック開催の年、２年後には５Ｇ５世代のサービスの実用化を

目指し、これに応えるように、ｄｏｃｏｍｏ、ａｕ、ソフトバンクなどのキャリア企業は

２０２０年のサービス提供を予定していると報道がなされております。５ＧにおけるＩｏＴとは、

今までパソコンやスマホのみで構成されていたインターネット社会に、家や職場、町中にあらゆ

るものを取り込み、お互いの情報や機能を中断することなくやりとりし、活用することによって

人間社会を豊かにするとされております。 

 きのうの新聞にも、ＮＴＴは５Ｇの導入を見据え大量のデータを瞬時に転送できる特性化した

遠隔医療や、ロボット操作の新技術を掲載しており、ＩｏＴ社会への準備が着々と進んでいると

実感をされます。条件不利地においては、農業関係における労働力不足解消、高齢者や幼児、児



- 67 - 

童の見守り、車の自動運転、車で移動可能な手術室、スマート農業、防災、廃校跡を利用した新

たなビジネスの創出など、地域課題解決や活性化のため前提となる情報通信基盤のための光ファ

イバー整備が不可欠であります。 

 そこで、今後の情報通信基盤の整備計画についてお伺いいたします。 

〔三浦 広幸議員降壇〕 

〔町長 日髙 政勝君登壇〕 

○町長（日髙 政勝君）   

 三浦広幸議員から２項目について御質問をいただきましたので、それぞれお答えをさせていた

だきます。 

 町では、災害が発生した際に、災害の程度や種類にもよりますが、行政単独での対応には限界

がございますので、そういうことに鑑みまして、民間の各種機関や団体など、外部からの応援を

いただいております。 

 そして、速やかでより円滑な復旧活動につなげるため、各種の応援協定を締結いたしていると

ころでございます。現在、町単独での応援協定につきましては、２２件の団体機関等の皆様に応

援をしていただくことにしております。この内訳につきましては、複合・包括的な案件もござい

ますので、一つに区分できないものもございますが、大まかに分類をいたしますと、一つは人的

支援、物的支援の分野で４件。物資供給分野で１件、公共土木施設等の分野で被害情報の収集と

か、伝達等でありますが、これが７件、それから情報提供の分野で４件、ライフラインの復旧の

分野で電気、ガス、水道でありますが３件、それから避難支援の分野で３件などとなっておりま

す。 

 また、このほかにも鹿児島県が締結しているものといたしまして、医療分野で７件、物資分野

で７件、住宅分野で５件、公共土木施設の分野で９件、広報分野で２件、し尿汚泥等の分野で

３件、情報提供分野で３件、救助救援関係で２件、その他車両排除等で２件が締結をいたしてお

ります。万が一の場合には、市町村への支援も受けられるということになっているところであり

ます。 

 今後の拡充予定についてでございますが、現在調整中のものもございますけれども、食料を含

めた物資調達あるいはこの復旧活動への支援など、御理解をいただける機関や団体などがござい

ましたら、できるだけ協力をお願いしようと考えております。 

 現在、調整中のものとしましては、県の石油商業組合のさつま支部、物資の供給分野でござい

ます。それから土地家屋調査士会の関係で住宅分野でございます。 

 それから生協、これも物資供給分野ということで、今、予定をいたしているところでございま

す。 

 次に、２点目の日常的な高齢者見守りサービス、道路危険箇所情報提供などを民間企業、ＮＰ

Ｏ等との応援支援協定及び登録件数と、そのほかについてでございます。まず、高齢者の見守り

に関してでありますが、日常的な高齢者の見守りにつきましては、地域での見守りに加えまして、

配達やメーター検診などで毎日、あるいは定期に各戸を訪問していただております事業所の協力

をいただいております。 

 登録事業者としましては、協力機関が５団体、協力事業所が新聞販売所や郵便局、ガス協会な

ど７事業所でございます。活動中に異変が気づいた件数としましては、平成２８年度１１件、

２９年度で７件となっております。特に高齢者に直接給食を手渡す福祉給食事業においては、ひ

とり暮らしの高齢者等の異変に気づいて、そういう救助の一環をなしていただいたというケース

が多くなってきております。 
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 続きまして、道路危険箇所情報提供に関してでありますが、日常的な情報提供としましては、

管内郵便局を対象とした１件がございます。こちらは通常時での情報提供として、郵便局から氏

名を上げられての記録はカウントしておりませんけれども、道路の異常の状況とか風倒木などの

危険性を確認されて、住民の皆さんや事業者から情報提供をいただく事例としまして、毎年数百

件ぐらい寄せられております。 

 道路情報に関しましては、日常的に皆さんが使用されますインフラでございますから、協定等

を締結していないまでも身につくような異常が確認された場合には、事業者等から連絡をいただ

くことは一般的に確認をされているところであります。このように、多種多様なこの御支援、御

協力のもとで幅広い情報提供をいただきまして、町民の安心・安全につながっていると考えてい

るところであります。 

 次に、条件不利地域の情報通信基盤の整備計画についてであります。２０２０年から第５世代

の移動通信システムと言われる５Ｇでありますが、サービス開始が予定をされております。こう

したサービス提供を受けるためのこの情報基盤についての整備計画であります。高速通信網ＡＤ

ＳＬなどについては、全国的に整備がされるということでございましたが、おおむね完了はした

とされる一方で、この技術革新は同時並行して進みまして、光通信網の整備による超高速通信網

から御案内のとおり、さらに次世代型の通信基盤の整備がなされているところであります。 

 町におきましては、これまでも光通信網の整備について、事業者でありますＮＴＴに整備に関

する要請を行ってきたところでございます。採算性のこの問題等から市街地地域の整備は除きま

して、町のほとんどのエリアでまだ未整備ということになっております。鹿児島県内におきまし

ては、どこの自治体でもこの同様な状況で整備が進められなかったということから、自治体単独

による整備が進められた団体もあるところであります。 

 しかし、こういった自治体のところでも、自治体単独での整備には莫大なこの経費を要すると

いうことでございますし、後々のこの整備後の維持管理経費も大きな課題でございまして、整備

には非常に慎重な団体が多いという点がございます。そこで、現在一般的に進められている手法

としまして、ＮＴＴ等の事業者に整備を依頼しまして、事業者へ整備費の一定割合を負担金で支

払うという負担金方式が今とられております。さつま町でも、これまで住民の皆さんから、光通

信網に対する強い要請がなされておりましたけれども、非常に大きな事業費を要すると、そして

後々の維持管理コストというのも相当なものになりますので、慎重にならざるを得なかったとこ

ろでございますが、今回そういったＮＴＴの負担金方式というのが出てまいりしたので、整備の

可能性について見出したところであります。 

 今後の予定でありますけれども、平成３１年度中に設計にあたります具体的な通信路網のこの

整備計画を策定して、できましたら、平成３２年度にでも工事に着手できたらというふうに考え

て、今、研究を進めているところであります。 

 工事に関しましては、電話交換局単位での整備となるようでございます。本町では、７交換局

のうち６交換局が未整備ということであります。負担金方式と申しましても、事業費はかなり大

きくなりますので、ほかの事業との調整というのは当然と出てまいるかと思いますので、３年か

ら４年かけての整備を見込んで、今、計画を進めているところでございます。 

〔町長 日髙 政勝君降壇〕 

○三浦 広幸議員   

 ちょっと順番は、後先になりますけれども、光ケーブルの件でちょっとまたお聞きしたいので

すが、３１年度に整備計画を立てて、３２年度から着手したいと、期間としては３年から４年か

けてやるということで回答をいただきました。 
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 あと地域が７つあって、そのうち６カ所が光の未整備地区ということでございますが、この整

備の優先度というか順番、そこら辺はどうお考えかお伺いいたします。 

○町長（日髙 政勝君）   

 まだ具体的な詰めはいたしておりませんけれども、これまで非常に要望の強いところが、いわ

ゆる宿泊施設のあるところです。やはりよそからお泊りになって、そういう通信網が整備をされ

ていなくて苦情と言うんですか、不満が出てきておるようであります。そういうところについて

は、宿泊者の関係が整備をされているところに流れていくというきらいもあるようでございます

ので、やはりそういうところは、やはり、流入を、顧客を図って、地域経済の振興を図るという

意味合いからも優先せざるを得ないのかなという感じを持っております。 

 特に、宮之城温泉地域とか、湯田の地域、それから紫尾温泉地域、鶴田地区があるかと思って

いるところです。ほかにありますけれども、今までもＡＤＳＬがどの程度入っているか、そうい

う調査も踏まえた上で、新しい加入がないと、またＮＴＴとしてもありますし、事業費の関係、

そしてまた町の負担ということも出てまいりますので、やっぱり加入者数が増えていくというこ

とが必要になってくるかと思っているところであります。 

○三浦 広幸議員   

 おっしゃるとおり、観光地、観光振興が大きな一つのあれになりますから、そこは当然だと思

いますが、当然その進めるにあたっては、負担金方式ということでありますけれども、町村会の

ほうからも県とか、国、負担金方式であれば、ＮＴＴさんがということでございますけれども、

負担がどのぐらいになるか判りませんけど、その負担に対する補助創設の要望がなされておりま

すが、そこら辺については、何かこう明るい見通しとかいうのはあるのでしょうか。 

○総務課長（﨑野 裕二君）   

 光ケーブル等の通信網の整備につきまして、補助制度の関係についてでありますが、これまで

も町村会等を通じまして、施設整備にかかる財政負担のフォロー、あるいは維持管理費に対する

維持フォロー、そういったものについて要望がなされてきております。してきたところでござい

ます。整備に関しましては、平成３１年度事業を目途としまして、新たな補助整備を組み立てら

れているというふうに伺っているところであります。 

 ただ、今、研究中といいますか準備がなされたばかりで説明を聞いておりますと、繰越事業は

認めないということで伺っているところでありまして、事業費から想定しますと、当然、繰越し

が想定される事業でありますので、なかなかこの直接この補助金が気軽に使えるような状態では

ないというようなことで、全国の自治体からは、もう少しこの緩やかな条件のもとで使えるよう

な補助制度にしてほしいというような要望が、また逆に担当の部署から出されているというふう

に伺っているところであります。 

○三浦 広幸議員   

 補助金の見通しも単年度でということは、非常に厳しいところがあるようでございますが、ぜ

ひ、そこは地方の実情をもう１回要望して、何とか複数年度でもできるようにお願いしたいとい

うふうに、それができることによって、例えば、観光地が先でしょうけど、早く整備ができると

いうことになります。 

 先ほど申しました２０２３年、あと５年です。光未提供地域では、まだＡＤＳＬ回線を存続す

るということになっておりますが、どうしても部品というか、そういうもんの製造がもうほぼ滞

るというようなことになれば、ＡＤＳＬも使えなくなるわけでございますから、そこら辺の補助

金の国、県に対する要望も含めて、早く手を打っていただきたいと思っております。 

 それと、先ほど総務課長がちょっと回答の中でおっしゃったんですけど、負担金方式で整備し
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た後の維持管理です。光回線の維持管理、それは例えば負担金方式であれば、例えばＮＴＴであ

ればＮＴＴが行うということになるわけですか。 

○総務課長（﨑野 裕二君）   

 先ほど、町長が答弁で述べられましたとおり、一部なかなか整備が進まなかったということで、

自治体単独で整備をなされたところがあります。こうしたところは、その市町村の資産というこ

とになりますので、そういった自治体については、維持管理も自分たちでせざるを得ないという

ことが通常のルールでございます。 

 今、申し上げております負担金方式につきましては、あくまでもその事業者にお願いして整備

をしていただきますので、維持管理も当然一部負担はあるかもしれませんけれども、基本的には

その事業者に持っていただくというのを想定しているところであります。 

 ただ、今後の負担金の配分とかそういったものは、まだ詳しいところはわかっておりませんの

で、今、今後の研究材料でございます。 

○三浦 広幸議員   

 光回線もやっと実現の芽が見えてきて、今まで先輩議員も何回かおっしゃいましたけど、町長

としても、やりたいことは山ほどあるということでお察しいたしますけれども、先ほど言いまし

たとおり、ＩｏＴが情報基盤の整備というのは、道路整備には申しわけないんですけども、物す

ごいスピードで広がっていきますから、ぜひ、ほかにもあるかもしれませんけど、その情報基盤

の整備を優先していただきたいと。そのことによって、質問でも申し上げましたけれども、人不

足とかいろいろなことが解決するということになっておりますので、ぜひ、整備を補助金も含め

てで三、四年じゃなくても、もう２年ぐらいで済ますという意気込みで頑張っていただきたいと

思っております。 

 次が、災害時の協定、あるいは日常の協定がございますけれども、先般、所管事務調査に行き

ましたところ、そこの佐用町というところでした。大災害を受けて、いろいろな学識経験者の方

からいろんな提言を受けたと、その中で、こういう例えば、減災、後の後始末、あるいはそのと

きの対応、少しでもそういう協定、助けてくれる人、応援をしてくれる人、こういう平時のとき

に確保しなさいと。拡充しないさいというようなことがありまして、当然のことでございますけ

れども、例えば、我々が検索しておりますヤフー、グーグル、情報発信に関する協定、それから

アクセス道路が途絶して、人家がある、あるいは被害状況がわからないと、無人航空機ドローン

の運用に関する協定。 

 それから、避難場所というのがありますけど、避難場所はあくまでも臨時的なところであり、

空き家というかアパートを借りて、みなし仮設とする。宅地建物取引業協会とか、次は、被害を

受けられた方がいろんな罹災証明、そういうもんも書かないかん。そういう事務手続もあると、

行政書士会とか、いろいろ調べればあるわけでございますけれども、私もちょっと飲み物、例え

ば、コカコーラとかいろいろありますけれども、コカコーラの会社に電話してみました。 

 「さつま町は、そういう協定をしているのですか」と、「まだ、してない」と、そうすると飲

み物についても、自動販売機の災害対応型自動販売機というのがあるということで、そういう会

社としては、もう全県的になるべくそういう協定を結ぶように、あちこち回っているというよう

なことでございましたので、そういう門戸を広げている会社もあるわけでございますので、ぜひ、

そういうところを調べたらすぐ判ると思いますので、少しでもそういう拡充をやっていただきた

いと思っております。 

 それと、もう１件ですけれども、いろんな先ほど２２件とかおっしゃいまして、今からも拡充

予定があるということでございますが、この情報共有を図るために、例えば連絡調整会議とかそ
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ういうものがやっていらっしゃるものかどうか、お伺いいたします。 

○総務課長（﨑野 裕二君）   

 議員御指摘のとおり、協定の拡充につきましては、毎年度、見直しも含めて、ここ二、三年は

３件ないし４件程度毎年実施をしているところでございます。 

 先ほど、飲み物、ジュースの自動販売機の件ですけれども、町ということではなくて、たしか

社会福祉協議会かだったかと思いますけど、２基か、３基ぐらい導入されたんじゃないかなとい

うふうに、ちょっと記憶しております。私がちょっと記憶をしておりませんけど、あるような気

がしております。 

 それから、連絡調整会議というものでありますけれども、これにつきましては、具体的なメン

バーを寄せてということは、今のところは実施しておりませんけども、必要に応じて必要な部署

にはよっていただきながら協議をしているところでございます。 

○三浦 広幸議員   

 あと例えば、先ほどおっしゃいました日常的な協定の中で、平成２８年が１１件、それから

２９年が７件ということで町長のほうから回答がありましたけれども、例えば一般的な高齢者の

見守りです。これらも前の南日本新聞にも載っていましたけど、郵便局独自の有料の見守り事業

があるけれども低調であると。分析された結果、自治体の無料サービスが影響しているというよ

うなことでございました。 

 担当課長でもよろしいですけれども、実際郵便局の見守り事業というのは、何件ぐらいあるも

のか、ちょっとお教えいただければ。 

○高齢者支援課長（岩元 義治君）   

 見守り活動におきます異変の発見の件数ということであると思います。 

 平成２９年度で７件ということでありますが、具体的な見守り活動の内容としましては、各事

業者のそれぞれの事業活動の最中に、何か異変に気づいた場合に、関係機関への連絡、通報をお

願いしているところでございます。 

 例えば、新聞や郵便物が数日分たまっているとか、雨がふるのに洗濯物が干したままであるな

どのいろいろありますが、実際には、本人の体調が悪い、苦しんでおられた、あるいは倒れてお

られたなどの直接的な発見が多くなっているようであります。 

 一方で、今、言われましたように、特に近年では、地域における見守り活動も推進をしている

ところでありまして、公民会組織でありましたり、民生委員の皆さん、地域支え合い推進員、ア

ドバイザーの皆さん、それから地域サロン活動によるものなど、いろいろな形で見守りが行われ

ておりまして、地域での支援体制も進んでいる面があるというふうに考えております。 

 今、言われましたように、郵便局での事業活動中の発見件数は何件かということでありますが、

特にここ３年ぐらいのところずっと調べておりますけど、郵便局からは、今は１件というふうに

報告があるところでございます。 

 以上です。 

○三浦 広幸議員   

 道路のほうも、一般の方から来ると、以前からであるわけでございますが、協定として例えば

道路の損傷報告というのは、何件ぐらい来ているものか、担当課長のほうでわかれば。 

○建設課長（小永田 浩君）   

 平成２９年度が７１０件の情報提供をいただいております。また、平成３０年度、これは

１１月３０日現在になりますが、４６０件の情報提供をいただいているところでございます。 

○三浦 広幸議員   
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 すみません。質問が悪かったと思いますけど、郵便局の協定の中でのその報告件数ということ

でございますけれども。 

○建設課長（小永田 浩君）   

 郵便局からという名前で建設課のほうに、情報提供があったものは確認しておりません。ただ、

通常もう電話でお名前か、あと名前を言われなくてかかってくるのが多くて、郵便局からですよ

というのは、１件も確認はしておりません。 

○三浦 広幸議員   

  郵便局というか、日常的な協定としてでございますけれども、協定としてせっかく存在するわ

けでございますから、郵便局さんも人手不足で大変だろうということで推察されますけれども、

今、スマホでも簡単にできる道路損傷通報システムとか、そういうものがありますし、また、今

後、水道にしても道路にしても橋にしてもですけど、経年劣化が進行していきます。それで職員

が少なくなっていきます。そういうことで、やっぱり今、大規模災害で例えば建設業界とか、測

量設計協会は大災害のときの協定になっておりますけれども、日常の道路損傷協定も検討してい

けたらと考えますが、町長のお考えを伺います。 

○町長（日髙 政勝君）   

 今のいろいろな関係機関の団体から情報提供をしていただくように締結をしておりますけれど

も、日常のそういう損傷の情報等については、各地区の公民館長さんとか、会長さん、あるいは

農政連のほうからも毎年各地域のところから、ことしも７２件いただいておりますけれども、あ

えてそういうところまでは締結をするかということでありますが、しょっちゅう締結をしないま

でも、日常ライフラインとかをお使いになっているわけでありますので、その都度会長さん、館

長さん方等がお気づきになった。あるいは役を持っていなくても、町民の皆さん方がいつでも通

報して、早目に対処ができると、そういう対処でもよろしいかなと思います。 

 確かにこの締結をするだけのものとしたら、意識づけにはなると思うのですけど、そこまでし

なければならいかという。一つは毎年４月のはじめに公民館長さん、会長さん、いわゆる研修会

もやっておりますので、その席上でもこういうことについては、お願いもいたす機会もあります

ので、ここはまた、今後の検討課題と受けとめさせていただきたいと思います。 

○三浦 広幸議員   

 そこは、また執行部も考えがあられることでしょうから、十分検討されることを要請しておき

ます。あと大災害時なんですが、例えば、今、川内川については、非常に水位管理ができており

ます。パソコン上でいつでも見れるということになって、いろんな情報を得られるわけでござい

ますが、仮に停電が発生した場合、非常電源が何日持つかということでお聞きしましたら、一日

しか持たないということでございました。 

 水位の周知河川、川内川を含め、例えば久富木川とか、内水対策が必要な川です。穴川とか、

そういうところの水位の周知、水位の観測、機械だけに頼っているわけでございますけれども、

そういうところの人の目視による災害モニター、そういうものを設置、あるいは今現在、災害が

起きた場合に避難所の対策要員あるいは、災害対応調査、それから内水対策など業務が多岐に発

生します。 

 災害対応職員もおそらくいろんな業務が発生すれば、確保に大変苦労していらっしゃる面もあ

ると思いますけど、経験のある役場職員の登録とか、そういうものは検討されないか。災害モニ

ターとそういう退職職員の登録、それについては、どうお考えかお伺いいたします。 

○総務課長（﨑野 裕二君）   

 今、ありましたとおり、河川水位の状況、あるいはライブカメラ等によります河川等の水の出
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の確認、そういったものにつきましては、国土交通省等で進められておりまして、非常にデータ

が出やすくなっているところであります。水位観測所につきましても、主流につきましても数カ

所、カメラというか水位計が設置をされているようでございますので、以前に比べますと安心と

いいますか、事務所にいながらにして、そういったものが観測できるというスタイルが整ってき

ているところであります。 

 そのほか、事業者にお願いしまして、災害時ということになっておりますけれども、災害を未

然に防ぐための情報提供ということでは、締結をしているところであります。それと一方、ＯＢ

職員の応援体制ということでありますけれども、これにつきましては、職員を削減しながら、あ

るいは一方では避難所につきまして多くの人員を配置、あるいは長時間にわたってそこに管理を

させるということにもなってきておりまして、職員体制も不足が生じてきておりますので、町長

からも指示がありまして、ＯＢにも応援を求めたらどうだろうか、あるいはこの地域と一緒にな

って管理をしていく方法はどうだろうかというようなことで、指示をいただいておりますので、

そういったところにつきましても、今後協力を得られれば協力をいただいて、協定となるのか、

一つの文書形式でお願いする形式になるのか、今後の検討課題になりますけれども、今後そうい

ったところも踏まえまして、いろいろな手だてをつくっていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

○三浦 広幸議員   

 ぜひ、さらなる安心・安全社会構築のために検討を強く要請しておきます。 

 それと最後にですけど、協定もいろいろこういうシングル協定があるわけでございますけれど

も、今、行政がカバーできない町民サービスに企業のネットワークを活用し、防災、観光、高齢

者の見回り、それから子育て支援など、地域の課題を図る包括協定の取り組みがあちこちの自治

体で今進んでいますけれども、本町の取り組みについてはどうなのかお伺いいたします。 

○総務課長（﨑野 裕二君）   

 ただいま２２件の中では、包括と言えるようなものは、幅が限られておりますので、包括と言

えば包括なんですけれども、分野が限られているということであります。今、調整中のもので生

協からアイデアをいただいておりますのは、非常に幅が広くて、災害も含め観光情報とかいろん

なものも含めた包括協定というアイデアもありますというようなことで提案をいただいておりま

すので、ここにつきましては現在取り組みが進められているところのデータをいただけませんで

しょうかというようなことでお願いして、研究をしているところでございます。 

○三浦 広幸議員   

 この包括協定、企業もいろんなノウハウを持っていますし、また、企業としてもやっぱりそう

いう取り組みを進めているところがありますので、ぜひ、町のためにも、時間はかかるでしょう

けど、町のためになることでございますから、ぜひ、取り組んでいただきますよう生協が今１件

ということですが、そういう会社も今から見つければあると思いますので、ぜひ、取り組んでい

ただくことを要請します。 

 以上で終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△散  会   

○議長（平八重光輝議員）   

 以上で、通告に基づく一般質問を終わります。 

 本日の日程は、全部終了しました。 

 １２月１０日は午前９時３０分から本会議を開き、総括質疑を行います。 
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 本日はこれで散会します。 

散会時刻 午後３時３５分   
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平成３０年第４回さつま町議会定例会会議録 

                            （第３日） 

○開議期日    平成３０年１２月１０日  午前９時３０分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○会議の場所   さつま町議会議事堂 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（１６名） 

   １番  上 囿 一 行 議員      ２番  上久保 澄 雄 議員 

   ３番  三 浦 広 幸 議員      ４番  柏 木 幸 平 議員 

   ５番  米 丸 文 武 議員      ６番  田 野 光 彦 議員 

   ７番  舟 倉 武 則 議員      ８番  岩 元 涼 一 議員 

   ９番  朝 倉 満 男 議員     １０番  岸 良 光 廣 議員 

  １１番  新 改 幸 一 議員     １２番  宮之脇 尚 美 議員 

  １３番  川 口 憲 男 議員     １４番  森 山   大 議員 

  １５番  新 改 秀 作 議員     １６番  平八重 光 輝 議員 

 欠席議員（なし） 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○出席した議会職員は次のとおり 

 事 務 局 長  福 田 澄 孝 君   局長補佐兼議事係長  萩木場 一 水 君 

 議 事 係 主 査  竹 下 和 男 君 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○地方自治法第１２１条の規定による出席者は次のとおり 

 町     長  日 髙 政 勝 君   副  町  長  上 野 俊 市 君 

 教  育  長  原 園 修 二 君   総 務 課 長  﨑 野 裕 二 君 

 企画財政課長  押 川 吉 伸 君   財産管理課長  原 田 剛 志 君 

 町民環境課長  丸 田   忠 君   保健福祉課長  櫻   伸 一 君 

 高齢者支援課長  岩 元 義 治 君   子ども支援課長  鍛治屋 勇 二 君 

 農 政 課 長  四 位 良 和 君   耕地林業課長  杉水流   博 君 

 商工観光ＰＲ課長  羽 有 郁 夫 君   ふるさと振興課長  市 來 浩 二 君 

 建 設 課 長  小永田   浩 君   教育総務課長  角   茂 樹 君 

 社会教育課長  三 腰 善 行 君   鶴 田 支 所 長  本 田 孝 市 君 

 薩 摩 支 所 長  佐 藤 秀 樹 君 
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○本日の会議に付した事件 

第 １ 議案第６２号 さつま町うましき里きららの楽校条例の制定について 

第 ２ 議案第６３号 さつま町社会体育施設条例の一部改正について 

第 ３ 議案第６４号 さつま町営住宅等条例の一部改正について 

第 ４ 議案第６５号 さつま町うましき里きららの楽校の指定管理者の指定について 

第 ５ 議案第６６号 平成３０年度さつま町一般会計補正予算（第３号） 

第 ６ 議案第６７号 平成３０年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

第 ７ 議案第６８号 平成３０年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 
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議 案 付 託 表 

委員会 議案番号 件             名 

総務厚生 

（第１委 

 員会室） 

６６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６７ 

６８ 

平成３０年度さつま町一般会計補正予算（第３号）（関係分） 

 第１条 歳入歳出予算の補正 

  歳 入 

   １４款 国庫支出金（関係分） 

   １５款 県支出金（関係分） 

   １９款 繰越金 

   ２１款 町債 

  歳 出 

    ２款 総務費 

    ３款 民生費 

    ４款 衛生費 

   １２款 公債費 

   人件費全部 

 第２条 繰越明許費 

 第３条 債務負担行為の補正（関係分） 

 第４条 地方債の補正 

平成３０年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

平成３０年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

文教経済 

（第２委 

 員会室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６２ 

６３ 

６４ 

６５ 

６６ 

さつま町うましき里きららの楽校条例の制定について 

さつま町社会体育施設条例の一部改正について 

さつま町営住宅等条例の一部改正について 

さつま町うましき里きららの楽校の指定管理者の指定について 

平成３０年度さつま町一般会計補正予算（第３号）（関係分） 

 第１条 歳入歳出予算の補正 

  歳 入 

   １２款 分担金及び負担金 

   １４款 国庫支出金（関係分） 

   １５款 県支出金（関係分） 

   １６款 財産収入 

   １７款 寄附金 

  歳 出 

    ６款 農林水産業費 

    ７款 商工費 

   １０款 教育費 

   １１款 災害復旧費 

 第３条 債務負担行為の補正（関係分） 
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△開  議  午前９時３０分   

○議長（平八重光輝議員）   

 おはようございます。ただいまから、平成３０年第４回さつま町議会定例会、第３日の会議を

開きます。本日の日程は、お手元に配付してある議事日程のとおりであります。 

 これから、１２月５日提案がありました、議案第６２号から議案第６８号までの議案７件につ

いて総括質疑を行います。なお、質疑に当たっては、総括的な事項について質疑を願います。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第１「議案第６２号 さつま町うましき里きららの

楽校条例の制定について」   

○議長（平八重光輝議員）   

 まず、日程第１「議案第６２号 さつま町うましき里きららの楽校条例の制定について」を議

題とします。提案理由については、説明済みであります。 

 これから本案に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第６２号については、お手元に配付しました議案付託表の

とおり、文教経済常任委員会に審査を付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第２「議案第６３号 さつま町社会体育施設条例の

一部改正について」、日程第３「議案第６４号 さつま

町営住宅等条例の一部改正について」   

○議長（平八重光輝議員）   

 次は、日程第２「議案第６３号 さつま町社会体育施設条例の一部改正について」及び、日程

第３「議案第６４号 さつま町営住宅等条例の一部改正について」の議案２件を一括して議題と

します。 

 各議案の提案理由については、説明済みであります。 

 これから、ただいまの議案２件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案２件については、お手元に配付しました議案付託表のとお

り、文教経済常任委員会に審査を付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第４「議案第６５号 さつま町うましき里きららの

楽校の指定管理者の指定について」   

○議長（平八重光輝議員）   

 次は、日程第４「議案第６５号 さつま町うましき里きららの楽校の指定管理者の指定につい

て」を議題とします。提案理由については、説明済みであります。 

 これから、本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   
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 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第６５号については、お手元に配付しました議案付託表の

とおり、文教経済常任委員会に審査を付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第５「議案第６６号 平成３０年度さつま町一般会

計補正予算（第３号）」   

○議長（平八重光輝議員）   

 次は、日程第５「議案第６６号 平成３０年度さつま町一般会計補正予算（第３号）」を議題

とします。提案理由については、説明済みであります。 

 これから本案に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

○宮之脇尚美議員   

 一般会計ですよね。７款１項７目の移住定住の関係なんですが、この中で、職員が今回、愛知

県小牧市と岐阜県美濃加茂市ですか、先進地研修ということで、旅費が計上されておりますけど

も、本町の現在の外国人の小中学校生というのは何人ぐらいいらっしゃるのか、お知らせいただ

きたいと思います。 

○ふるさと振興課長（市來 浩二君）   

 町内の事業所における外国人の労働者の現状につきましては、これは９月現在で町内統計をと

っております。町内の事業所に１３事業所で２４３人の外国人の方が就労をされております。内

訳としましては、ベトナムが一番多く１８８人、それとフィリピンが２５人、ブラジルが１０人、

中国が９人、そのほかがボリビア、ペルー、パラグアイ等であります。そのうち、南米からの日

系人が近年非常に多くなっておりまして、南米からの移住者につきましては、日本国籍と本国国

籍を持っておりまして、中には、もう既に日本国籍で転入をされてきている世帯もありますので、

その方については、町民環境課で統計をとると日本人で上がってくることになっております。そ

ういう日本国籍で入って来ている方が６人いらっしゃいまして、特に南米からは定住も目的にさ

れて来ておりますので、家族連れで来ていらっしゃるのが特徴であります。 

○宮之脇尚美議員   

 外国人の全体の人数についても、先般もお伺いしたんですが、この中で就学を要する子供、小

学校が何人か、中学校が何人かということです。再度お尋ねします。 

○ふるさと振興課長（市來 浩二君）   

 現在は、小学校に１名、それと中学校に１名というふうに聞いておりますが、今後については、

そのような子供たちが非常に増えてくるものと考えております。 

○宮之脇尚美議員   

 教育委員会にお尋ねをいたしますが、現在小学校１名、中学校１名ということですけれども、

この子供たちについての教育の内容というのは、どのようにされているのか、そこら辺について

概要だけをお知らせいただきたいと思います。 

○教育長（原園 修二君）   

 外国人の小学生、中学生の児童が来た場合は、日本語がどの程度できるかということで、日本

語が通常の児童生徒と同じ程度にいかない場合は、下の学年で受け入れて、そのあと、ある程度

日本語ができたら、またその時点で上の学年に上げると、そういうようなシステムになっており

ますので、在籍しているということが認められれば、そのまま就学をさせるということの指導を

するようになっておりますので、来た場合は、その子供の状況に応じて、その都度その都度、そ

の適した支援を行うということになっております。それに、そういう方針ではありますので、そ
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れに従ってやっていくということになります。 

○議長（平八重光輝議員）   

 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第６６号については、お手元に配付しました議案付託表の

とおり、分割してそれぞれ所管の常任委員会に審査を付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第６「議案第６７号 平成３０年度さつま町国民健

康保険事業特別会計補正予算（第１号）」、日程第

７「議案第６８号 平成３０年度さつま町介護保険事業

特別会計補正予算（第２号）」   

○議長（平八重光輝議員）   

 次は、日程第６「議案第６７号 平成３０年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号）」及び日程第７「議案第６８号 平成３０年度さつま町介護保険事業特別会計補正予

算（第２号）」の議案２件を一括して議題とします。各議案の提案理由については、説明済みで

あります。 

 これから、ただいまの議案２件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案２件については、お手元に配付しました議案付託表のとお

り総務厚生常任委員会に審査を付託します。 

 本日から１２月１２日までの各常任委員会の審査会場は、総務厚生常任委員会が第１委員会室、

文教経済常任委員会が第２委員会室となっております。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△散  会   

○議長（平八重光輝議員）   

 以上で、本日の日程は、全部終了しました。１２月２６日は、午前９時３０分から本会議を開

き、各議案の審議を行います。 

 本日はこれで散会します。 

散会時刻 午前９時４０分   
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平成３０年第４回さつま町議会定例会会議録 

                            （第４日） 

○開議期日    平成３０年１２月２６日  午前９時３０分 
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△開  議  午前９時３０分 

○議長（平八重光輝議員）   

 おはようございます。ただいまから平成３０年第４回さつま町議会定例会第４日の会議を開き

ます。 

 １１番、新改幸一議員から本日の会議に欠席する旨、届け出がありましたので、お知らせしま

す。 

 本日の日程は、お手元に配付してあります議事日程のとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第１「議案第６２号 さつま町うましき里きららの

楽校条例の制定について」、日程第２「議案第６３号 

さつま町社会体育施設条例の一部改正について」、日程

第３「議案第６４号 さつま町営住宅等条例の一部改正

について」、日程第４「議案第６５号 さつま町うまし

き里きららの楽校の指定管理者の指定について」、日程

第５「議案第６６号 平成３０年度さつま町一般会計補

正予算（第３号）」、日程第６「議案第６７号 平成

３０年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号）」、日程第７「議案第６８号 平成３０年度

さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）」   

○議長（平八重光輝議員）   

 日程第１「議案第６２号 さつま町うましき里きららの楽校条例の制定について」から、日程

第７「議案第６８号 平成３０年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）」までの

議案７件を一括して議題とします。 

 これからそれぞれの常任委員会に付託した議案について、各委員長の審査報告を求めます。 

 まず、総務厚生常任委員長の審査報告を求めます。 

〔宮之脇尚美議員登壇〕 

○総務厚生常任委員長（宮之脇尚美議員）   

 おはようございます。総務厚生常任委員会の審査の過程と結果について、御報告申し上げます。 

 当委員会に付託されました議案については、慎重に審査を行った結果、「議案第６６号 平成

３０年度さつま町一般会計補正予算（第３号）」関係分、「議案第６７号 平成３０年度さつま

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）」、「議案第６８号 平成３０年度さつま町介

護保険事業特別会計補正予算（第２号）」の議案３件については、いずれも原案のとおり可決す

べきものと決定した次第であります。 

 審査の過程について、その概要を申し上げます。 

 まず、「議案第６６号 平成３０年度さつま町一般会計補正予算（第３号）」の関係分につい

てであります。 

 歳出の２款１項総務管理費の９目ふれあい交流施設等費には、健康ふれあいセンターあび～る

館の修繕費として、２９１万７,０００円が計上されています。 

 温泉の主浴用ろ過材の交換、プール用ろ過機排水管漏水箇所の修繕、気泡浴及び超音波風呂の

電動弁及びポンプの交換、給水用加圧ポンプの貯水タンクから施設へ水を供給するための加圧ポ

ンプ等の取りかえ修繕との説明であります。 

 質疑の中で、今後もこのような修繕等が想定されるが、どのような対策をとっていくのかただ
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しましたところ、現在、公共施設等総合管理計画に基づき個別施設計画の整理を行っており、指

定管理期間終了後の管理のあり方について検討しているとのことで、指定管理期間の平成３２年

度末までは保守管理を行いながら、必要に応じて修理をしていくとのことであります。 

 また、１６目諸費には、１公民会の親卓及び戸別受信機の更新に伴う公民会無線放送施設整備

事業補助金として５４万２,０００円が計上されています。 

 簡易無線局のデジタル化に伴い、平成３４年１１月３０日でアナログ方式の無線については使

用できなくなることから、更新されるとの説明であります。 

 質疑の中で、受信機設置に伴う連携が不十分に感じられることから、行政や業者そして各家庭

との連絡調整についてただしましたところ、最初に町で戸別受信機設置のアンケートを町民に周

知し、その後公民会長へ取り付け期間等の説明を行った。 

 受信機設置は個別に連絡し進めていくよう業者との打ち合わせを行っているとのことでありま

す。 

 なお、アンケートの回収率は７４％で、その中で設置の承諾を得られた家庭への設置は９４％

となっているとのことであります。 

 この回答を受けて、Ｊアラートを含め災害時などの緊急放送を想定すると、各戸１個の設置が

前提であることから、設置状況等も含め、再度確認し、早い時期での設置完了となるよう要請い

たしました。 

 次に、歳出の３款１項社会福祉費の３目障害者福祉費には、自立支援医療給付事業の更生医療

給付費及び育成医療給付費として、４０７万６,０００円が計上されています。実績及び今後の

見込みから不足が生じるとの説明であります。 

 質疑の中で、自立支援医療給付事業費について、昨年と比較して増加傾向にあるのかただしま

したところ、増加傾向にある中で、特に更生医療については増加しているとのことであります。 

 次に、歳出の３款２項児童福祉費の２目児童福祉費には、児童福祉サービス費として、

１,３２４万６,０００円が計上されています。 

 クオラバンビーノの受け入れ態勢が安定してきたことにより、利用者が一月７名増加したこと

や、町外の施設を新たに３名利用されるようになり、さらに放課後等デイサービスや相談支援業

務も増加傾向にあるとの説明であります。 

 次に、債務負担行為補正のさつま町ごみ収集業務委託限度額の増額補正として１,４３８万

３,０００円が計上されています。 

 平成３１年度中のできるだけ早い時期での全町的な取り組みとして、生ごみの収集・運搬に向

けて今後の広報、各公民会での説明などを進める必要があり、平成３３年度まで収集業務委託費

の限度額に不足が見込まれるとの説明であります。 

 質疑の中で、入札方法についてどのように計画しているかただしましたところ、業務の確実な

履行が求められることから、委託の要件や国からの通知も満たすことができるような方法を検討

していきたいとのことであります。 

 次は、「議案第６７号 平成３０年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号）」についてであります。 

 歳出の２款１項療養諸費の１目一般被保険者療養給付費には、療養給付費として８,０００万

円が計上されています。 

 現在の給付費等の実績及び今後の支払い見込みにより、不足が見込まれるとの説明であります。 

 質疑の中で、今後も給付費、療養費等が増える見込み等があるのかただしましたところ、被保

険者は年々減少傾向にあるが、高額な薬品や高度医療の進歩等により、給付費等はここ数年同額
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程度で推移しているとのことです。 

 次は「議案第６８号 平成３０年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）」につ

いてであります。 

 歳出の３款３項包括的支援事業・任意事業費の５目認知症総合支援事業費には、認知症対策に

係る地域包括支援センターへの委託料の人件費相当分として、委託料９８万３,０００円が計上

されています。 

 資格を取得したことなどによる嘱託職員から正職員への昇格に伴う人件費の差額分との説明で

あります。 

 質疑の中で、認知症の方々は、地域の福祉ネットワーク等で、見守り活動の中に含まれないの

かただしましたところ、各地域での取り組みにより違いがあると思われるが、認知症の方が増加

する中で、見守り組織の研修会等において、認知症の方を含めた見守り活動の推進を図っていき

たいとのことであります。 

 以上で、総務厚生常任委員会の報告を終わります。 

〔宮之脇尚美議員降壇〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 これから総務厚生常任委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 質疑なしと認めます。 

 これで総務厚生常任委員長に対する質疑を終わります。 

 次に、文教経済常任委員長の審査報告を求めます。 

〔上久保澄雄議員登壇〕 

○文教経済常任委員長（上久保澄雄議員）   

 文教経済常任委員会の審査の過程と結果について、御報告を申し上げます。 

 当委員会に付託されました議案については、現地調査を踏まえ、慎重に審査を行った結果、

「議案第６２号 さつま町うましき里きららの楽校条例の制定について」、「議案第６３号 さ

つま町社会体育施設条例の一部改正について」、「議案第６４号 さつま町営住宅等条例の一部

改正について」及び「議案第６６号 平成３０年度さつま町一般会計補正予算（第３号）」関係

分の議案４件については、原案のとおり可決すべきものと決定し、「議案第６５号 さつま町う

ましき里きららの楽校の指定管理者の指定について」の議案１件については、可決すべきものと

決定した次第であります。 

 審査の過程について、その概要を申し上げます。 

 まず、「議案第６２号 さつま町うましき里きららの楽校条例の制定について」であります。 

 旧白男川小学校を、地域住民のさまざまな活動に応じたコミュニティーの場、都市農村交流及

びスポーツ合宿等を推進しながら、地域の活性化に資するため、さつま町うましき里きららの楽

校を設置することから、条例を制定するものであります。 

 質疑の中で、合宿等の利用料金の設定については、コンベンションタウンさつま推進協議会で

統一した基準があるが、整合性がとれているのかただしましたところ、利用料金は上限額を設定

しており、コンベンションで宿泊する場合は、その範囲内で室料、食事代等を含めて、統一した

基準料金を適用していくとのことであります。 

 また、民業圧迫をしないという観点から、一般宿泊客の受け入れについてただしましたところ、

この施設は旅館とは違い、浴場はないが、宿泊を希望される一般客については、民間に影響を与
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えない範囲で受け入れていきたいとのことであります。 

 次は、「議案第６３号 さつま町社会体育施設条例の一部改正について」であります。 

 改正の内容は、さつま町うましき里きららの楽校の設置に伴い、白男川地区体育館も一体的に

管理するもので、社会体育施設条例からさつま町白男川地区体育館を削除するものであります。 

 質疑の中で、うましき里きららの楽校の附帯施設となるが、管理主体と地区住民の今後の利用

についてただしましたところ、うましき里きららの楽校の指定管理者が使用許可を行うことにな

るが、管理者が変わるだけで、地区住民の利用形態は変わらないとのことであります。 

 次は、「議案第６４号 さつま町営住宅等条例の一部改正について」であります。 

 改正の内容は、おしどり団地の整備に伴い、新たに６戸完成することから、住宅の戸数を

１０戸から１６戸に改めるものであります。 

 質疑の中で、おしどり団地の入居状況と募集状況についてただしましたところ、１６戸のうち

１０戸は入居済みで、残り６戸については、五日町団地からの戻り入居は３戸、他の団地からの

住みかえが２戸で、残り１戸は募集を行いたいとのことであります。 

 次は、「議案第６５号 さつま町うましき里きららの楽校の指定管理者の指定について」であ

ります。 

 さつま町うましき里きららの楽校の指定管理者として、うましき里きらら協議会を指定し、指

定期間を平成３１年４月１日から平成３３年３月３１日までの２カ年とするものであります。 

 質疑の中で、協議会の会員に区公民館長や公民会長等の役職名が出されており、充て職となれ

ば、白男川区民の総意が必要と思うが、了承されているのかただしましたところ、区公民館組織

による運営体制の構築は、困難との判断がなされたが、協議会の構成員となることは、区の代議

員会では了承されているとのことであります。 

 また、うましき里きらら協議会の構成員は、年度により変わる可能性があるが、このことによ

り組織の運営に影響を与えないかただしましたところ、現在の構成員の平均年齢は６０歳代とい

うこともあることから、後継者の問題等を含め、新たなメンバーも確保するなど継続的な運営が

なされるよう指導していきたいとのことであります。 

 次は、「議案第６６号 平成３０年度さつま町一般会計補正予算（第３号）」関係分でありま

す。 

 まず、６款１項農業費の関係であります。 

 ８目有害鳥獣対策費の有害鳥獣対策事業費には、緊急捕獲活動支援事業及び鳥獣害防止対策協

議会交付金の交付決定通知に伴う補正として、減額の４３３万９,０００円が計上されています。 

 質疑の中で、地域からワイヤーメッシュ柵の要望や維持管理についてただしましたところ、事

業採択枠は１町で二、三カ所であり、１４年間の貸付方式で維持管理の義務づけがあることから、

事業申請を断念されるところがある。 

 正しい設置方法など、担当職員による指導とあわせて、地域ぐるみで追い払う取り組みをして

いるとのことであります。 

 次に、９目担い手育成費の農地中間管理事業費には、意欲ある担い手に対し、農地の集積と集

約化を支援するため、耕作者集積協力金、地域集積協力金及び経営転換協力金として、１,０８７万

２,０００円が計上されています。 

 質疑の中で、本町の農地の集積・集約化の取り組み状況についてただしましたところ、平成

３１年度で３１０ヘクタールを目標としていたが、平成２９年度末で既に達成している。県内の

中でもスピード感をもって進めており、今後は、目標値を引き上げていきたいとのことでありま

す。 
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 次は、７款１項商工費の関係であります。 

 １目商工総務費の商工総務管理費には、消費生活相談員補助員の３カ月分の人件費として

５２万４,０００円が計上されています。主な内容は、消費生活相談員の後継者育成のため、引

き継ぎ期間を本年７月より６カ月間を予定していたが、３月までの３カ月分の人件費を追加する

ものであるとの説明であります。 

 質疑の中で、消費生活相談員の国家資格取得の状況についてただしましたところ、国家資格を

持った方を募集したが応募がなかったことから、現在の補助員は国家資格を取得してもらうこと

を条件に採用しており、１０月の国家試験に向けて育成していきたいとのことであります。 

 次は、３目物産観光費のふるさとさつま応援寄附金事務費には、ふるさと納税の伸びを考慮し

て、寄附者への謝礼品等の事務費用として１,９６７万３,０００円が計上されています。 

 主な内容は、寄附者への謝礼品として、４,０００万円の３０％の１,２００万円、楽天ふるさ

と納税サイトの利用による手数料であるとの説明であります。 

 質疑の中で、楽天ふるさと納税サイトの利用による効果等についてただしましたところ、これ

まで利用しているふるさとチョイスより手数料が１１％ほど低くなっており、町には寄附額の

５３％が入ってくるとのことであります。 

 次に、４目物産観光施設費の旧白男川小学校改修事業費には、うましき里きららの楽校のオー

プン式典費用及び広報費用、委託料及び工事請負費の補正などとして、減額の１,８６５万

４,０００円が計上されています。 

 主な内容は、オープン式典時の記念品代、パンフレットの作成費、施設完成後３月までの２カ

月分の光熱水費、木の伐採やホームページ作成等の委託料及び工事請負費の執行残等であるとの

説明であります。 

 質疑の中で、校庭の排水が校舎の下に流れ込み陥没した箇所があるとのことで、建屋の強度に

かかわることから、その対策についてただしましたところ、盛り土で地盤が弱く、浄化槽工事の

際にも崩れてきたことから、変更工事で対応したが、今後点検していきたいとのことであります。 

 次に、７目移住定住促進費の移住定住促進事業費には、定住を目的に急増する南米からの日系

外国人労働者の子供の保育、福祉、教育に関する先進地視察に係る経費として、３５万９,０００円

が計上されています。 

 主な内容は、日本語教育や学校生活・日常生活を中心に、３カ月から６カ月間集中的に教育す

るなど、先進的な取り組みを行っている愛知県や岐阜県の自治体を視察研修するための旅費等で

あるとの説明であります。 

 質疑の中で、定住する場合の住居についてただしましたところ、住居は全て派遣会社が契約し、

順調に確保されており、アパートより一軒家を希望しているとのことであります。 

 また、永住すれば保育所や学校、福祉関係の対策が必要だが、関係課との連携を今後どのよう

に行っていくのかただしましたところ、外国人労働者の家族構成や日本語の理解力など、派遣会

社から事前に説明していただくなど、町としても全庁的な取り組みを検討したいとのことであり

ます。 

 次は、１０款２項小学校費の関係であります。 

 １目学校管理費の小学校管理費には、小学校教室等空気調和設備整備費、中津川小学校プール

擁壁改修工事及び遠距離通学児童の通学扶助費として、２億８,１９６万９,０００円が計上され

ています。 

 主な内容は、小学校教室等の空調設備として、９小学校８９教室等への整備、中津川小学校の

昭和４５年に設置されたプール擁壁の改修及び小学校遠距離通学児童のうち、申請に基づく民間
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路線バス定期券購入費３カ月分の費用であるとの説明であります。 

 質疑の中で、空調設備を８９教室に整備するということで、かなりの台数にのぼるが、発注方

法等についてただしましたところ、地元業者の受注拡大を念頭に置きながら進め、夏場までには

稼働できるようにしたいとのことであります。 

 また、通学路の危険箇所の調査と児童への指導状況についてただしましたところ、各小学校の

保護者との話し合いのもとに上がってきた危険箇所で、危険ブロックとして認知したのは、盈進

小学校区と柏原小学校区など複数あった。学校として確認した危険箇所については、通学路を変

更するなど、常日ごろから注意等指導しているとのことであります。 

 次は、１０款３項中学校費の関係であります。 

 １目学校管理費の中学校管理費には、遠距離通学生徒の通学扶助費として３５０万５００円が

計上されています。 

 主な内容は、中学校再編に伴い、民間路線バスを利用する生徒への定期券購入費３カ月分の費

用であるとの説明であります。 

 質疑の中で、中学校再編に伴う通学手段への対策については、全部解消されるのかただしまし

たところ、バス通学が大きな移動手段の一つであり、バス体系として１１路線整備されている。

そのほかにも自家用車送迎補助や自転車購入補助に自転車通学補助を新たに併給可能とするなど

支援していきたいとのことであります。 

 次は、１０款５項社会教育費の関係であります。 

 ８目文化センター費の文化センター管理運営費には、文化施設建設基金利子積立金として５万

５,０００円が計上されています。 

 質疑の中で、基金の積立期間と文化センターの建設時期についてただしましたところ、現在、

建設検討委員会を立ち上げ、建設年度や財政計画等、基金の積立金をどの程度にするかなど、総

体的な施設の仕様等含めて検討しているとのことであります。 

 次は、１０款６項保健体育費の関係であります。 

 ２目保健体育施設費の体育施設管理費には、宮之城総合グラウンドに簡易式フェンス１組の購

入費として、２６０万円が計上されています。 

 質疑の中で、簡易式フェンスが全部で４組となったことから、収納体制についてただしました

ところ、これまで一部を観覧席の会議室に収納していたが、これからは新しい倉庫に２組、既存

の倉庫に２組おさめることになり、よりスムーズな出し入れができるようになったとのことであ

ります。 

 次は、１１款１項農林水産施設災害復旧費の関係であります。 

 １目農地・農業用施設災害復旧費の災害復旧事業費には、９月２０日から２１日に発生した集

中豪雨による農地７件、施設２件の災害復旧に要する経費として、１,７２０万円が計上されて

います。 

 質疑の中で、災害復旧事業費を繰越明許費として計上された理由についてただしましたところ、

１月末か２月上旬に発注したいと考えているが、標準工期を取れないため、繰り越すこととした。

工期については、５月いっぱいまでを予定しているとのことであります。 

 次は、第３表、債務負担行為補正の関係であります。 

 うましき里きららの楽校指定管理料として、平成３１年度から平成３２年度までの期間で、限

度額を２,０１２万円とするものであります。 

 質疑の中で、２年間の債務負担行為ではなく、委託料で単年度契約を行うなどの方法は考えら

れなかったのかただしましたところ、２年間の運営経費等のデータをとっていくという目的もあ
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り、他の公の施設の指定管理期間が終了するまでの期間としたとのことであります。 

 最後に、町長への総括質疑の中で、今回の指定管理については、町として初めての取り組みで

あることから、協定内容等に基づいた適切な執行がなされるよう町として指導監督していく必要

があるとして、さつま町うましき里きららの楽校の指定管理について、特に町長の見解をただし

たところであります。 

 質疑の中で、指定管理料に不足を生じた場合の取り扱いについてただしましたところ、今回提

案した指定管理料については、実績のない中でのスタートとなる。１年を通して課題をつかむ必

要があると思っており、現段階における試算内容と運営実績との相違が生じる可能性がある。運

営に当たっては、詳細な計画を立てながら、収入の確保を図り、赤字が出ないよう努力されるよ

う要請しているところである。 

 当初から赤字補てんという安易なことではなく、自主事業に対しても経営感覚を持って努力さ

れるよう申し入れていきたいとのことであります。 

 協議会の役員交代による運営への影響についてただしましたところ、継続的に軌道に乗るまで

は、現体制で運営されるよう申し入れていきたいとのことであります。 

 町としても、指定管理者と定期的な協議を行い、指導監督していく必要があると考えており、

お互い連携をとりながら、所期の目的を達成できるよう努めていきたいとのことであります。 

 以上で、文教経済常任委員会の報告を終わります。 

 申しわけございませんが、ここで一部訂正をさせていただきたいと思います。ページは５ペー

ジになりますが、中ほどの中学校費の関係の３行目の予算のところでございます。３５０万

５,０００円が正解でございますが、３５０万５００円と報告したようでございます。訂正をさ

せていただきます。 

 終わります。 

〔上久保澄雄議員降壇〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 これから文教経済常任委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 質疑なしと認めます。 

 これで文教経済常任委員長に対する質疑を終わります。 

 これから順に、討論、採決を行います。 

 まず、「議案第６２号 さつま町うましき里きららの楽校条例の制定について」討論を行いま

す。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、「議案第６２号 さつま町うましき里きららの楽校条例の制定について」を採決し

ます。 

 お諮りします。本案に対する文教経済常任委員長の報告は原案可決です。委員長の報告のとお

り決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 異議なしと認めます。よって、「議案第６２号 さつま町うましき里きららの楽校条例の制定
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について」は、委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、「議案第６３号 さつま町社会体育施設条例の一部改正について」及び「議案第６４号 

さつま町営住宅等条例の一部改正について」の議案２件について、一括して討論を行います。討

論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、「議案第６３号 さつま町社会体育施設条例の一部改正について」及び「議案第

６４号 さつま町営住宅等条例の一部改正について」の議案２件について、一括して採決します。 

 お諮りします。各議案に対する文教経済常任委員長の報告は原案可決です。委員長報告のとお

り決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 異議なしと認めます。よって、「議案第６３号 さつま町社会体育施設条例の一部改正につい

て」及び「議案第６４号 さつま町営住宅等条例の一部改正について」の議案２件は、委員長報

告のとおり原案可決されました。 

 次に、「議案第６５号 さつま町うましき里きららの楽校の指定管理者の指定について」討論

を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、「議案第６５号 さつま町うましき里きららの楽校の指定管理者の指定について」

を採決します。 

 お諮りします。本件に対する文教経済常任委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決

定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 異議なしと認めます。よって、「議案第６５号 さつま町うましき里きららの楽校の指定管理

者の指定について」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、「議案第６６号 平成３０年度さつま町一般会計補正予算（第３号）」について、討論

を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、「議案第６６号 平成３０年度さつま町一般会計補正予算（第３号）」を採決しま

す。 

 お諮りします。本案に対する各委員長の報告は原案可決です。委員長の報告のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 異議なしと認めます。よって、「議案第６６号 平成３０年度さつま町一般会計補正予算（第

３号）」は、委員長報告のとおり原案可決されました。 
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 次に、「議案第６７号 平成３０年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号）」及び「議案第６８号 平成３０年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第

２号）」の議案２件について、一括して討論します。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、「議案第６７号 平成３０年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号）」及び「議案第６８号 平成３０年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第

２号）」の議案２件について一括して採決します。 

 お諮りします。各議案に対する総務厚生常任委員長の報告は原案可決です。委員長の報告のと

おり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 異議なしと認めます。よって、「議案第６７号 平成３０年度さつま町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第１号）」及び「議案第６８号 平成３０年度さつま町介護保険事業特別会計補

正予算（第２号）」の議案２件は、委員長報告のとおり原案可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第８「議案第６９号 さつま町長等の給与に関する

条例の一部改正について」、日程第９「議案第７０号 

さつま町職員の給与に関する条例の一部改正について」、

日程第１０「議案第７１号 平成３０年度さつま町一般

会計補正予算（第４号）」、日程第１１「議案第７２号 

平成３０年度さつま町上水道事業会計補正予算（第

２号）」   

○議長（平八重光輝議員）   

 次は、日程第８「議案第６９号 さつま町長等の給与に関する条例の一部改正について」から、

日程第１１「議案第７２号 平成３０年度さつま町上水道事業会計補正予算（第２号）」までの

議案４件を一括して議題とします。 

 各議案について、提案理由の説明を求めます。 

〔町長 日髙 政勝君登壇〕 

○町長（日髙 政勝君）   

 それでは、議案第６９号から議案第７２号までの議案４件につきまして、一括して提案の理由

を申し上げます。 

 まず、「議案第６９号 さつま町長等の給与に関する条例の一部改正について」であります。 

 これは、さつま町長等の特別職の期末手当の支給率を一般職に準じて改正するため、本条例の

一部を改正しようとするものであります。 

 次に、「議案第７０号 さつま町職員の給与に関する条例の一部改正について」であります。 

 これは、人事院勧告に基づき、本町職員の給与を改定しようとするため、本条例の一部を改正

しようとするものであります。 

 次に、「議案第７１号 平成３０年度さつま町一般会計補正予算（第４号）」についてであり

ます。 

 これは、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定等に準じた人件費の調整に要する経費及び
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その他所要の経費を補正しようとするもので、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ

２,８６０万２,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１４２億

６,０２４万２,０００円にしようとするものであります。 

 最後に、「議案第７２号 平成３０年度さつま町上水道事業会計補正予算（第２号）」につい

てであります。 

 これも、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定等に準じた人件費の調整に伴うもので、収

益的支出から２１８万６,０００円を減額し、収益的支出の合計額を４億２,１８７万１,０００円

にしようとするものであります。 

 内容につきましては、それぞれ所管の課長に説明させますので、よろしく御審議いただきます

ようお願いいたします。 

〔町長 日髙 政勝君降壇〕 

○総務課長（﨑野 裕二君）   

 それでは、「議案第６９号 さつま町長等の給与に関する条例の一部改正について」及び「議

案第７０号 さつま町職員の給与に関する条例の一部改正について」御説明申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○企画財政課長（押川 吉伸君）   

 それでは、「議案第７１号 平成３０年度さつま町一般会計補正予算（第４号）」について御

説明をさせていただきます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○水道課長（三角 芳文君）   

 それでは、「議案第７２号 平成３０年度さつま町上水道事業会計補正予算（第２号）」につ

きまして、内容の説明をいたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 これから順に、質疑、討論、採決を行います。 

 まず、「議案第６９号 さつま町長等の給与に関する条例の一部改正について」及び「議案第

７０号 さつま町職員の給与に関する条例の一部改正について」の議案２件について、一括して

質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっています議案２件は、会議規則第３９条第３項の規定によ

って委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 異議なしと認めます。よって、ただいまの議案２件は、委員会付託を省略することに決定しま

した。 

 これから議案第６９号及び議案第７０号の議案２件について、一括して討論を行います。討論

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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 これからただいまの「議案第６９号 さつま町長等の給与に関する条例の一部改正について」

及び「議案第７０号 さつま町職員の給与に関する条例の一部改正について」の議案２件を一括

して採決します。 

 お諮りします。ただいまの議案２件については、原案のとおり決定することに御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 異議なしと認めます。よって、「議案第６９号 さつま町長等の給与に関する条例の一部改正

について」及び「議案第７０号 さつま町職員の給与に関する条例の一部改正について」の議案

２件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、「議案第７１号 平成３０年度さつま町一般会計補正予算（第４号）」及び「議案第

７２号 平成３０年度さつま町上水道事業会計補正予算（第２号）」の議案２件について、一括

して質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっています議案２件は、会議規則第３９条第３項の規定によ

って委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 異議なしと認めます。よって、ただいまの議案２件は、委員会付託を省略することに決定しま

した。 

 これから議案第７１号及び議案第７２号の議案２件について、一括して討論を行います。討論

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これからただいまの「議案第７１号 平成３０年度さつま町一般会計補正予算（第４号）」及

び「議案第７２号 平成３０年度さつま町上水道事業会計補正予算（第２号）」の議案２件を一

括して採決します。 

 お諮りします。ただいまの議案２件については、原案のとおり決定することに御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 異議なしと認めます。よって、「議案第７１号 平成３０年度さつま町一般会計補正予算（第

４号）」及び「議案第７２号 平成３０年度さつま町上水道事業会計補正予算（第２号）」の議

案２件は、原案のとおり可決されました。 

 ここでしばらく休憩します。再開はおおむね午前１０時４０分とします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１０時２９分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午前１０時３９分 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（平八重光輝議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第１２「陳情第３号 商工会に対する平成３１年度補助金増額等について」   

○議長（平八重光輝議員）   

 次は、日程第１２、「陳情第３号 商工会に対する平成３１年度補助金増額等について」を議

題とします。 

 ここで、地方自治法第１１７条の規定により、５番、米丸文武議員、７番、舟倉武則議員の退

場を求めます。 

〔米丸 文武議員、舟倉 武則議員退場〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 それでは、本件に対する文教経済常任委員長の審査報告を求めます。 

〔上久保澄雄議員登壇〕 

○文教経済常任委員長（上久保澄雄議員）   

 当委員会に付託されました「陳情第３号 商工会に対する平成３１年度補助金増額等につい

て」の陳情書について、審査の過程と結果について御報告を申し上げます。 

 本陳情は、鹿児島市名山町９番１号、鹿児島県商工会連合会会長、森義久氏並びに薩摩郡さつ

ま町宮之城屋地１５３１番地、さつま町商工会会長、白石和弘氏の連名で提出され、平成３０年

９月３日に受理されたものであります。 

 陳情の趣旨は、商工会は、昭和３５年６月の商工会法制化以来、長きにわたり地域の総合経済

団体として地域経済の発展を目指して、地域社会全体の振興発展と活性化に取り組んできている

ところであり、地域の実態に合った方法で、金融機関や公的団体等と連携した小規模事業者への

伴走型での支援を行っている。 

 このような事業を実施するに当たっては、地元行政との強固な連携が不可欠であると同時に、

その財源の安定的確保による財政基盤の強化が大きな課題となっているが、各種事業を遂行する

上で、自己負担金が増大し、そのための財源捻出に苦慮している現状である。 

 また、商工会は、公益法人であることから、営利事業は行えず、行政からの補助金に頼らざる

を得ない状況でもあり、このような観点から、１点目が、商工会に対する平成３１年度補助金が

増額になるよう執行部に働きかけ、議会で承認いただくこと。 

 ２点目が、小規模事業者販路開拓支援事業（インキュベーションショップ事業）に対する補助

金が３０万円になるよう執行部に働きかけ、議会で承認いただくこと。 

 ３点目が、商工会が今後も安定的かつ長期的な事業運営を展開するため、商工会に対する助成

の制度化（条例化、規則化、要綱化等）を執行部に働きかけ、議会で承認いただくことの３項目

についての陳情内容であります。 

 審査の中で、補助金の増額については、平成２６年度から運営補助金を増額し、現在、

９００万円の補助を行っており、そのほかにプレミアム商品券や歳末の抽せん補助金も助成して

いる。 

 支援事業に対する補助金３０万円については、県から県商工会連合会への補助金が年次的に減

額され、各商工会が負担することになっている。町としては、商工会に県商工会連合会から町村

会等に要望されるなど話をしているところである。 

 また、補助金の制度化については、既に「さつま町中小企業・小規模企業振興条例」を制定し
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ているところである。 

 審査の結果、これらの状況を勘案し、議会として各種補助団体等がある中、個々の組織、団体

ごとに対応を行うことは公平性を欠くおそれや町の主体性への影響を与えることも懸念されるこ

とから好ましくなく、また、議会の承認の件については、議会の性質上、議会の場における審議

を通して判断がなされるべきものであることから、個々の事案について、事前に承認することの

意思を表明することは適切でないと判断し、採決の結果、本陳情については、「不採択とすべき

もの」と決定した次第であります。 

 以上で、文教経済常任委員会の報告を終わります。 

〔上久保澄雄議員降壇〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 これから、文教経済常任委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから「陳情第３号 商工会に対する平成３１年度補助金増額等について」を採決します。 

 この採決は起立によって行います。本件に対する文教経済常任委員長の報告は、不採択です。

「陳情第３号 商工会に対する平成３１年度補助金増額等について」採択することに賛成の方は

起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（平八重光輝議員）  起立者なしです。よって、「陳情第３号 商工会に対する平成３１年

度補助金増額等について」は、不採択とすることに決定しました。 

 ５番、米丸文武議員、７番、舟倉武則議員の入場を許します。 

〔米丸 文武議員、舟倉 武則議員入場〕 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第１３「所管事務調査報告の件」   

○議長（平八重光輝議員）   

 次は、「日程第１３ 所管事務調査報告の件」を議題とします。 

 総務厚生常任委員会が調査中でありました事項について、報告を求めます。 

〔宮之脇尚美議員登壇〕 

○総務厚生常任委員長（宮之脇尚美議員）   

 総務厚生常任委員会の所管事務調査の概要について報告を申し上げます。 

 平成３０年１０月３１日から１１月２日にかけて、兵庫県の佐用町で「防災対策について」、

鳥取県の智頭町で「災害に伴う避難と定住対策について」それぞれ調査を実施いたしました。 

 まず、佐用町でありますが、兵庫県の西部に位置し、岡山県との県境に接している林野率

８１％の中山間地であります。行政面積が３０７.４４平方キロメートル、人口が平成３０年

１０月現在で１万７,０１１人、財政規模が本年度一般会計当初予算で１２４億円と、本町とほ

ぼ同様の行政規模であります。 

 佐用町では、平成２１年８月、台風９号による集中豪雨で、市街地を流れる１級河川二線のほ
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か、中小河川のほとんどが氾濫し、死者１８人、行方不明者２人、全壊家屋１３９棟を含む被害

家屋１,７９０棟、道路や河川、農地・農業用施設など、町内全域にわたり甚大な被害をこうむ

ったとのことであります。 

 災害対策のかなめである役場庁舎も佐用川沿いにあったことから、１メートルほどの泥水被害

をこうむり、公用車や職員の車も多数浸水被害を受けたため、その後の被災住民の対応や応急復

旧に苦慮したとのことであります。 

 中国山地の東端部に位置する佐用町は、地形的な条件も重なって、過去にも幾度となく集中豪

雨の被害を受けていたとのことでありますが、これまでの災害と比較にならない多くの犠牲者を

伴う、平成２１年の大規模災害を重視し、再度災害防止という観点から、平成２２年１月に外部

の有識者で組織する検証委員会を設置されております。 

 この検証委員会では、職員個々の災害対策の実態について、直接ヒアリングを実施されている

ほか、被災住民の当時の状況、ワーキングによる意見集約、災害現場などの検証が細かく行われ、

平成２２年７月に９０項目にわたる提言書を作成し、町に提出されております。 

 町では、この多岐にわたる項目を、着実に遂行していくため、職員による提言推進プロジェク

ト委員会を組織し、提言内容を短期、中期、長期の３段階に振り分け、確実な実施に向けて同委

員会でのチェックを行いながら、取り組んできたとのことであります。 

 平成３０年度現在では、９０項目のうち数項目を残し、ほとんどが実施済みとのことでありま

すが、主な取り組みや見直しを行ったものとして、地域防災計画の抜本的見直し、全職員の各対

策部における行動マニュアルの見直し、避難勧告等の判断・伝達マニュアルの基準の見直し、大

規模災害で職員に不足を生じた場合の退職者の協力要請、各対策部の職員配備基準を災害種別に

応じて柔軟に対応するとしたこと、職員参集は、緊急連絡網のほか、一斉メールによる緊急招集

システムを構築したこと、災害時における住民からの電話対応に的確かつ迅速に対応できるよう

専任担当者を配置したこと、緊急時における避難所は、災害種別に応じて臨時避難所を複数確保

し、要支援者等の容易な避難が可能となるよう見直したことなどが主要なものであるとの説明で

ありました。 

 なお、平成２２年度からは、外部講師による職員向けの防災研修会を毎年実施しているほか、

若手職員を対象に、対策部長等の災害体験談をもとにした内部研修も行われています。 

 また、県の各種防災研修会等への積極的な参加のほか、年次的な計画のもとに、希望する職員

を対象に防災専門研修会を受講させ、現在、家屋被害認定士３２人、被災宅地危険度判定士５人、

被災建築危険度判定士７人、防災士３人の計４７人がそれぞれ資格を取得し、全国の大規模災害

時には、災害地域の類似団体に積極的に派遣しているとのことであります。 

 防災訓練では、各防災関係機関の協力のもとに、災害対策本部の実働訓練やこれまで取り組ん

でいなかった消防団の水防訓練も、近隣自治体の指導と協力を得ながら、毎年実施しているとの

ことであります。 

 なお、当時、主要な幹線道路が通行不能となり、あらかじめ配置していた衛星携帯電話も悪天

候の中でつながらず、災害発生初期から情報発信が行えなかったことから、結果的に犠牲者が多

くなったとの反省のもとに、消防団幹部に専用の無線機を貸与しているほか、各地域に災害モニ

ター２９人を配置し、ドコモビジネストランシーバを貸与して、河川や道路等の状況をリアルタ

イムで把握しながら、町民への情報提供を行っているとのことであります。 

 このほか、防災行政無線のデジタル化に伴い、孤立が予想される９地区に地区遠隔端末装置と

１地区に防災行政無線移動系を設置しており、遠隔端末装置では、地域での災害等の緊急放送の

ほか、定期点検として定時の集落放送に使用しているとのことであります。 
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 次に、智頭町でありますが、鳥取県の東南部に位置し、岡山県との県境に接している林野率

９３％の山間地であります。 

 面積が２２４.７平方キロメートル、人口が平成３０年１０月現在で７,０８１人、財政規模が

本年度一般会計当初予算で５９億８,７００万円となっております。 

 智頭町では、定住対策として、町長の発案により、全国でも例を見ない疎開保険制度に取り組

んでおられますが、保険加入者が災害救助法を適用される災害に見舞われた場合、智頭町に来て

いただき、１週間程度無償で食事や宿泊費を提供し、心身を癒やしてもらうとともに、これを契

機として町の定住促進に生かしていくとの趣旨の制度であります。 

 保険代金は１人コース１万円、ファミリー２人コース１万５,０００円、ファミリー三、四人

コース２万円、４人を超える場合は、各コースを組み合わせて設定され、保険の有効期間は１年

間となっております。 

 なお、この疎開保険制度を１年間活用する見込みがない場合は、１回に限り町の特産品を送付

しているほか、保険の有効期間中は、智頭町内に民泊した場合、半額となるとのことであります。 

 受け入れは、智頭町が町内や隣接自治体の民泊、宿泊施設とあらかじめ提携しているため、最

大で１,０００人程度が受け入れ可能とのことでありますが、これまでの同制度への加入実績は、

ピーク時で９０組、３６０人ほどで、利用実績は、東日本大震災のあと、東京から２人あったと

のことであります。 

 現在、新規の加入者が少ないため、ＰＲに努めてきているとのことでありますが、新たな加入

者がないことや、定住対策にも効果が期待されないことから、制度の見直しを検討中とのことで

あります。 

 なお、これまでの加入者の保険金は、町で基金条例を制定し、現在４００万円ほどが積み立て

てあるとのことで、今後も制度の見直しを図りながら、疎開保険制度は当面継続し、現在予測さ

れている東海沖地震や毎年発生している各地域の豪雨災害等に対応できるよう、備えていきたい

とのことでありました。 

 研修を終えたあと、智頭町議会からの紹介もあったため、藩政時代に山陰地方と山陽地方を結

ぶ宿場として栄え、交通の要所でもあった旧宿場町を見学いたしました。 

 町の中心部では、当時の繁栄をしのばせる家屋と狭い通りが保存されておりますが、中でも藩

政時代に智頭地方の大庄屋であった石谷家は、明治時代に入り林業を中心に商業資本家として莫

大な財力を築いたことから、新たな時代に向けて地域の振興を図るべく、自ら私財を投じて学校

建設や道路改修、鉄道因美線の敷設などに尽力したとのことであります。 

 また、現存する同家の木造住宅は、全国から職人を雇い、屋久杉や春日杉、ケヤキなど各地の

銘木を集め、当時の建築技術を駆使して、大正８年から１０年間もの歳月をかけて完成したとの

ことで、敷地面積３,０００坪の広大な敷地に、大規模な邸宅が建築されております。 

 ４０余りの部屋と、蔵７棟のほか、江戸時代から近代洋風の部屋まで、それぞれ違うテーマを

持たせた他に類を見ないような造りの邸宅は、広い庭園とも融合し、国の重要文化財指定を受け

ております。 

 このほか、国の登録有形文化財や格子戸づくりの建物が並ぶ通りは、景観的にもすぐれたもの

があり、観光客も多く見かけたところであります。 

 また、郊外にある旧街道の一部は、民家が隣接しているにもかかわらず、当時のままで保存さ

れ、これまで車は１台も乗り込んだことがないとのことであります。 

 同町の基幹産業は林業とされており、急峻な山並みと手入れが行き届いている植林群は見事な

ものがありますが、この環境を活用した森林セラピーやトレッキング、ウオーキング大会などが



- 98 - 

開催され、関東や関西からも多くの参加者があるほか、町の河川沿いにある約１キロメートルほ

どの桜並木の花見時期には、来訪者の車で大渋滞が起きるとのことであります。 

 このように、年間を通じて観光客が訪れているとのことで、町内の至るところにカフェや古民

家レストラン、軽食喫茶などが開業されており、また、大阪からも高速バスと電車の直行便が運

行されております。 

 智頭町は、これまで全国の各自治体が、社会資本整備を中心とした政策展開をしてきた中で、

一貫して町に必要なものだけを取り入れ、土地に根づいた古いものを大切に保存しながら、時代

の流れにとらわれない風土的なものが、結果として魅力あるまちづくりにつながっているように

思われました。 

 最後に、今回の調査を通じての所見を申し上げます。 

 まず、兵庫県佐用町の防災対策でありますが、平成２１年８月の豪雨災害を受けたあと、さき

に述べたほか、ハード、ソフト事業ともに現在考えられる二重、三重の防災対策を講じてきてお

ります。 

 国の支援のもとに兵庫県及び佐用町が実施したハード事業は、河川、橋梁、道路等の災害普及

及び改修工事など、５００億円が投じられ、またソフト事業では、兵庫県による主要河川の監視

カメラ１３台と水位計、雨量計が設置され、町独自の気象観測機器も設置していることから、町

民は、これらの情報を町所有の光ケーブルを通じて、テレビの専用チャンネルで随時視聴できる

システムとなっております。 

 また、災害のおそれがある場合は、防災行政無線のほか、テレビ民放各局、これはＮＨＫを含

みます。エリアメール、町ホームページ等で避難情報等をきめ細かに提供しているとのことであ

ります。 

 なお、各地域には、非常食や防災資機材等を常備しており、集落ごとの避難訓練やシェイクア

ウト訓練も毎年実施しているとのことで、各集落には、参加世帯数に応じて、補助金を交付して

いるとのことであります。 

 小中学校へも非常食や防災資機材を配置しているほか、毎年、防災教育を開催するなど、町全

体での防災・減災対策が行われております。 

 本町でも、近年大きな災害に見舞われてきましたが、今後の新たな災害に備えて、防災体制や

資機材等の徹底した点検と、実効ある防災訓練を定期的に実施しながら、町民の防災意識の高揚

と、町における防災対策に万全を期されるよう要請しておきます。 

 次に、鳥取県智頭町であります。 

 疎開保険による定住対策の効果は、それほど実感できませんでしたが、従来から古いものを保

存し、丁寧に管理しながら、真に必要な政策だけに取り組んできている町の姿勢には、一貫性が

あり、また、散策中に町民とのわずかな会話の機会を得た中で、行政に対する理解度が深く浸透

しているように思われたところであります。 

 定住対策は、過剰なＰＲにこだわらず、移住者があったら、温かい歓迎を行うという自然の成

り行きに任せた姿勢は、何事においても行政と町民が一体となって、官と民のやるべきことをお

互いに理解し合いながら取り組んでいるように思われたところであります。 

 いずれにしても、心に余裕を持った対応のように見受けられますが、以前、鳥取県知事の談話

として、「鳥取にはスタバはないけど、日本一のスナバがある」、「ドンキがなくても、のんき

に暮らせる」などの発言が、マスコミでも田舎のよさを表現したユニークな発言として取り上げ

られましたが、智頭町も、このような県民性が根づいているように感じられたところであります。 

 本町では、このような行政運営が理解されるか疑問な点もありますが、新たな政策、施策を展
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開する上で、行政内部だけでなく広く町民のコンセンサスを得ることと、一定の議論の時間を持

つことが必要不可欠であると考えますので、今後の行政運営に当たっては、十分留意されるよう

要請しておきます。 

 以上、調査の概要を申し上げ、報告といたします。 

〔宮之脇尚美議員降壇〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 これから、ただいまの総務厚生常任委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 質疑なしと認めます。 

 これで所管事務調査報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第１４「議員派遣の件」   

○議長（平八重光輝議員）   

 次は、日程第１４「議員派遣の件」を議題とします。 

 お諮りします。会議規則第１２９条の規定により、別紙のとおり、次期定例会までの期間に開

催される研修会等について、議員を派遣したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 異議なしと認めます。よって、別紙のとおり議員を派遣することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第１５「閉会中の継続調査について」   

○議長（平八重光輝議員）   

 次は、日程第１５「閉会中の継続調査について」を議題とします。 

 各常任委員会及び議会運営委員会並びに各特別委員会の各委員長から、会議規則第７５条の規

定によって、お手元にお配りしました各事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 異議なしと認めます。よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすること

に決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△閉  会   

○議長（平八重光輝議員）   

 以上で、本日の日程は全部終了しました。これをもって会議を閉じ、平成３０年第４回さつま

町議会定例会を閉会します。 

閉会時刻 午前１１時０５分   
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